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           午前10時00分 開議 

 

 ◎開   議 

○議長（笹川広美議員） おはようございま

す。 

 12番 坂井幸雄議員から自宅療養のため、

また、11番 甲部昭夫議員から体調不良のた

め欠席届が提出されていますので、報告しま

す。 

 ただいまの出席議員数は９名であります。 

 よって、会議の定足数に達しておりますの

で、これより令和６年度中能登町議会６月定

例会議を再開します。 

 本定例会議の会議期間は、会議日程表のと

おり本日から６月18日までの14日間といたし

ます。 

 また、本日の議事日程は、お手元に配付の

とおりであります。 

 次に、諸般の報告をいたします。 

 地方自治法第121条の規定による本会議に

出席する者を別紙の説明員職氏名一覧表とし

てお手元に配付しましたので、ご了承願いま

す。 

 これで諸般の報告を終わります。 

 

 ◎会議録署名議員の指名 

○議長（笹川広美議員） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

 本定例会議の会議録署名議員は、会議規則

第121条の規定により、２番 合田 宏議

員、３番 角 久子議員を指名いたします。 

 

 ◎議案の一括上程 

○議長（笹川広美議員） 日程第２ 

 議案第７号 中能登町家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例について 

 議案第８号 中能登町行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用に関する条

例の一部を改正する条例について 

 議案第９号 令和６年度中能登町一般会計

補正予算 

 議案第10号 令和６年度中能登町後期高齢

者医療特別会計補正予算 

 議案第11号 令和６年度中能登町介護保険

特別会計補正予算 

 議案第12号 令和６年度中能登町水道事業

会計補正予算 

 議案第13号 石川県後期高齢者医療広域連

合規約の変更について 

 以上の議案７件を一括して議題といたしま

す。 

 

 ◎提案理由説明 

○議長（笹川広美議員） 町長から提案理由

の説明を求めます。 

  〔宮下為幸町長登壇〕 

○宮下為幸町長 本日ここに、令和６年度中

能登町議会６月定例会議の開会に当たり、町

の近況について申し上げるとともに、提案い

たしました各議案について、ご説明をいたし

ます。 

 まず初めに、令和６年能登半島地震発生か

ら５か月が経過しましたが、町内には依然と

して震災の爪痕が残っている状況であり、町

民の皆様の日常生活に大変不便をおかけして

おりますことに心よりおわびを申し上げま

す。 

 特に、道路につきましては、復旧が進んで

いない箇所も多い状況でありますが、現在、

被害が大きい道路や下水道施設につきまして

は、国からの補助金を得るための災害査定を

順次受けているところであります。国から補

助金を得ることで町の財政負担を軽減できる

よう取り組んでおりますので、町民の皆様に

は、ご理解をいただきますようお願いをいた

します。 

 次に、他自治体からの支援状況ですが、５

月末をもって岐阜県からの対口支援は終了と



－4－ 

なりました。岐阜県庁をはじめ岐阜県内の自

治体の皆様には、震災直後から当町の要望に

対する様々なご支援や災害対策に関するノウ

ハウの提供など、今日までの復旧・復興に向

けた道筋をつけていただきましたことに心よ

り厚くお礼と感謝を申し上げたいと思いま

す。 

 これまでご支援いただきましたことを生か

し、今後の復旧・復興に取り組んでまいりま

す。 

 現在、石川県では、被災宅地の地盤改良や

耐震改修等の支援をはじめとする能登半島地

震からの復旧・復興を柱とした補正予算が審

議されております。今後も復興基金を活用し

た様々な支援策が示されるものと思いますの

で、引き続き、必要な支援策について県へ要

望していきたいと考えております。 

 町では、１月８日より行ってきました罹災

証明書等の申請受付が６月28日までとなって

おります。申請がまだお済みでない方は、お

早めに手続をお願いいたします。 

 また、罹災証明書を受け取られた方につき

ましても、生活再建支援金や義援金など各種

支援を受けるためには申請手続が必要となり

ますので、よろしくお願いいたします。 

 ５月20日からは公費解体も始まり、復旧・

復興に向けた取組を少しずつ進めておりま

す。町民の皆様には、今後も引き続きご理解

とご協力をいただきますようお願いを申し上

げます。 

 それでは、本定例会議に提案いたしました

議案の主な内容につきまして、順次ご説明を

いたします。 

 初めに、議案第７号 中能登町家庭的保育

事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例についてでありま

す。 

 この条例は、児童福祉施設の設備及び運営

に関する基準及び家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準の一部を改正する内閣府

令に伴い、満３歳以上の児童に対し職員配置

基準を改善するため、所要の改正を行うもの

であります。 

 次に、議案第８号 中能登町行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用に関

する条例の一部を改正する条例についてであ

ります。 

 この条例は、行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律

の改正に伴い、関係する規定を整理するた

め、所要の改正を行うものであります。 

 次に、議案第９号 令和６年度中能登町一

般会計補正予算につきましては、歳入歳出予

算の総額に歳入歳出それぞれ４億6,038万

3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ129億1,045万円とするもので

あります。 

 また、第２表の地方債の補正につきまして

は、農業農村整備事業のほか４つの事業につ

いて限度額の総額を８億3,880万円とするも

のであります。 

 補正予算の歳入の主なものは、第14款国庫

支出金の総務費補助金として３億2,228万

1,000円、第15款県支出金の農業費補助金と

して9,835万8,000円、第18款繰入金の基金繰

入金では、財源調整のため財政調整基金繰入

金として１億726万4,000円をそれぞれ増額す

るものであります。 

 また、第12款分担金及び負担金の農業費分

担金として2,564万3,000円、第14款国庫支出

金の公立社会教育施設災害復旧費負担金とし

て1,569万5,000円をそれぞれ減額するもので

あります。 

 歳出の主なものは、第２款総務費の定額減

税補足給付金事業として３億2,228万2,000

円、第６款農林水産業費の地域農政推進対策

事業費として１億2,678万円、第９款消防費

の防災対策費として3,710万1,000円、第10款

教育費の体育施設維持管理事業として1,294
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万8,000円をそれぞれ増額するものでありま

す。 

 また、第６款農林水産業費の県営土地改良

事業費では8,248万2,000円を減額するもので

あります。 

 次に、議案第10号 令和６年度中能登町後

期高齢者医療特別会計補正予算につきまして

は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

350万円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ３億2,106万円とするもので

あります。 

 補正予算の主なものは、能登半島地震によ

り住宅に半壊以上の被災を受けた被保険者に

対し保険料を還付するものであります。 

 次に、議案第11号 令和６年度中能登町介

護保険特別会計補正予算につきましては、歳

入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,320

万円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ26億900万円とするものでありま

す。 

 補正予算の主なものは、能登半島地震によ

り住宅に半壊以上の被災を受けた被保険者に

対し、介護サービス利用料及び保険料等を還

付するものであります。 

 次に、議案第12号 令和６年度中能登町水

道事業会計補正予算につきましては、収益的

支出で6,920万円を、また資本的収入で1,575

万円を、資本的支出で1,979万8,000円をそれ

ぞれ増額するものであります。 

 収益的支出では、水道施設の震災復旧に係

る委託料及び工事費を増額するものであり、

資本的収入及び支出では、県が実施しており

ます県水２系統化工事に伴う補償工事に係る

経費を増額するものであります。 

 次に、議案第13号 石川県後期高齢者医療

広域連合規約の一部を変更する規約について

であります。 

 この規約は、行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律

等の一部を改正する法律の施行に伴い、被保

険者証及び資格証明書が廃止となるため、所

要の改正を行うものであります。 

 以上、本日提出いたしました議案各件につ

きまして、その大要を説明申し上げました

が、議員各位におかれましては、慎重なるご

審議をいただき、適切なる議決を賜りますよ

うお願いを申し上げまして、提案理由の説明

を終わります。 

○議長（笹川広美議員） 町長の提案理由の

説明が終わりました。 

 

 ◎議 案 説 明 

○議長（笹川広美議員） これより、本定例

会議に上程されました議案７件について一括

して議案の説明及び質疑を行いますが、執行

部におかれましては、説明は簡潔、明瞭で、

答弁は的確なものとされるよう求めておきま

す。 

 なお、予算関係の議案第９号から議案第12

号までの補正予算についての質疑は６月７日

の予算決算常任委員会で行いますので、ここ

での質疑は省略します。 

 それでは、議案第７号 中能登町家庭的保

育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例について説明を

求めます。 

 議案書は、３ページ及び４ページとなりま

す。 

 山辺健康保険課長 

  〔山辺浩久健康保険課長登壇〕 

○山辺浩久健康保険課長 それでは、議案書

３ページを御覧ください。 

 議案第７号 中能登町家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例についてです。 

 説明資料の２ページで説明をさせていただ

きます。 

 １番、改正理由ですが、児童福祉施設の設

備及び運営に関する基準及び家庭的保育事業

等の設備及び運営に関する基準の一部を改正
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する内閣府令に伴い、満３歳以上児の職員配

置基準を改善するため、所要の改正を行うも

のでございます。 

 ２、改正概要ですが、小規模保育事業所及

び事業所内保育事業所において、満３歳児の

職員配置基準を20対１から15対１へ、満４歳

以上児については30対１から25対１とするも

のでございます。 

 ３、施行期日は、公布の日でございます。 

 ３ページ目以降は新旧対照表となっており

ます。 

 説明は以上でございます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（笹川広美議員） 説明が終わりまし

た。議案第７号について質疑はありません

か。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第８号 中能登町行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用に関

する条例の一部を改正する条例について説明

を求めます。 

 議案書は、５ページ及び６ページとなりま

す。 

 竹林総務課担当課長 

  〔竹林明美総務課担当課長登壇〕 

○竹林明美総務課担当課長 それでは、議案

書の５ページをお願いいたします。 

 議案第８号 中能登町行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用に関する条

例の一部を改正する条例についてでありま

す。 

 議案書は６ページ、それから説明資料は５

ページをお願いいたします。説明は説明資料

について行いたいと思います。 

 まず、１の改正理由は、行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律の改正に伴い、関係する規定を整

理するため、所要の改正をするものです。 

 ２の改正概要は、改正法により、マイナン

バーを利用して他の行政機関等と情報連携で

きる事務及び提供できる情報を個々に規定し

ていた別表第２が廃止されたことにより、新

たに情報連携できる事務を特定個人番号利用

事務とし、情報連携により提供できる情報を

利用特定個人情報と定義されることとなりま

した。 

 これにより、町の関係する条例において、

法の別表第２を引用している部分について、

特定個人番号利用事務及び利用特定個人情報

の定義を用いて規定するものであります。 

 ３の施行期日は、公布の日からとし、適用

は法律の施行日からとなります。 

 説明は以上です。 

○議長（笹川広美議員） 説明が終わりまし

た。議案第８号について質疑はありません

か。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第９号 令和６年度中能登町一

般会計補正予算について説明を求めます。 

 まずは歳入全般について説明を求めます。 

 議案書は、７ページから15ページとなりま

す。 

 竹林総務課担当課長 

○竹林明美総務課担当課長 それでは、議案

書７ページをお開きください。 

 議案第９号 令和６年度中能登町一般会計

補正予算について。 

 令和６年度中能登町一般会計補正予算は、

次に定めるところによるものです。 

 第１条、歳入歳出予算の補正で、歳入歳出

予算の総額に歳入歳出それぞれ４億6,038万

3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ129億1,045万円とするもので

す。 
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 第２条、地方債の変更は、第２表地方債補

正によるものです。 

 次に、議案書11ページをお開きください。 

 第２表地方債補正になります。 

 まず、起債の目的としましては、事業の実

施に伴い起債限度額を変更するものでありま

す。 

 農業農村整備事業債では5,120万円を減額

し2,840万円に、老朽ため池改修事業債では

560万円を減額し400万円に、林道整備事業債

では30万円を追加し710万円に、一般単独施

設改修事業債では1,560万円を追加し1,720万

円に、補助災害復旧事業債では180万円を減

額し１億9,820万円とするもので、補正前の

限度額の合計８億8,150万円を８億3,880万円

に変更するものです。 

 次に、議案書14ページをお開きください。 

 歳入になります。 

 歳入の主なものは、第12款分担金及び負担

金の農林水産業費分担金で、県営土地改良事

業費分担金2,564万3,000円の減額は、県営ほ

場整備事業費の減額によるものです。 

 次に、第14款国庫支出金の災害復旧費国庫

負担金で、公立社会教育施設災害復旧費負担

金1,569万5,000円の減額は、事業の財源内訳

の変更によるものです。 

 同じく、第14款国庫支出金の総務費国庫補

助金で、物価高騰対応重点支援地方創生臨時

交付金３億2,228万1,000円の増額は、町が行

う定額減税補足給付金事業に係る国からの補

助金であります。 

 次に、第15款県支出金の農林水産業費県補

助金で、農業機械再取得等支援事業費補助金

9,835万8,000円の増額は、被災農業者への施

設及び機械の再建等を緊急的に実施するもの

です。 

 次に、第18款繰入金の基金繰入金で、財政

調整基金繰入金として１億726万4,000円の増

額は、財源調整を行うものです。 

 次に、第20款諸収入の雑入では、総務課雑

入で200万円、生涯学習課雑入で960万円の増

額は、コミュニティ助成事業助成金の採択に

よるものです。 

 最後に、議案書15ページ。 

 第21款町債につきましては、さきに地方債

補正で説明いたしましたので、ここでの説明

は省略させていただきます。 

 歳入の説明は以上です。 

○議長（笹川広美議員） 続いて、同じく議

案第９号 令和６年度中能登町一般会計補正

予算の歳出について説明を求めます。 

 議案書は、16ページから21ページとなりま

す。 

 竹林総務課担当課長 

○竹林明美総務課担当課長 では、議案書16

ページをお開きください。 

 歳出になります。 

 ２款１項１目２細目一般管理事業で64万

4,000円の増額をお願いするものです。 

 11節の１通信運搬費９万4,000円は、台湾

佛教ツーチー慈善事業基金会からの見舞金配

付の案内に係る郵送料です。 

 12節委託料55万円は、改正マイナンバー法

等の施行に伴う例規整備支援業務の委託料で

す。 

 次に、２款１項１目５細目情報管理事業で

231万円の増額をお願いするものです。 

 これは、個人住民税法の改正及び障害福祉

サービス等の報酬改定によるシステム改修に

係る委託料であります。 

 次に、２款１項１目９細目定額減税補足給

付金事業で３億2,228万2,000円の増額をお願

いするものです。 

 これは、令和６年度税制改正で行われる所

得税及び個人住民税の定額減税の実施に伴

い、減税し切れないと見込まれる方に対し、

その差額を給付金として支給を行うもので、

12節委託料228万2,000円は給付対象者の抽出

などに係る委託料であり、18節の３交付金３

億2,000万円は、対象者の見込み数で給付額
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を計上したものです。 

 説明は以上です。 

○議長（笹川広美議員） 岩田企画情報課長 

  〔岩田 正企画情報課長登壇〕 

○岩田 正企画情報課長 続きまして、16ペ

ージ中段の６目企画費、６細目結婚推進事業

で50万円の増額補正をお願いするものです。 

 こちらは、歳入の県支出金、地域少子化対

策重点推進交付金33万3,000円の内定を受け

たことに伴い、未婚者への出会いの場を提供

する事業を実施したいと考えており、12節の

委託料で、中能登町結婚推進員の会に業務委

託し、若者等縁結び出会いの場創出推進事業

を実施するものであります。 

 事業内容としましては、出会いの場イベン

ト事業や結婚プランナー育成・官民プラット

フォーム事業を行うもので、出会いの場イベ

ント事業では、男女それぞれ３人から５人の

小規模なイベントを３回ほど実施したいと考

えております。 

 説明は以上です。 

○議長（笹川広美議員） 高名総務課担当課

長 

  〔高名雅弘総務課担当課長登壇〕 

○高名雅弘総務課担当課長 それでは続きま

して、16ページ中ほどになりますが、災害対

策費といたしまして215万4,000円を追加する

ものです。 

 まず、燃料費21万6,000円に加えまして、

使用料及び賃借料の一部を罹災証明発行に要

する現地調査のためのレンタカー１台分の借

り上げ代に充てるとともに、中長期派遣職員

の受入れの経費といたしまして、三重県紀宝

町から職員を受入れをしたいために光熱水費

及び使用料及び賃借料といたしましてアパー

ト代などに係る経費を追加するものです。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 田畠長寿福祉課長 

  〔田畠洋子長寿福祉課長登壇〕 

○田畠洋子長寿福祉課長 続いて、16ページ

下段になります。 

 ３款１項１目２細目社会福祉事業で432万

1,000円の増額をお願いするものでありま

す。 

 これは、被災者見守り・相談支援事業とし

て、令和６年能登半島地震により災害救助法

に基づく応急仮設住宅に入居した被災者は、

これまでと異なる環境に置かれることとなる

ことから、安心した日常生活を送ることがで

きるよう、孤立防止などのための見守り支援

や日常生活上の相談を行い、必要に応じて各

専門相談機関へつなぐなどの支援を行うもの

であります。 

 この事業は、発災当初は、各市町が様々な

地震対応に追われる中、県が実施主体とな

り、各市町の社会福祉協議会に委託する形で

令和５年度中から実施していたものですが、

令和６年度からは実施主体が各市町に変更と

なりました。 

 予算の主なもので、12節委託料の407万

1,000円は、中能登町社会福祉協議会に業務

委託するもので、仮設住宅などを巡回訪問

し、生活状況や健康状態を聞き取るなどし、

見守りや安否確認を行ったり、必要な支援に

つなぐなどの役割を担う相談員について、こ

の事業に係る１年間の人件費や訪問用自動車

の燃料費などが主なものであります。 

 また、17節備品購入費25万円は、本事業の

事務担当を行う職員の事務机などの購入費で

あります。 

 なお、事業の財源は、発災年度を含み３年

間は100％国庫補助となっております。 

 また、事業の対象者は、災害救助法に基づ

くアパートなどの賃貸型応急住宅や建設型応

急仮設住宅等に入居する方で、町外から避難

した方も含め、中能登町に居住している方を

対象として、５月23時点で32世帯、72人の方

が対象となっております。 

 続いて、17ページを御覧ください。 

 ５細目敬老慰問事業で350万円の増額をお
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願いするものであります。 

 これは、75歳以上の高齢者を対象に、区や

町内会、自治公民館、町内の高齢者入所施設

などが実施する敬老事業に補助金を交付する

もので、今年度から事業の所管が生涯学習課

から長寿福祉課に移管されたものでありま

す。 

 18節の２補助金は、令和５年度の実績が39

地区（団体）であったことから、45地区（団

体）を見込んで計上いたしました。 

 続いて、その下、６細目老人福祉施設費で

７万6,000円の減額であります。 

 これは、老人福祉センターゆうゆうと、小

規模多機能施設ラポールみおやの施設の管理

運営が指定の取消しにより令和６年度から町

管理となったことに伴い、予算の組替えを行

ったものであります。老人福祉センターゆう

ゆうについては、中能登町社会福祉協議会よ

り、能登半島地震により施設が被災したとの

理由で、また、小規模多機能施設ラポールみ

おやについては、社会医療法人財団董仙会よ

り、小規模多機能型居宅介護事業所恵寿みお

やのこれまでの運営実績や当該法人の他の事

業の運営状況等により、恵寿みおやの運営を

終了し、当該法人の介護資源、介護人材の集

約を進めるとの理由で、それぞれ指定辞退の

申請があり、令和６年３月31日で指定取消し

を行ったことから、これらの施設は町直接の

管理となり、12節委託料の指定管理料188万

2,000円を減額し、最低限の施設の維持管理

に必要な経費に組替えを行ったものでありま

す。 

 説明は以上です。 

○議長（笹川広美議員） 藤岡農林課長 

  〔藤岡桂一農林課長登壇〕 

○藤岡桂一農林課長 続きまして、議案書17

ページ下段をお願いします。 

 ６款１項２目１細目地域農政推進対策事業

費で１億2,678万円の増額補正をお願いする

ものであります。 

 18－２補助金で、震災の復旧支援事業であ

る農業機械再取得等支援事業費補助金として

新たに計上するものであります。これは、地

震により被災した農業者の早期の営農再開を

図るため、農産物の生産、加工に必要な施

設、機械の再建等の支援を緊急的に実施する

ため補助金として計上するものであります。 

 内訳としまして、機械の修繕、再取得、格

納庫の修繕、再取得等で31件、補助率は10分

の９。次に、農業用ハウスの修繕、再取得等

で合計３件、補助率は10分の７となっており

ます。 

 続いて、議案書18ページ上段をお願いしま

す。 

 ７目３細目県営土地改良事業費では8,248

万2,000円の減額補正になります。 

 18－１負担金で町の負担金を減額するもの

であります。これは、県からの割当て内示に

より、県営ほ場整備事業、中能登北部、越路

南部地区の事業費の減額及び県営老朽ため池

整備事業、春木佛面下池、西馬場横手の池、

末坂南谷池の事業費の減額による負担金の減

によるものであります。 

 続いて、６款２項１目１細目林業総務費で

は、予算の増減はありませんが、財源の更正

を行うものであります。 

 説明は以上になります。 

○議長（笹川広美議員） 岩田企画情報課長 

○岩田 正企画情報課長 次に、18ページ中

段をお願いいたします。 

 第７款１項１目商工振興費、２細目商工振

興事業費で280万円の増額補正をお願いする

ものです。 

 内容としましては、18節の２補助金の創業

支援で、町商工会への相談が今年度に入り既

に８件ございまして、当初予算額に対し不足

する４件分の増額補正をお願いするものであ

ります。 

 次に、その下の段、２目観光費、１細目観

光振興費で471万8,000円の増額補正をお願い
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するものです。 

 内容としましては、18節の２補助金で、七

尾市、中能登町の観光産業の振興を図るため

毎年ななお・なかのとＤＭＯに補助金を交付

しておりましたが、能登半島地震の影響によ

りＤＭＯの運営補助金は事業の見直しなどの

精査をしていたため令和６年度当初予算には

計上しておりませんでしたので、今回、人件

費や事務費などの経常経費分の総事業費

3,114万3,000円に対し、七尾市との案分割合

15％などを乗じた471万8,000円の増額補正を

お願いするものです。 

 説明は以上です。 

○議長（笹川広美議員） 竹林総務課担当課

長 

○竹林明美総務課担当課長 それでは、議案

書18ページ下段をお願いします。 

 ９款１項１目１細目消防総務費で200万円

の増額をお願いするものです。 

 これは、自主防災組織育成を目的とした令

和６年度コミュニティ助成事業の採択によ

り、在江地区の防災資機材の購入に対する補

助金であります。 

 説明は以上です。 

○議長（笹川広美議員） 高名総務課担当課

長 

○高名雅弘総務課担当課長 それでは続きま

して、３の防災対策費3,710万1,000円を追加

するものです。 

 まず、消耗品費といたしまして376万2,000

円を追加するものです。これは、役場職員が

着用する防災服を購入したいものです。現

在、役場職員は作業服を着用しております

が、これまで様々な団体から受援をいただい

ておりますが、災害時におきましては、自治

体の名称が分かりやすく活動的な防災服を着

用することに効果があることが応援に来てい

ただいた自治体の皆様方からのご意見をいた

だきました。 

 これまで三重県紀宝町や石川県職員、そし

て岐阜県の自治体の皆様など様々な団体が防

災服を着用して支援に当たっていただきまし

た。 

 現在、中能登町の職員が着用している作業

服では自治体の名称が分かりにくく、動きや

すさや季節を問わず着用できる防災服にリニ

ューアルしたいもので、防災服といたしまし

てワークジャケットとワークパンツを購入し

たいものです。 

 次に、燃料費21万6,000円及び使用料及び

賃借料93万3,000円につきましては、現在、

民間企業の皆様方からご提供いただいており

ます自動車につきまして順次お返しをしてお

ります。このことから、活動用の車両が不足

することからレンタカー１台分を追加したい

ものです。 

 そして次に、備品購入費3,219万円を追加

するもので、これは応急用の給水車１台及び

給水タンクを５基購入したいものです。な

お、応急給水車１台の購入費用は2,744万

5,000円で、最大容量は3,000リットルの飲み

水を運べる給水車を購入し、配置をしたいも

のです。 

 また、給水車とは別に給水タンクも５基購

入したいもので、１基当たりの水量は１トン

のものです。災害時の断水における応急給水

能力を向上させるとともに、迅速な給水活動

に備えていきたいものです。 

 説明は以上です。 

○議長（笹川広美議員） 清酒学校教育課長 

  〔清酒秀樹学校教育課長登壇〕 

○清酒秀樹学校教育課長 続いて、19ページ

中段をお願いいたします。 

 10款教育費、１項２目２細目の学校教育事

務局費で74万9,000円の増額をお願いするも

のであります。 

 これは、外国語教育推進の向上を図るため

に、タブレットを活用し英語力のレベルを上

げる目的で導入したいＡＩ英語教材Terra 

TalkというソフトのＩＤアカウント利用料で
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あります。この教材では、児童生徒がいつで

もどこでも発話や会話の基本練習が行えるな

ど主体的に学ぶことができ、教員においても

学習状況の管理やきめ細やかな指導ができる

ことから、業務改善につながるものでありま

す。 

 次に、その下、３項１目１細目の中学校管

理費で10万円の増額をお願いするものであり

ます。これは、10月４日に中能登町を主会場

として開催される第61回石川県理科教育研究

大会「七尾・鹿島大会」に係る補助金であり

ます。 

 説明は以上です。 

○議長（笹川広美議員） 木幡生涯学習課長 

  〔木幡嘉広生涯学習課長登壇〕 

○木幡嘉広生涯学習課長 それでは続きまし

て、19ページ下段をお願いいたします。 

 10款４項１目２細目社会教育活動推進事業

費で38万8,000円の増額をお願いするもので

あります。 

 10－１消耗品費から10－４印刷製本費につ

きましては、昨年度実施予定となっておりま

した令和６年二十歳のつどいに係るものであ

ります。 

 12節の委託料30万1,000円ですが、二十歳

のつどいにおける記念撮影やオンラインアル

バムの作成業務に20万1,000円、そして別事

業になりますが、多文化交流イベントにおけ

る多文化交流カフェに係る必要経費として10

万円を計上するものであります。なお、多文

化交流イベントに係る財源につきましては全

て県補助金であります。 

 次に、２目１細目公民館活動推進事業で

717万円の増額ですが、18－２補助金では、

広域自治公民館振興事業に20万円、20ページ

になりますが文化協会に200万円、女性協議

会に100万円、子ども会連絡協議会に80万円

を計上するものです。 

 また、18－３交付金では自治公民館活動交

付金として317万円を計上しております。こ

の交付金につきましては、昨年度までは補助

金として執行しておりましたが、今年度から

内容を見直し、交付金として執行するもので

す。 

 次に、５項１目２細目体育施設維持管理事

業で1,294万8,000円の増額をお願いするもの

であります。 

 11－３手数料29万4,000円と12節委託料５

万9,000円、13節使用料及び賃借料28万6,000

円は、古墳公園とりや横のパークゴルフ場及

び金丸芝生広場のトイレが地震の影響により

使用不可となったため仮設トイレを設置する

ものであります。 

 14節工事請負費1,230万9,000円は、古墳公

園とりやの遊具を更新するもので、老朽化が

進んだ滑り台とブランコを撤去し、新たにユ

ニバーサルデザインのブランコと飛び跳ねて

遊ぶベッドジャンパーという遊具を設置する

ものであります。なお、この事業の設置に係

る部分960万円につきましては、宝くじのコ

ミュニティ助成事業助成金を財源としてお

り、残りの270万9,000円がおおむね撤去費用

で一般財源となっております。 

 説明は以上です。 

○議長（笹川広美議員） 清酒学校教育課長 

○清酒秀樹学校教育課長 続いて、20ページ

下段をお願いたします。 

 ５項２目２細目の学校給食管理費で925万

1,000円の増額をお願いするものでありま

す。 

 これは、学校給食センター施設空調設備の

空冷チラー２台及びボイラー設備２基が経年

劣化により故障したため修繕を行うものであ

ります。この先、給食センターの温度管理が

大切な時期となるため、食品衛生上の問題が

発生しないよう早急に対応するものでありま

す。 

 説明は以上です。 

○議長（笹川広美議員） 木幡生涯学習課長 

○木幡嘉広生涯学習課長 続いて、20ページ
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下段をお願いいたします。 

 11款４項２目１細目社会教育施設災害復旧

事業費で107万3,000円の増額をお願いするも

のであります。 

 10－７施設修繕料は、ラピア鹿島における

漏水修繕工事及びふるさと創修館の曳山搬入

口のスチールドアの修繕工事にかかる必要額

を計上したものであります。 

 説明は以上です。 

○議長（笹川広美議員） 岩田企画情報課長 

○岩田 正企画情報課長 次に、21ページ。 

 第５項１目１細目公共施設災害復旧事業費

で215万2,000円の増額補正をお願いするもの

です。 

 内容といたしましては、10節の７施設修繕

料で、令和６年１月１日発生の能登半島地震

により被害がありました能登テキスタイルラ

ボの施設修繕を実施するものであります。修

繕概要としましては、駐車場の隆起箇所の修

繕、外壁タイルの剥離修繕、正面玄関の階段

箇所の地盤沈下の修繕などを実施するもので

す。 

 説明は以上です。 

○議長（笹川広美議員） 次に、議案第10号

 令和６年度中能登町後期高齢者医療特別会

計補正予算について説明を求めます。 

 議案書は、22ページから28ページとなりま

す。 

 山辺健康保険課長 

○山辺浩久健康保険課長 それでは、議案書

22ページを御覧ください。 

 議案第10号 令和６年度中能登町後期高齢

者医療特別会計補正予算について説明させて

いただきます。 

 第１条で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ350万円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ３億2,106万円とす

るものでございます。 

 27ページをお願いします。 

 歳入です。 

 ５款２項１目保険料還付金で350万円の増

額を見積もるものでございます。 

 28ページをお願いします。 

 歳出になります。 

 ３款１項１目保険料還付金で350万円の増

額をお願いするものでございます。 

 増額の理由ですが、後期高齢者医療の保険

料の還付については、保険資格の喪失や申告

によって保険料額が減額になる場合で、既に

必要以上の保険料を納付している場合に発生

し、保険料から戻出、歳入から返す処理を行

っております。過年度分の還付につきまして

は、歳出還付となり、当初予算の歳出に保険

料の過年度分の還付に要する費用を計上し、

歳入のほうは広域連合からいただく、その分

の還付金を計上しております。 

 今回の震災で、保険料減免による還付金が

加わることによりまして、令和５年度分の保

険料の歳出還付の増額が見込まれるため、予

算補正をお願いするものでございます。 

 説明は以上です。どうぞよろしくお願いし

ます。 

○議長（笹川広美議員） 次に、議案第11号

 令和６年度中能登町介護保険特別会計補正

予算について説明を求めます。 

 議案書は、29ページから35ページとなりま

す。 

 田畠長寿福祉課長 

○田畠洋子長寿福祉課長 それでは、議案書

29ページを御覧ください。 

 議案第11号 令和６年度中能登町介護保険

特別会計補正予算について説明させていただ

きます。 

 今回の補正予算では、歳入歳出予算の総額

に歳入歳出それぞれ2,320万円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ26億

900万円とするものであります。 

 続いて、34ページを御覧ください。 

 歳入になります。 

 初めに、２款２項９目現年度分特別調整交
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付金2,300万円、また、その下、10目現年度

分総合事業特別調整交付金20万円の増額であ

ります。 

 これらは、令和６年能登半島地震により住

宅に半壊以上の被災を受けた被保険者に対す

る介護保険料の減免や、介護サービス及び総

合事業の利用料の減免措置に対する国の特別

調整交付金であります。 

 続いて、35ページを御覧ください。 

 歳出になります。 

 初めに、２款１項１目２細目特例給付償還

費で1,800万円の増額をお願するものであり

ます。 

 これは、令和６年能登半島地震で住宅に半

壊以上の被災を受けた被保険者に対して、介

護サービス利用料の自己負担分を特例給付と

して償還払いするものであります。償還払い

につきましては、半壊以上の対象者である旨

を介護サービス事業所に申出すれば利用料の

自己負担分の支払いが不要となりますが、事

業所への申出が間に合わず自己負担分を支払

った方に対して償還払いするものでありま

す。この財源につきましては、全て国の特別

調整交付金であります。 

 続いて、その下、３款１項１目２細目総合

事業特例給付償還費で20万円の増額をお願い

するものであります。 

 こちらも令和６年能登半島地震で住宅に半

壊以上の被災を受けた被保険者に対して、総

合事業を利用する場合、その利用料の自己負

担分を特例給付として償還払いするものであ

ります。償還払いの考え方や財源等について

は先ほど説明した特例給付費と同様でありま

す。 

 続いて、５款１項１目１細目第１号被保険

者保険料還付金で500万円の増額をお願いす

るものであります。 

 こちらも令和６年能登半島地震で住宅に半

壊以上の被災を受けた被保険者に対して、令

和５年度の介護保険料のうち発災以降の令和

６年１月から３月の納期限分の介護保険料の

減免を行うための還付金であります。この財

源につきましても全て国の特別調整交付金で

あります。 

 説明は以上です。 

○議長（笹川広美議員） 説明が終わりまし

た。 

 次に、議案第12号 令和６年度中能登町水

道事業会計補正予算について説明を求めま

す。 

 議案書は、36ページから40ページとなりま

す。 

○議長（笹川広美議員） 田中参事兼生活環

境課長 

  〔田中 智参事兼生活環境課長登壇〕 

○田中 智参事兼生活環境課長 それでは、

議案書36ページをお願いいたします。 

 議案第12号 令和６年度中能登町水道事業

会計の補正予算でございます。 

 第１条、令和６年度中能登町水道事業会計

の補正予算は、次に定めるところによるもの

でございます。 

 第２条、予算書第３条収益的支出の予定額

を次のとおり補正するもので、収益的支出、

第３項特別損失で6,920万円を増額するもの

でございます。 

 第３条、予算書第４条資本的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正するものでありま

す。資本的収入の負担金では1,575万円の増

額をするものでございます。次に、支出の第

１項建設改良費では1,979万8,000円を増額す

るものでございます。 

 それでは、39ページをお願いいたします。 

 収益的支出の２目災害復旧費で6,920万円

の補正となります。内訳は、委託料で990万

円の計上です。また、その下の工事費では

5,930万円の計上でございます。 

 この計上につきましては、１月１日の発災

以降、町内全域で約70か所にわたり水道管の

応急復旧工事を行っております。このうち56
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か所が災害査定の対象となり、受検後は速や

かに詳細設計業務を委託し、主要な箇所から

順次本復旧工事を実施するものでございま

す。なお、災害査定の受検につきましては６

月下旬となったものでございます。 

 続いて、40ページをお願いいたします。 

 資本的収入及び支出となります。 

 まず、収入の１目工事負担金で、県工事負

担金といたしまして1,575万円の増額をお願

いするものです。 

 次に、支出で、１目改良工事費で1,979万

8,000円の増額補正となります。この内容に

つきましては、県事業で実施しております県

水２系統化工事が中能登中学校前周辺で予定

されておりまして、町管理の水道管の移設が

必要となったもので、それに伴います設計業

務料で315万円、工事請負費で1,260万円を県

の補償工事として計上したものでございま

す。 

 次に、下段の県道の拡幅工事に伴う配水管

耐震化工事で404万8,000円の計上でございま

す。この工事は、県道七尾羽咋線、良川地内

の県道拡幅工事と同時施工にて水道本管150

ミリの継ぎ手部分に耐震補強金具を設置し耐

震化を図る工事でございます。 

 なお、この工事につきましては、県との協

議によりまして、掘削土工費につきましては

県の負担工事により施工するものです。町の

ほうは材料費と布設施工費の負担で施工を実

施することとしております。 

 説明は以上であります。 

○議長（笹川広美議員） 次に、議案第13号

 石川県後期高齢者医療広域連合規約の変更

について説明を求めます。 

 議案書は、41ページ及び42ページとなりま

す。 

 山辺健康保険課長 

○山辺浩久健康保険課長 それでは、議案書

41ページをお願いします。 

 議案第13号 石川県後期高齢者医療広域連

合規約の変更について。 

 地方自治法第291条の３第１項の規定によ

り、石川県後期高齢者医療広域連合規約を変

更することについて、同法第291条の11の規

定により議会の議決を求めるものでございま

す。 

 説明資料の８ページで説明をさせていただ

きます。 

 １番、変更理由ですが、行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律等の一部を改正する法律の施行に

伴い、被保険者証及び資格証明書が廃止とな

るためでございます。 

 ２、変更概要ですが、令和６年12月２日か

ら被保険者証（健康保険証）が廃止されるこ

とに伴い、規約第４条第１号の関係市町にお

いて行う業務について内容を変更するもので

す。具体的には、別表第１の「被保険者証及

び資格証明書」を「資格確認書等」に文言を

改めるものでございます。 

 ３、施行期日は、令和６年12月２日という

ことでございます。 

 資料の９ページは新旧対照表となっており

ます。 

 説明は以上でございます。どうぞよろしく

お願いします。 

○議長（笹川広美議員） 説明が終わりまし

た。議案第13号について質疑はありません

か。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） ないようでありま

す。 

 以上で議案の説明及び質疑は終結します。 

 

 ◎常任委員会付託 

○議長（笹川広美議員） 日程第３ 常任委

員会付託 

 ただいま議題となっております議案第７号

から議案第13号につきましては、会議規則第

35条第１項の規定により、お手元に配付して
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おります付託表のとおり、それぞれの所管の

常任委員会に付託いたします。 

 

 ◎散   会 

○議長（笹川広美議員） 以上で本日の日程

は終了いたしました。 

 本日はこれをもって散会します。 

 ご苦労さまでした。 

           午前11時13分 散会 
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令和６年６月13日（木曜日） 
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           午前10時00分 開議 

 

 ◎開   議 

○議長（笹川広美議員） おはようございま

す。 

 12番 坂井幸雄議員から自宅療養のため欠

席届が提出されていますので、報告します。

また、５番 澤 良一議員から体調不良のた

め遅参届が提出されていますので、報告しま

す。 

 ただいまの出席議員数は９名であります。 

 よって、会議の定足数に達しておりますの

で、これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

であります。 

 

 ◎一 般 質 問 

○議長（笹川広美議員） 日程第１ これよ

り一般質問を行います。 

 あらかじめ申し上げておきます。一般質問

について、各議員の持ち時間は60分間であり

ますので、守っていただくようお願いいたし

ます。また、通告以外の関連質問は控えてく

ださるようお願いいたします。 

 執行部におかれましては、的確な答弁を求

めておきます。 

 それでは、発言順に質問を許します。 

 ８番 林 真弥議員 

  〔８番（林 真弥議員）登壇〕 

○８番（林 真弥議員） 改めまして、おは

ようございます。 

 それでは質問を始める前に、まずは本年元

日に発生しました能登半島地震でお亡くなり

になられました方々と被災された全ての方々

にお悔やみとお見舞いを申し上げます。我々

中能登町民も含めて、一日でも早い復旧・復

興に向けた歩みを進めていきたいものであり

ます。 

 それでは令和６年６月定例会議の一般質問

を始めますが、さきの３月定例会議では、震

災の影響等を考慮しまして我々議員にとって

貴重な一般質問が実施されませんでしたの

で、今年最初の一般質問のトップバッターと

して厳しく務めてまいりたいと思います。 

 執行部には、明朗快活な答弁を求めますの

で、その姿勢で臨んでいただきたいと思いま

す。 

 今回は、公共施設の、特に生涯学習施設の

利用について２点で質問をしたいと思います

が、その１点目であります。公共施設の利用

全般について伺いたいと思います。 

 ５月のゴールデンウイーク中に、鳥屋武道

館があるスポーツ団体による占有的使用にな

っているのではないかとの連絡が私にあり、

現地に出向いたところ、武道館が武道でない

競技の器具、用具その他の私物的な備品等々

により占有状態になっていることが私自身の

目で確認をすることができました。その後、

５月の教育民生常任委員会で、この事案につ

いて質問し、さらに、その数日後には生涯学

習課長とも占有ではないかと話をしました

が、課長は占有ではないと言われています。 

 あの状況を見て占有状態、独占状態ではな

いと思われる人がいるでしょうか。一般町民

の方で、あの状態を見て占有、独占ではない

と思われる方は、私は皆無ではないかと思っ

ております。 

 ここで、その武道館の状況の写真を資料と

して用意しましたので、議長、配付の許可を

願います。 

○議長（笹川広美議員） 配付許可をいたし

ます。 

○８番（林 真弥議員） もう執行部の方、

議員の方には、タブレットのほうで写真のほ

うが入っていると思います。 

 傍聴の方には、資料として配付されていま

すので。 

○議長（笹川広美議員） 今から配付をいた

します。 

  〔資料配付〕 
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○８番（林 真弥議員） 鳥屋武道館の現状

の写真、それから以前の写真等も含めて、全

てで13ページ、13枚になっております。各写

真にはいろいろコメントも載せてありますの

で、皆さん、御覧いただければなと思いま

す。 

 それでは１点目の質問なんですが、この占

有的、独占的利用について、その認識並びに

説明及び現在の実態、さらには今後の対応に

ついて見解を伺いたいと思います。 

○議長（笹川広美議員） 林教育長 

  〔林 大智教育長登壇〕 

○林 大智教育長 林議員の占有的、独占的

利用について、その認識並びに説明実態、さ

らには今後の対応について見解を問うについ

てのご質問にお答えいたします。 

 まず、公共施設の社会教育施設において、

施設単位で占有、独占している状態のもので

はないと考えております。 

 占有、独占的ということで、１種類の競技

種目や活動の種類に限ってであるとか、例え

ば弓道場であるとか施設内の一部をという解

釈であれば、占有、独占的な状態であると解

釈できるものが幾つか存在しており、占有、

独占的かと問われると、そのとおりであると

思います。 

 ただ、100％占有、独占かと問われた場合

は、他の団体や個人の利用実績があること、

施設全体の占有、独占ではないため、完全な

占有、独占とは言い切れないと思います。 

 それから、占有、独占するものであれば、

その手続というお話がありましたが、現状に

おいては各施設条例の定めるところによる手

続と考えております。 

 流れからすれば、団体や協会からの要望が

あり、一定の競技、活動人口や必要性などか

ら協議がなされ、決定されていくものと考え

ております。また、その時代背景も大きく影

響があるとも考えております。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 林議員 

○８番（林 真弥議員） 今ほど教育長のご

答弁ですが、占有状態だと思うが占有ではな

いというふうな答弁だったと思います。 

 では、もし明日──明日とは言いませんけ

れども、近日中に、鳥屋武道館を以前に利用

していた、例えば空手であるとかそういう武

道の人たちが使いたいと。30人、40人で例え

ば練成会みたいな形で使いたいという場合、

許可をするという理解でよろしいでしょう

か。 

 だって、教育長は占有ではないとおっしゃ

いましたよ。占有状態かもしれないけれども

占有ではないということは、誰にでも開放す

ると、誰でも使えるということだと思うの

で。 

 もう一回言いますね。以前にあそこを使っ

ていた人たちが使いたいという場合、許可を

するという、そんな理解でよろしいのでしょ

うか。 

 その場合ですが、当然ですが町の体育施設

条例第14条にもあるとおり、利用者は、利用

終了後、速やかに当該施設を原状回復──元

に戻すということですけれども──原状回復

し、返還しなければならないとありますが、

そんな理解でよろしいのでしょうか。これが

再質問の１つ目であります。 

 再質問２つ目ですが、町の体育施設条例第

４条には利用時間について明記をされていま

すが、鳥屋武道館の利用時間というのは午前

９時から21時30分となっております。この占

有状態にある団体の器具、用具などは、利用

時間が終わった21時30分から次の日の９時ま

で片づけられることなく出しっ放しになって

いますが、それでも占有状態ではないと言わ

れる根拠をお示しいただきたいと思います。 

 町民利用の場合、減免措置により利用時間

内の料金は不要ですが、原状回復されていな

い、出しっ放しになっている状態、状況で、

利用時間以外の料金は発生はしないのです
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か。これが再質問の２つ目であります。 

 再質問３つ目です。いかなる公共施設にお

いても、何人もひとしく利用する権利があ

り、行政は──町は──ひとしく提供する責

任と義務があります。 

 ここで、地方自治法第244条２、３を読み

上げたいと思います。地方自治法地方自治法

の244条の２でありますが「普通地方公共団

体は、正当な理由がない限り、住民が公の施

設を利用することを拒んではならない」、

「普通地方公共団体は、住民が公の施設を利

用することについて、不当な差別的取扱いを

してはならない」。このようになっておりま

す。 

 この法律に大きく違反していると私は思い

ますが、見解を伺いたいと思います。 

 もう１点、町の体育施設条例第６条は、利

用の許可について明記をされていますが、以

下の３点に該当する場合は許可しないとされ

ています。その１点目なんですが「秩序又は

風俗を害するおそれがあるとき」。２番目

「体育施設を損傷するおそれがあるとき」。

３つ目、この２点以外で管理上支障があると

考えられるとき。この第６条にも違反してい

ることは明白だと思いますが、見解を求めた

いと思います。 

 この２番目なんですが、体育施設を損傷す

るおそれがあるとき。あそこの武道館、フロ

ア、床が穴だらけになっております。それに

ついて町の許可があったのか。町は認識して

いたのか。それも一緒に伺いたいと思いま

す。 

 以上です。 

 教育長に伺っています。 

○議長（笹川広美議員） 林教育長 

○林 大智教育長 林議員の再質問について

の回答をいたします。 

 まず１点目の施設を使う場合、例えば今ま

で使っておりました団体が使いたい場合です

ね。その場合どうするかということなんです

が、占有的状態にはありますが占有ではない

ので、そういった場合には許可します。 

 ただし、今の状況が占有的状況ではあるの

で、ほかの施設がうちの町には十分あります

ので、そちらのほうで使えるかどうかをまず

検討していただきます。それでも鳥屋武道館

なんだということであれば、こちらの武道館

のほうで施設を使うことは可能であると思い

ます。 

 次に２点目の利用時間でありますが、この

利用という部分の解釈だと思うんですが、物

が置いてある状況を利用とするのか、人がい

て人が利用するのを時間というのかとなりま

すと、武道場にはいろんな物が置いてありま

すから、例えば他のスポーツのものが利用時

間外に置いてあれば、それはどうなのかと考

えたときには、利用時間とは考えないと思い

ますので、その団体が活動している時間を利

用時間と考えると、当町の施設条例には合致

していると思います。 

 ３点目です。中能登町の体育施設条例は、

第１条、町民の心身の健全な発達と豊かな住

民生活を形成するため、中能登町体育施設を

設置するとあります。その上位法が林議員の

言われた地方自治法にありますが、住民が公

の施設を利用することについて不当な差別的

取扱いをしてはならないということで、不当

な差別的取扱いをしているとは考えておりま

せん。 

 ４点目です。施設条例６条第２項２号、体

育施設を損傷するおそれがあるときといいま

すが、器具を固定する場合にはそういった措

置が必要であろうかと思います。ですので体

育施設の損傷ではなくて、器具の固定のため

の措置であると考えております。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 林議員 

○８番（林 真弥議員） いろいろご答弁し

ていただいたんですが、私、１点だけ再度お

尋ねしたいと思います。 
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 町の体育施設条例第６条の(2)体育施設を

損傷するおそれがあるときは利用許可をしな

いと。今あの器具の設置にはそういうものが

必要だというような答弁だったと思うんです

が、穴だらけになっていますよね。10か所以

上はあると思うんです。その穴を開けるとい

うことを町は認めたのか認めていなかったの

か。許可したのか許可していなかったのか。 

 最初の再質問で占有ではないとおっしゃい

ました。以前使っていた団体がそこをどうし

ても使いたいと言われた場合は、やはり使っ

ていただくというふうな答弁だったと思うん

ですが、あの穴だらけの中を仮に器具を全部

撤収したとしても、あの施設は使えますか。

いろんな穴、多分ドリルだと思うんですけれ

ども、ドリルで穴を開けて十数か所の穴があ

ります。 

 もう一回言いますけれども、教育長は、ど

うしてもあそこを使いたいということになれ

ば、占有ではないので許可しますとおっしゃ

ったと思うのですが、そんな状態であの施設

を使えますか。どうですか。 

 教育長、答弁してください。 

○議長（笹川広美議員） 木幡生涯学習課長 

  〔木幡嘉広生涯学習課長登壇〕 

○木幡嘉広生涯学習課長 林議員の再々質問

についてお答えいたします。 

 条例の第６条、損傷のおそれがあるときは

許可をしてはならないというような内容なこ

とを記載しております。この損傷のおそれが

ある場合の解釈なんですが、あくまでも体育

施設の競技場内で、例えば体育館の中で硬い

野球の硬式ボールを使うとかそういうような

ことを想定しております。この具体例を述べ

出すと切りがないんですけれども、一般的に

屋内競技場で競技する競技のものについては

何の問題もなく許可が出るとは思うんです

が、中には屋内競技ですと床の上であります

ので、床の上に置いて何か物が当たって傷が

いくとか、そういうようなおそれがある場合

は許可できないというような解釈になると思

います。 

 先ほど来、教育長のほうが説明のほうをし

ているんですけれども、今回の件に関しまし

て、断片的といいますか部分的なところを見

ての判断というのは非常に苦しいのかなとい

うふうに思っております。 

 といいますのも、先般、３月の議会におい

てこの体育施設条例が可決されました。その

いきさつといたしましては、その前の３月の

教育民生常任委員会の場で詳しく前生涯学習

課長のほうが説明をしております。 

 一文、抜粋で読み上げさせていただきます

が、この金丸体育館を使用していた体操教室

の方には、鳥屋武道館の利用頻度がかなり低

いということで、マットとかトランポリン、

そういったもので占用的な施設ということで

鳥屋武道館を移転先として双方で決めた形と

なっておりまして云々というような答弁をさ

せていただいております。 

 それに対して、林議員のほうからも、武道

館というものは、そういった日本古来の武

道、それに特化した施設ではないか。また、

そういった移動するのであれば、従前利用さ

れていた方々に対してしっかりとした説明を

した上で、合意形成を図った上で進めていっ

てほしいというような答弁内容が残っており

ます。 

 それを踏まえまして、町のほうとしまして

は、従前活動されていました団体の方々に説

明をさせていただきまして、ご了解を得た、

ご了承を得たという形で現在の形になってお

ります。 

 ですので、先ほど教育長も答弁したんです

が、どちらかといえば占用的な体操競技施設

として鳥屋武道館を利用させていただきたい

というそういうロジック、そういう論理で進

めております。 

 そこで今の状態になっておりますので、先

ほどの質問の中で、林議員、多分質問された
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のは一日終わったら原状復旧というようなこ

とで言われておるかと思うんですが、体操施

設としての長期的な利用という意味を含めて

これまで進めておるところですので、一日終

わったら片づけるというのがあの施設の原状

復旧ではなくて、例えば、体操、トランポリ

ンという競技が利用させてもらっているんで

すけれども、そこがまた新たな活動先に移

る、鳥屋武道館が空くという段階において、

その器具を止めている床の穴とか、そういっ

たものは当然向こうの協会さんのほうで補修

をしていただいて、競技に影響のない形の原

状復旧をさせていただいて、それを原状復旧

とするというふうに町のほうでは解釈してお

ります。 

 ということで、以上のことでご理解のほど

よろしくお願いいたします。 

○議長（笹川広美議員） 林議員 

○８番（林 真弥議員） 今ほどの生涯学習

課長の答弁は、私の質問の答弁になっていな

いように思います。 

 私はもう質問を３回したので、この件に関

しては質問できないと思うんですが、あの状

況は教育長は占有状態ではあるけれども占有

ではないとおっしゃったんですね。以前に使

っていた空手の方たちであったり居合の方た

ちであったりが、やっぱりあそこを一回使い

たいよというような申入れがあった場合に、

許可を出すんですか出さないんですかとお聞

きしたんですね。ということで、教育長は占

有ではないから出しますよと、使用許可を出

しますよとおっしゃったんですよ。 

 でも、フロアに、床に穴が十数か所開いて

いる状態で、あんな状態で使えるんですか。

町として安全面などを考えて許可を出すんで

すかという私は問いをしたはずです。その問

いに対しての今ほどの木幡課長の答弁は、私

はちょっと筋が外れていたのではないかな

と、そんなふうに感じております。 

 もう質問回数が終わりましたので、まだま

だ言いたいことはたくさんあるんですが、次

の質問に移りたいと思います。 

 ２点目の質問に移りたいと思います。この

質問も先ほどの質問と同様、公共施設に関し

てですが、今度は町の体育施設の利用に特化

して伺いたいと思います。 

 先ほどの鳥屋武道館を独占的に、占有的に

利用していると思われるスポーツ団体は、昨

年の11月までは、今では老朽化により閉鎖さ

れた金丸体育館を15年余り、やはり独占的に

利用していたと思われます。その閉鎖された

金丸体育館を先日、私、自分の目で確認して

きましたが、その競技の器具設置に必要な穴

が体育館内全体に数多く開けられ、床なども

損傷、汚損が著しく、体育施設として悲惨な

状態でありました。 

 ここで金丸体育館の写真、皆さん御覧にな

っていただければなと思います。皆さんのと

ころへ行っていますね。 

 金丸体育館の写真です。これは閉鎖後の写

真です。全部で９枚あります。１枚目から２

枚目、ずっと見ていただいていいんですけれ

ども、例えば４枚目なんかを見ていただけれ

ば分かると思いますが床に大きな穴が開いて

います。５枚目、ドリルの箱があそこにあり

ました。７枚目、天井から滑車のようなもの

が取り付けられていてロープがあります。８

枚目、これはもともとバスケットボールのコ

ートだったんですよね。バスケットボールの

ゴールの板はそのままですけれども、ゴール

も取り外されています。大体そんなところで

しょうか。 

 ２点目の質問なんですが、先ほどの鳥屋武

道館の目的外利用、それから原状回復の責任

と義務、さらには損傷、汚損、それと現在は

閉鎖されている金丸体育館の原状回復の責任

と義務、損傷、汚損等について、その認識並

びに説明及び実態、さらには今後の対応につ

いて見解を伺いたいと思います。 

○議長（笹川広美議員） 林教育長 
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○林 大智教育長 林議員の鳥屋武道館、金

丸体育館の目的外利用、原状回復義務、損

傷、汚損等について、その認識並びに説明及

び実態、さらには今後の対応についての見解

を問うのご質問にお答えいたします。 

 まず、目的外利用についてですが、現在の

鳥屋武道館で体操とトランポリン競技が利用

しておりますが、町の武道場において武道以

外のスポーツを禁止する旨の記載がないこと

から、目的外利用にはならないと考えており

ます。 

 また、町体育施設条例上の目的外使用は、

許可を受けた目的以外に使用した場合が目的

外使用と記載されているため、今回の件は該

当しないと考えております。 

 次に、鳥屋武道館の現在の状況における原

状回復義務、損傷、汚損等についてですが、

現在利用している団体が別の場所に活動を移

すなど鳥屋武道館の利用を終えたときに、床

の補修等を実施し、原状回復していただくこ

とと思っております。 

 鳥屋武道館の今後の対応についてですが、

体操とトランポリンが金丸体育館から鳥屋武

道館に活動の拠点を移すに当たり、以前から

鳥屋武道館で活動していた方々には説明を

し、了解を得た上で現在の形になっておりま

す。手順を踏み、現在の状況に至っているこ

とから、変更する考えはございません。 

 しかしながら、移動をお願いした一部の方

から、移動先が使いづらいということで、前

の場所の片隅でいいから使用させてもらえな

いかとの申出がありましたので、鳥屋武道館

を利用してもらっている状況ですが、狭いと

ころで十分な活動ができているのか心配して

いるところであります。 

 従来の活動日や時間、施設への距離等、か

つてよりも不便をおかけする部分はあるかと

思いますが、他の武道館や体育館で開いてい

る時間帯がありますので、相談していただけ

ればと思っております。 

○議長（笹川広美議員） 林議員 

○８番（林 真弥議員） 教育長、いろいろ

ご答弁されました。 

 皆さん、再質問をしますが、もう一度、鳥

屋武道館の写真を御覧ください。鳥屋武道館

の写真は13枚ありますが、その４枚目になり

ます。４ページを御覧になってください。鳥

屋武道館の４枚目です。 

 写真が５枚あります。これは特に右側の子

供さんが写っています。顔は少し隠した状態

になっていると思うんですが、これは占有状

態になる前の空手の稽古の様子ですが、右上

の写真の奥に見えるのが、皆さん分かります

かね。右の列の子供さんがたくさん写ってい

る、その右、一番上の写真の図ずっと奥にあ

るんですが、これは全日本剣道連盟名誉会長

の揮毫だということですが、この大切な揮

毫、この武道館のどこを探しても見当たりま

せん。どこを探してもありません。 

 それと、左下の写真の奥には神棚が鎮座さ

れていますが、この写真の12枚目を御覧くだ

さい。12枚目の下、神棚です。武道館の倉庫

の片隅にこんなような状態になっています。 

 このように、以前は武道場として正しく機

能していたものが、今はその役割を失ってし

まっています。町の体育施設条例第７条には

目的外使用の禁止がうたってあり、別表の使

用料金には柔道場と剣道場としか明記されて

いません。 

 貸し館に関して、私、石川県の県立武道館

に確認したところ、県立武道館では、武道以

外には、ダンスや軽い体操など床を傷つけな

い程度の軽スポーツのみ許可を出していると

のことでした。 

 今回、先ほど教育長はいろいろおっしゃい

ましたけれども、今回の鳥屋武道館のケース

ですが、明らかに目的外使用だと私は思いま

すが、これの見解を伺いたいと思います。こ

れが再質問の１点目です。 

 ２点目、現在は閉鎖された金丸体育館です
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が、前述したように15年あまりにわたり占

有、独占状態で、このスポーツ団体が利用し

ていたと思われるのですが、その流れのまま

軽率な認識で、武道を志す人たちの、特に子

供たちの心を踏みにじったのではありません

か。 

 そこで再度、金丸体育館の写真を御覧いた

だきたいと思います。１ページから９ページ

まであります。 

 ２ページ目、まず御覧ください。来たとき

よりも美しくということは、自分たちの使っ

た後、誰が使うか分からないから、誰でも使

えるように自分たちが使ったときよりもきれ

いにして元に戻してくださいよと。身も心も

さわやかに、こういう張り紙がしてしてあり

ました。 

 いろいろ２ページ、３ページからずっと見

ていただければいいんですが、４ページなん

かにも大きな穴が見えます。 

 このような状態で、15年あまりこのスポー

ツ団体が使っていたんじゃないかなと思われ

ます。 

 このような状態で、金丸地区の行事等には

利用できていたのでしょうか。繰り返しの質

問になるかもしれないんですが、町としてこ

の金丸体育館の原状回復の実態や損傷、汚損

はどのように把握をされていたのか。さら

に、管理者である町はこのような状況を把握

していたのかどうなのか、伺いたいと思いま

す。 

○議長（笹川広美議員） 木幡生涯学習課長 

○木幡嘉広生涯学習課長 林議員の再質問に

お答えいたします。 

 まず、１つ目の明らかに目的外利用ではと

いうところなんですが、町の武道館におきま

して、武道以外に使用してはいけないという

ような明記はしてありません。先ほど教育長

の答弁のほうにもあったんですが、あくまで

も申請をされて、その利用目的が書いてあっ

て、それで許可された目的、それ以外の目的

に使用された場合が目的外利用というふうな

認識を持っておりますので、この点について

は、答えからすれば目的外ではないという認

識でおります。 

 それから、金丸体育館の後片づけ、原状復

旧ということですね。 

○８番（林 真弥議員） 金丸体育館の十何

年の間の現状というのは、どのように把握し

ていたのか。 

○木幡嘉広生涯学習課長 そうしましたら、

まず15年間の利用実態につきましては、こち

らのほうでは特段、地区のほうから、何か行

事をするから一回空けてくれといういうよう

なことで空けたということは認識しておりま

せん。ずっと体操のほうで利用されていたと

いうふうに思っております。 

 それから後片づけ、原状復旧ということ

で、確かに写真のとおり、出ていった状態そ

のままみたいな形になっているんですが、あ

くまでも金丸体育館につきましては廃止をし

まして、廃止した理由は、やはり年数がたっ

て危険ということで、取壊しが当然目の前、

視野に入っておりますので、そういったこと

から、本来ならば穴を塞いで、次の利用があ

れば穴を塞いでということなんですが、廃止

が決まっているということから、そこまで…

…。 

  〔「廃止の前や」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） 傍聴者は静粛に傍

聴をお願いいたします。 

○木幡嘉広生涯学習課長 そういったことか

ら、特段、その後利用の予定がないことか

ら、特に床を埋めるといういうことを以前使

っていた体操協会のほうには求めておりませ

ん。 

 説明のほうは以上となります。 

○議長（笹川広美議員） 林議員 

○８番（林 真弥議員） 木幡課長から今ほ

ど答弁がありましたけれども、私が聞きたか

ったのは、そのスポーツ団体が金丸体育館を
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使っていた15年間の間に原状回復、金丸地区

の住民の方々がここを使いたいと、そういう

のはなかったと認識しているとおっしゃった

んですけれども、あそこは小学校がなくなっ

て、あそこは金丸地区の体育館として残した

はずなんですね。そこへスポーツ団体が占有

状態になってしまって、誰が見たってこれは

使えないなと思いますよ。だからその十何年

間の間に、原状回復をなぜさせなかったの

か。する必要が私はあったと思うんですけれ

ども、その実態というんですか、それを聞き

たかったんですが、残念ながら私と課長とは

食い違ったような感じになってしまいまし

た。 

 だって、あそこはもう老朽化というか耐用

年数が来て取り壊す対象ですので、別に今さ

ら直す必要はないですよ。そんなことを私は

聞いたつもりはないんですが、少しかみ合わ

なかったかなと、そう思います。 

 時間もあと10分ほどになりましたので、最

後の質問になりますかね。 

 子供たちのスポーツ活動には大きく分けて

２つの目的というのがあると私は考えており

ます。一つは、体力の向上と競技力の向上及

び競技の知識の向上。もう一つは人間形成の

場であるということであります。 

 その競技を通して正しい人間としての成長

を目指す。これは文科省の方針にもうたわれ

ております。一口に人間形成の場といって

も、いろいろな視点があると思いますが、き

ちんと挨拶ができることは重要な一つでしょ

う。 

 挨拶といっても、単に、おはようございま

すや、こんにちはだけではなく、指導者や保

護者や仲間たちに日頃からの感謝の思いを自

分の言葉で伝えることが大切だと思います。 

 それと、もちろんのことですが、自分たち

が使う施設や道具や用具などに対する管理

や、それを大切に扱うことも指導者や保護者

は教えていく必要があります。決して競技が

第一ではありません。 

 そこで最後に２点だけ伺います。 

 教育長、教育長は40年近く中学校の先生を

されておりました。教育者である教育長は、

このような占有状態の中で、用具、器具の片

づけや後始末もほとんど必要がないと思われ

る環境での活動を、教育的視点から子供たち

の人間形成の場になるとお思いですか。 

 そして最後に、今回の私どもの議論を経

て、鳥屋武道館の原状回復に対する思いを伺

いたいと思います。やはり原状回復は必要は

ないとお思いでしょうか。もしそうであれ

ば、その根拠を伺います。原状回復に向けて

取り組むというのであれば、その時期的な目

安などをお聞かせ願いたいと思います。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 林教育長 

○林 大智教育長 林議員の再々質問にお答

えいたします。 

 まず競技ということで、スポーツ並びに武

道は全て人間形成になると思っております。

しかしながら、競技の特性上、例えば鉄棒で

あると周りには滑り止めの粉とかが出ます

が、やはりそういった後片づけはしっかりし

てほしいし、競技の方に聞きましてもしっか

りしているというふうに聞いております。た

だし、マットの周りにはスポンジのかす等が

目立つような場合もありますので、再度改め

て掃除の徹底を指導したいと考えておりま

す。まずそこが一つの人間形成だと私は思っ

ています。 

 引き続き、原状回復の件なんですが、実

際、体操の方々がうちの施設のどこに移ろう

かと考えた場合に、そういった施設はなかな

か見つからないんじゃないかなというふうに

思っています。また、うちの町には鹿島武道

館、体育館等ほかの施設もありますので、そ

ちらのほうで武道ができるという可能性もあ

ります。 

 したがいまして、鳥屋武道館を名称を変え
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て、例えば鳥屋体操競技場という形にして、

条例を変更して専用の施設等にすることのほ

うが、町にとってはスポーツをやる者にとっ

て大きな効果があろうかなというふうに考え

ております。 

 これについては慎重に進めながら、議会の

議決を得ながら、条例の変更に取り組んでい

こうかなというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 林議員 

○８番（林 真弥議員） 残り時間５分にな

りました。 

 教育長から残念ながら私が求めた答弁には

至らなかったように思います。 

 最後に申し上げますが、私は３月定例会議

の議案第45号 町体育施設条例の一部を改正

する条例に附帯意見をつけて賛成をしていま

す。その内容は、老朽化した金丸体育館と鹿

西武道館を閉鎖するもので、財政面から施設

の統廃合には理解を示すが、利用者配慮には

不満があり、附帯的意見を付け再考を求めて

います。 

 単に場所を提供すればよいではなく、心あ

る、心通う、熱意が感じられる施設の統廃合

であるべきで、その改善に一石を投じたいと

の言葉で賛成討論も行っております。 

 残念ながら今回の鳥屋武道館の事案は、そ

の私の思いと真逆の方向にあったと思ってお

ります。今後の公共施設の統廃合がどのよう

に進むのか、未知な部分は多くありますが、

利用者の立場に立った、そして利用者の思い

に最大の配慮を加えた公共施設の統廃合を進

めていただきたい。 

 そのように申し上げて、私の質問を終わり

たいと思います。 

○議長（笹川広美議員） ここで11時10分ま

で休憩をいたします。 

           午前11時00分 休憩 

 

           午前11時10分 再開 

○議長（笹川広美議員） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 続いて、６番 古玉いづみ議員 

  〔６番（古玉いづみ議員）登壇〕 

○６番（古玉いづみ議員） それでは、一般

質問に先立ちまして、まず１月１日の令和６

年能登半島地震により被害に遭われた方には

心よりのお見舞いを申し上げるとともに、一

日も早く心休まる日が訪れることをお祈りし

ております。 

 そして、今日まで本当に多くの皆様方、ご

支援を多くの皆様に賜りながら、能登は一歩

ずつ進んできています。その全ての皆様に感

謝を申し上げたいと思います。 

 それでは、今回は今後のまちづくりについ

ての町長の思い、そしてハード面とソフト面

での環境整備について質問させていただきま

す。 

 これからのまちづくりへの思いは。 

 地震から復旧・復興に当たり、県では実に

110ページもの創造的復興プランを作成し、

県内19市町が思いを一つにして取り組む方針

が示されました。この中では、序章に能登ら

しさを示しており、１番、壮大な自然、２

番、自然と共存する暮らしとなりわい、３

番、地域が一つとなる祭り、そして４番に、

お互いのことを思いやり支え合う人とのつな

がりが大きく能登の特徴として挙げられてい

ます。 

 ここで、４の人とのつながりについて少し

抜粋して述べられていることを読ませていた

だきます。 

 昔から、能登に住む人々の温かい人情は

「能登はやさしや土までも」と表現されてき

ました。おうちで取れた野菜や魚などを近所

の人にお裾分けしたり、旅行者に声をかけて

食事を振舞ったりする、そういった光景が日

常的に見られ、この中で、お互い様の関係が

日々の暮らしに息づいています。能登の最も

大切な部分においては、決して経済的な数字
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に表れない、このようなつながりが存在して

います。 

 また、通学路では子供たちが「おはようご

ざいます」、そして地域のお年寄りが「行っ

てらっしゃい」、こういった朝の風景も本当

に風物詩となっております。愛情を持って見

守り支え合う、そういった社会が能登にはあ

ります。 

 この能登の人のつながりは、家族や知人を

気遣ったり、祭りや手伝いで帰省したりしな

がらも、都会に出ていった子供たちが帰って

きて、このような人のつながりは地域を越え

て温められてきている。そのように記載され

ております。 

 本当にそのとおりだなと思いますし、この

県の計画を策定した方は、うまく能登のこと

を捉えておられるなというふうに感じまし

た。 

 当町でもこれから復興計画が策定されてい

くわけですが、４月の全員協議会で大きな方

向性が示され、先月、５月には素案も打ち出

されました。基本理念は「つながり復旧・復

興」となっており、町長からは、先頭に立っ

て全身全霊をかけて取り組む。被災者、中能

登町民、そしてふるさと中能登町を支えてい

ただいている全国の全ての皆様へ、中能登町

が復興の成し遂げるその日までつながりを大

切に、未来へ希望を抱きながら、ともに歩み

を進めていただきたい。こういったメッセー

ジでした。 

 そこで、当町のこの復旧・復興プランにお

ける基本方針の「つながり復興」についての

町長の思いをお聞きいたします。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

  〔宮下為幸町長登壇〕 

○宮下為幸町長 これからのまちづくりへの

思い、当町の復旧・復興プランにおける基本

方針の「つながり復興」について町長の思い

を聞くにお答えします。 

 去る４月30日、復興に向けた町長メッセー

ジを町民の皆様に発信しました。同時開催の

議会全員協議会においても申し述べさせてい

ただきました。 

 メッセージの中でも触れていますが、この

未曽有の災害において私が実感したことは、

全国からの支援によるつながりであります。

発災当初、給水支援にいち早く駆けつけてい

ただき、その後も罹災調査に２月まで継続的

な支援をいただいた姉妹町の三重県紀宝町皆

さん。対口支援の岐阜県及び岐阜県内41市町

からは、避難所運営に始まり、罹災証明受付

及び調査業務などにおいて５月末までの支援

終了まで、およそ2,000人に及ぶ岐阜県職員

や岐阜県内自治体職員並びに関係団体の皆様

からのご支援をいただきました。 

 さらに、熊本地震の経験から、御船町には

災害マネジメントを中心に支援していただ

き、発災後から起こり得るべき事態をその経

験からご教示いただきました。 

 発災での混乱が続く中、どのような事態が

起き、どのように対策をすべきかについて、

支援に入られた自治体の間で協議を図られ、

的確なご指南をいただいたことは、災害実務

経験の少ない私たちにとって、対応方針を見

定めていく上でのターニングポイントとなり

ました。 

 さらに、全国の自治体や国の機関、民間団

体からの物資や資材、車両の提供など様々な

ご支援をいただいたことによって応急期を乗

り越えられたものと強く感じております。 

 議員の指摘どおり、物質的な支援はもとよ

り、こうした人のつながりの重要性を私自

身、この地震を通じ心に大きく響き、強く実

感しているところであります。 

 私は、この震災から復興に思いをめぐらせ

るとき、さきに述べた支援に訪れた多くの

方々とのつながり、そして被災を受けた私た

ちが今こそともにつながり、絆を強く結ぶこ

とが復興への第一歩であると痛切に感じてお

ります。 
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 この考えを礎に、これからの復旧・復興の

フェーズにおいては、その時々において新た

な課題も出てくると思いますが、紡いできた

つながりに震災で得たつながりを強固に、創

造を加えたこれからのつながりによって、中

能登町の復旧・復興を推し進めていきたいと

考えております。 

 その上で、石川県から示される復興基金事

業の活用が大きな鍵となることから、石川県

との連携による支援がこれまで以上に重要と

考えております。 

 議員をはじめ町議会、そして全町民ととも

に、つながりを強く、心を合わせて復興への

歩みを着実に進めてまいりたいと考えており

ます。引き続き、ご協力をお願いいたしま

す。 

○議長（笹川広美議員） 古玉議員 

○６番（古玉いづみ議員） 今町長が言われ

たように、2,000人を超える本当に全国の

様々な自治体の皆さんにご支援をいただきな

がら、中能登町はここまでやってきていま

す。今現在もまだたくさんの自治体のほうか

ら多くの職員の皆さんに助けていただいてい

ながら、一歩ずつ前進しているところです

が、私も発災直後に支援に来られていた熊本

地震を経験した熊本県御船町の職員の皆さん

から、同じように震災後の対応、復旧につい

て個人的にお聞きする機会がありまして、そ

のときにも、やはり今町長がおっしゃられた

のと同じようなことを言っておられました。 

 どれだけ備えていても、防災を整備してい

ても限りがあると。そういったときには、ほ

かの自治体、民間事業者、つながりを強化し

て、そのつながりによってお互い助け合っ

て、そうやって今後、復興に向かっていくん

だという経験談からのお話でした。 

 そしてまた、姉妹町であり、災害時協定を

結んでいる紀宝町の皆さんも本当に早くから

たくさんの方が来てくださいまして、我々議

会も意見交換をする機会を持たせていただい

たり、本当に感謝し切れないほどたくさんの

応援をいただいております。 

 今町長もおっしゃった県との基金事業を活

用したこれからの復興に向けて、さらに県と

連携を強化していくということで、私も一層

県とのつながりを強くする上で、県に働きか

けて、今、空席となっている副町長をぜひ招

聘してはいかがかと思うのですが、その辺に

関しての町長の考えをお聞かせください。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 副町長の件に関しまして

は、また考えたいなと思います。 

 つながりということでは、いろんな人たち

が毎月、中能登町のためにできることをした

いということで毎月東京から、６月20日過ぎ

にもおいてますがそういう人たちとか、慰問

に来られた方、いろんな意味で来られて、皆

さんにはなかなか聞かれなかったかも分かり

ませんが、励ますということで、さだまさし

さんとか泉谷しげるさんとか、そういう方も

慰問に来られました。それは久江小学校のか

かしのつながりということで来られたという

ことで、久江区の住民の方が非常に喜んでお

いでました。 

 今いろんな、OUEN Japanという東京から

来られる方なんですが、私の一個後輩で、東

京大学を出られて、中学生まで鹿西中学にお

りました。それ以降、金大附属へ行って東大

へ行ったんですが、その方が安田信託銀行に

勤めていて定年になりまして、去年の東京県

人会に行ったときに知り合いまして、ぜひ中

能登町も来てくださいよということで言って

いたんです。その人は石川県の観光特使か何

かになっております。谷本知事のときからそ

ういうお付き合いでずっと来られていたんで

すが、今回、知事も替わって、馳さんのとこ

ろはまだ行ってないということを言っていま

したが、この震災を受けてぜひ中能登町のた

めに協力していきたいということで、この３

月から毎月２泊３日ぐらいの日程で来られ
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て、いろんな東京の企業なりを連れてきてい

ただいて、全国の企業さんを連れてきていた

だいて、中能登町のために何ができるかとい

うことで一生懸命に模索しております。 

 ６月の終わりぐらいにまたおいでますが、

いろんな意味で中能登の企業も見せに行きま

した。そういう観光的なことも見せました。

人の問題、これからは人口減少、高齢化の中

での人口減少問題ということで、人材不足と

いうことも含めまして、東京から一極集中は

駄目だと。これから田舎へ行って田舎を助け

なくては駄目だということで、人材をまた中

能登町に送り込んできていただくということ

も考えております。 

 本当に人とのつながりを大切にしていかな

ければならないということで、つくづく全国

各地の皆さんからご支援、義援金をいただい

て本当にありがたく思っております。 

 今日も朝、来週、６月16日におにぎりのフ

ェスティバルが行われます。その区長さんか

らのメッセージが来ました。福岡県、愛媛

県、青森県の大間の町長、それからちょっと

忘れましたが、三浦君、合田さんのほうが余

計知っていると思いますが、全国の10市町の

市長なりが応援メッセージを送ってきていた

だいて、次のおにぎりフェスティバルのとき

にも、おにぎりに関しての物販を提供したい

ということでメッセージを送ってきていただ

きました。 

 そういうつながりをこれから大切にしてい

かなければならないということを考えており

ますので、これからは災害協定も含めて、そ

ういう自治体とのつながりも大切にしていか

なければならないということを考えておりま

すので、よろしくお願いをいたします。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 古玉議員 

○６番（古玉いづみ議員） 副町長に関して

は、これから言ってすぐにということはない

でしょうけれども、やはり県との連携を強化

していっていただきたいということと、町長

はすごくお元気で、ばりばりなんですけれど

も、もし何かあったときにということもやっ

ぱり我々は想定して動いていかなければいけ

ないなというのも、こういった大きな災害を

経験して感じたことですし、そういった意味

でも、できるだけ早く私は空席になっている

副町長、ぜひ適任者を見つけていただければ

なというふうに思います。 

 そしてまた、今ほども言われました多くの

町とのつながり、また、おにぎりを介しての

つながりであったりですとか、本当に様々な

皆さんに助けていただいて、今この中能登町

は前に進んでいるわけですけれども、災害時

であったり、姉妹町であったり、またこれか

ら新たな仲間をつくって、ともに助け合って

いく。そしてまた日本国内のみならず国外か

らも多くの、台湾からも本当に多くの支援を

いただいているのが現状なわけですけれど

も、そういったところとも連携をぜひぜひ強

化していっていただきたいというのが私の思

いです。 

 それでは、２点目に移ります。 

 ハード整備の方向性を示せ。 

 町では、今後さらに加速化するであろう少

子・高齢化を見据え、将来的な財政負担の圧

縮のため、公共施設等総合管理計画を策定

し、公共施設等の削減を目指して、平成29年

３月に策定された計画の中においては、令和

37年までに建築系公共施設については56％の

削減が示されており、そちらの達成率の進捗

状況に関して議会でも度々議論されてきまし

た。 

 今回私が一つ取り上げたいのは、インフラ

系施設についてです。インフラ系施設は、道

路や橋、公園に上下水道、そして農業、水産

業の施設等であり、削減については明記され

ておらず、長寿命化を計画的に進めていくと

の目標設定となっています。 

 インフラ系施設は、町民の生活に直結し、
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経済活動を維持する基盤となり、特に今回の

ような災害時において機能を維持することが

求められる施設です。計画の中では、今後の

方針として、壊れてから直す事後保全型から

計画的に保全を行う予備保全型を実施し、維

持管理費の縮減を目指すとなっています。そ

して維持管理に関する基本方針においては、

行政目的のための利用が見込まれない土地や

統廃合で発生する未利用地についても、他施

設への転用の可能性がない場合には処分しま

すとなっております。 

 マスコミなどではあまり取り上げていただ

けませんが、今回の震災では、こうした予備

保全型事業の推進により水道管の耐震化など

が他の自治体と比べても進んでいたことによ

り、断水が短期間で済んだというような実績

もあります。 

 今回、まずどこの自治体でも問題となった

のが土地の確保の問題です。仮設住宅用地や

災害ごみ仮置場など一定のまとまった用地、

それも舗装した用地が緊急で必要となり、今

までと遊休地に関する見方ががらっと変わっ

たのは事実です。当町でも商工会横の駐車場

に災害ごみ仮置場を設置しなければならず、

そうした選択肢しかなかったことも、今後し

っかりと検証していかなければいけません。 

 こうしたことを経験し、町有地の活用の重

要性が浮き彫りになったと言えます。 

 そこで１点目に、町の保有する土地の活用

をお聞きします。 

 ２点目に、庁舎機能についてお聞きしま

す。震災を受け、ここ総務庁舎で災害対策本

部が設置され、我々議会も災害対策支援本部

を設置しました。議会では、コミュニケーシ

ョンアプリのグループＬＩＮＥを活用しなが

ら地域での支援活動を行い、議員協議会等で

役場執行部の動きや対応の報告を受けてきた

わけです。 

 発生直後からコミュニケーションを取る上

で、このデジタルツールを活用して対応して

きたわけですが、実際の災害対策本部会議

は、ここの総務庁舎であり、この総務庁舎は

長らくトイレも使えないような状況が続いた

中、本当に職員の皆さんは頑張って取り組ん

できてくださったわけです。 

 日々消耗し、疲労こんぱいでありながら

も、各部署と対策本部を行き来する皆さんに

本当に頭が下がる思いですが、それを見なが

ら、本当にこれでいいのか疑問が湧きまし

た。今現在も総務課直属の復興対策室は行政

サービス庁舎に設置されているわけです。総

務課でありながら総務庁者と行政サービス庁

舎に分かれている。 

 そして、ほかの課のことを言えば、今年か

ら統合した旧企画課と旧情報推進課は、課の

名前だけ統合し企画情報課になりましたが、

旧情報推進課はいまだにケーブルテレビ放送

センターに残ったままです。 

 また、行政サービス庁舎にこども家庭セン

ターも今年から立ち上がり、ゼロ歳から18歳

までワンストップで包括的なケアを目指して

いく相談窓口kotonaが設置され、大変好評で

多くの方にご利用いただいておりますが、教

育委員会があるラピア鹿島とこども家庭セン

ターを行ったり来たりしながら相談に来てい

る保護者の方もいると聞きます。 

 住民サービスにとっても職員の連携にとっ

ても非効率的な現状を鑑み、今後、復興に当

たり、近い将来に各施設や庁舎における担当

課の移動や統合について町長のお考えをお聞

かせください。 

 以上２点でお伺いいたします。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 今回からここから答弁させ

ていただくことになりましたので、よろしく

お願いします。 

 まず１点目の今後の町有地の活用につきま

して、今回の震災により、災害ごみや公費解

体の廃材の仮置場、仮設住宅の用地など様々

な場面で町有地を活用することがことができ
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ました。今後の町有地の管理につきまして

は、この教訓を生かし、むやみに削減するの

ではなく、利用目的を明確にした管理をして

いきたいと考えております。 

 次に、２点目の分散している庁舎における

担当課の移動、統合の考えについてお答えし

ます。 

 担当課の移動、統合につきましては、企画

課と情報推進課を統合し、企画情報課として

今年度当初から総務庁舎に集約する予定とし

ておりましたが、震災により総務庁舎に災害

対策本部等を設置したことから、放送スタジ

オや編集機器等の移設に必要な整備を行え

ず、ケーブルテレビ放送センターを残すこと

といたしました。 

 また今回の震災を受け、庁舎機能が分散し

た現状では、災害時の職員同士の意思疎通を

図ることが困難であるといった課題も明確に

なりました。 

 今後の庁舎機能の在り方については、総務

庁舎も被災したことから、防災の観点を踏ま

えて検討する必要があると考えております。 

 総務庁舎の修繕費につきましては、現在調

査依頼をかけているところでありますが、概

算額がお示しできる状況となりましたら議会

へ報告をさせていただきますので、その際に

は協議をしていただくようお願いを申し上げ

たいと思います。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 古玉議員 

○６番（古玉いづみ議員） 町有地の活用に

関しては、本当に今回あってよかったなとい

うようなこともありましたので、やはりむや

みやたらと削減するのではなく、しっかりと

確保した上で、今後必要がなくなってきた場

所に関してのさらなる新しい利活用の仕方と

いうのも踏まえた上で、復興計画の中に入れ

ていかなければいけないんじゃないかなとい

うふうに私は考えております。 

 そして今も言われたように、分散型の庁舎

機能なために意思疎通がなかなか難しいとい

う、そういったお話も町長からありました

が、今のお話ですと、総務庁舎の修繕に幾ら

かかるかを今後予算も上がってくるのかもし

れないんですけれども、積算をした上で考え

る。 

 私はそれではちょっと遅いんじゃないかな

と思うんですよ。それはなぜかというと、こ

こを直すという前提で積算をして、直すとし

たらこれだけかかるからやっぱり違う案を考

えましょうではちょっと遅いと思うんです

ね。そうでなく、やはり本来、私は一つにな

って、もっと効率よく町政運営をしていった

方がいいと。場所は思った場所ではなかった

ですけれども、やはり一つになったほうが職

員同士の連携もするし、仕事がしやすいし、

仕事が進むし、そしてまた町民の方もあっち

行きこっち行き、そういったようなことをし

なくて済むようになるんじゃないかというこ

とで、前向きに、ここは一つになってやって

くんだぞということも考えて、それをお示し

しながら並行的に、その場合は幾らかかるの

か。そして、ここで直す場合は幾らなのか。

そういったことの対比をしながらでないと、

ここを直すことを前提として、それでやっぱ

りお金がかかるから違うのを考えましょうで

は遅いと思うんですね。 

 そういう意味で、並行的に一緒にいろんな

案を考えていって、やはり我々に提示してい

ただきたいなというのが私の思いなんですけ

れども、その辺、町長どう考えでしょうか。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 全く古玉議員のおっしゃる

とおりで、本当は実際いろんな面で意思疎通

もできませんでしたし、本当のことを言えば

一つの機能として進んでいけばいいなという

ことを思います。 

 その辺、どれぐらいの予算が出てくるか、

概算が出てくるか分かりませんが、また行政

サービスを庁舎ができまして４年ほどたちま
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すので、これをまた一回、庁舎統合計画の中

に特別委員会でもまた議会のほうでもつくっ

ていただいて、行政と一緒にその辺を考えて

いかなければならないなということで、将来

にわたってはそういうふうにしていかなけれ

ば、こういう災害はいつ起きるか分かりませ

んので、一つに集約したほうが私はいいと思

います。 

 その辺で、議会とともに考えていきたいな

ということを思いますので、よろしくお願い

します。 

○議長（笹川広美議員） 古玉議員 

○６番（古玉いづみ議員） 大変前向きな町

長のお話をいただきましたので、次に移りた

いと思います。ぜひ検討のほう､検討だけで

はなく、計画として進めていっていただけれ

ばなと思います。 

 それでは、次に移ります。 

 シン・教育・子育ての町へ。 

 「シン」、片仮名なんですけれども間違い

ではありません。後ほど説明したいと思いま

す。 

 先般、津幡町出身の小結、大の里関が初土

俵から７場所で史上最速優勝を成し遂げ、こ

の石川県に大きな希望の光を届けてください

ました。また、プロ野球やサッカー、バスケ

ット、大相撲など、多くの選手やアスリート

の皆さんが被災地を訪れ、本当にスポーツが

与えてくれる希望や感動にこの能登の地は大

きく助けられていると感じます。 

 先月に行われたトライアスロンのアジアカ

ップでは、当町出身の定塚選手が８位入賞を

果たし、中学生だった頃に議会広報で我々イ

ンタビューさせていただいたんですが、そう

いった生徒が世界で活躍するということを目

の当たりにすると本当に誇らしく思います。

教育長も教え子の一人だったんじゃないかな

と思うので、誇らしく思っていらっしゃるこ

とを想像できます。 

 当町の中学生は全国大会上位が常連の生徒

さんも多数おり、本当に子供たちの活躍が町

の明るい希望となっています。 

 教育現場においては、今年は昨年に続いて

コミュニティスクールが全小中学校で設置さ

れ、教育長がかねてよりおっしゃる地域が人

を育て、人が地域を育てる、そういった社会

基盤づくり強化へ一歩踏み出しているのでは

ないでしょうか。 

 また、ＧＩＧＡスクールもコロナ禍での緊

急的な導入から活用、そして応用へと新たな

フェーズへと入っているのではないでしょう

か。 

 そしてまた、全４小中学校には、ほっとル

ームと言われる子供たちに寄り添った教室も

設置され、一人でも多くの子供たちの安心で

きる居場所づくりも行われております。 

 人づくりの原点である教育、そして生涯学

習の今後の重点施策や教育委員会として注力

したいところはどこなのか。教育長に１点目

として伺います。 

 そして全国に目を向けますと、持ち出すの

も悲しい話ですが、先般報道でもありまし

た。昨年の合計特殊出生率が1.20で過去最低

となり、大きなショックを日本中に起こしま

した。石川県でも過去最低の1.34となり、い

よいよ人口減少が喫緊の課題となる中、消滅

可能性都市に宝達志水以北では中能登町のみ

含まれず、大きなインパクトを与えました。 

 当町では、他の市町に先駆けて子供の医療

費無償化や出産祝い金などの助成を行い、子

育ての町をアピールしてきたわけですが、そ

うした施策はもう既に多くの自治体で同じよ

うなことが行われています。 

 これは、我々が今度行きたいなと思ってい

る、そして以前、コロナ前に計画していた茨

城県境町のホームページのトップに来るんで

すが、ぱっと見てわかる、本当に子育てのま

ちをアピールした大変シンプルで分かりやす

い、こういった子育て支援策が掲載されてい

ます。 
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 以前より、他の自治体を参考に、ぜひ分か

りやすいアピールをしてほしいということを

一般質問の場で提言させてもらってきたわけ

ですが、この震災から人が大きく移動してい

る中で、中能登町を子育ての場として選んで

もらう。分かりやすい中能登らしさをアピー

ルして、子育ての町を発信していくべきと考

えますが、町長の思いをお聞きいたします。 

 以上２点でお伺いします。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 シン・教育・子育ての町へ

の質問につきまして、１点目の人づくりの原

点である教育、生涯学習の今後の重点施策に

つきまして、後ほど教育長より答弁をさせま

すので、よろしくお願いをいたします。 

 それでは、２点目の中能登町らしさをアピ

ールして子育ての町の発信をさらに進めるべ

きだと考えるが町長の考えを聞くについてお

答えします。 

 人口減少が進む中、少子・高齢化対策は最

も注力をしなければならない課題でありま

す。各種の子育て支援策を実施しておりま

す。 

 他の市町に先駆けて、最大50万円までの出

産祝い金や18歳までの医療費助成、第２子以

降の保育料等の無料化などを実施し、子育て

世帯の経済的な負担軽減を図ってまいりまし

た。 

 保育施設や放課後児童クラブ、児童館につ

いては、施設の環境整備に努めるとともに、

保護者との連絡ツールとしてＩＣＴを導入す

るなど利便性を高め、サービスの質の向上を

図っていきたいと思います。 

 また、子育て世帯の相談支援機関として、

今年４月に行政サービス庁舎に新たにこども

家庭センターを開設し、専用スペースを設

け、専門職による切れ目のない相談支援体制

を整えました。 

 これからの子育て支援策につきましては、

子育ての町として今後もさらなる充実を図

り、安心して子供を産み育てられる環境づく

りに努めてまいりたいと考えております。 

 子育ての町、中能登町の情報発信につきま

しても、広報やホームページ、公式ＬＩＮＥ

等の各種メディアを十分に活用しながら、子

育てに優しい中能登町の魅力が広く町内外に

伝わるよう、これまで以上に積極的に情報発

信を行ってまいりたいと考えておりますの

で、よろしくお願いをいたします。 

 教育民生委員会で茨城県の境町へ行かれる

と聞きました。境町は全国的に有名なところ

でありまして、その近くにも千葉県の流山市

とかがあります。そういう町がキャッチコピ

ーとして、母親になるなら中能登町。それは

キャッチコピーですよ。そういうようなキャ

ッチコピーをぜひ皆さんで考えていただい

て。町もそういうことをこれから考えていか

なければならないと思っていますので、イン

パクトのあるキャッチコピーが必要じゃない

かなということ思っておりますので、例えば

それを言ったのは千葉県の流山市が、「母に

なるなら、流山市」ということをキャッチコ

ピーで出しておりますので、またその辺、皆

さんでいろんな研修に行かれて、子育てに優

しいまちでありますので、ぜひお願いをした

いと思います。 

 本当に少子・高齢化ということで、中能登

町は、先ほど古玉議員が言われたように、多

分出生率は1.6ちょっとなんですよ。県外の

ほうでは高いほうなんですが、介護保険は高

くなりましたけれども、高齢者の方がある程

度だんだん元気になってきているというあか

しでもあるんです。そして今、保健環境課の

ほうでも今月、６月議会に不妊治療のものが

出ました。不妊治療、子供を欲しいという方

がたくさんおいでますので、そういう方面か

らも町として打ち出して、そういう人の助成

なりをしてお子さんを欲しい人に対しての出

生率を上げていく必要があるんじゃないか。

高齢者の人も元気においでれば人口減少は少
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し止まっていきますので、若い人と年寄りも

元気なまちづくりということで考えていきた

いなと思います。 

 この間データで出ていましたが、2050年ま

でには100歳まで元気に働かれる社長とか、

そういう人が出てくるらしい。100歳まで現

役で。その辺、2050年になると120歳ぐらい

が元気でおられるというような。今100歳が

長寿で祝い金とか出しておりますが、次は

120歳になるかも分かりません。 

 そういうような状態になってきているの

で、できるだけ元気で仕事をしていただい

て、100から120までの間を人生最後のことと

して考えてやっていただきたいなということ

で、ここにおいでる皆さんもそうですが、元

気に仕事をしながら高齢化社会に向けて人口

減少を止めていって、子育て支援をしていか

なければならないと考えますので、ぜひより

よい研修に行ってきてください。 

 よろしくお願いします。 

○議長（笹川広美議員） 林教育長 

  〔林 大智教育長登壇〕 

○林 大智教育長 古玉議員の人づくりの原

点である教育、生涯学習の今後の重点政策の

ご質問にお答えします。 

 私は、人づくりはまちづくりであると思っ

ております。そういった思いで、教育委員会

の職員とともに学校教育、社会教育を進めて

おります。全ての年代の方が住みよいまちづ

くりをしていきたい、そう思っております。 

 その施策として、先ほど古玉議員からあり

ましたように、コミュニティスクールを実施

しております。地域で学校を育てる、学校か

ら地域に元気を発信していく、そんな町にし

ていきたいと思っております。 

 ２つ目、ほっとルームです。 

 学校に行きづらい子の居場所を何とか学校

につくってあげたい、そういう思いでつくり

ました。まだ数か月しかたっておりません

が、設置の効果が表れております。去年ちょ

っと学校に行きづらかった子が、今年はほっ

とルームに寄って教室に行く。そういった場

面も聞いておりますので、さらに安心と信頼

できる学校づくりを進めてまいります。 

 今後でございますが、１つ目、学力に向け

て英語教育を推進していきたいと思っており

ます。 

 なぜ英語かと言われると難しいんですが、

英語がしゃべれると自信がつく、そう思いま

す。これからグローバル化の時代、いろんな

場面で外国の方と話もします。タブレットを

開ければ、すぐその向こうには外国人の方が

います。そういった意味で外国語を進めてい

く。 

 また、それがまちづくりの一つの特徴だと

思うんです。中能登町に来れば、まちづくり

として学校教育の中で英語教育をやっている

ぞ。そんなのも一つのアピールにしていきた

いと思っております。 

 ２つ目です。総合型地域スポーツクラブを

つくっていきたいと思っています。 

 今、中学校の中では全国で部活動の地域移

行化を進めております。その中でも、かほく

市、小松市、中能登町が進んでいるというこ

とで、先進事例を発表するわけなんですが、

私の中では、中学校の部活動ではなくて、子

供から大人まで全ての世代にスポーツができ

るような、そんな町にしていきたいし、その

一部分として部活動の地域移行化がある。部

活動を地域移行して、地域の方との触れ合い

でスポーツを活性化する。そんな町にしてい

きたいと思っております。 

 最後です。難しい問題ですが、家庭教育に

取り組んでいきたい。 

 若い子育ての親が来ておりますので、いろ

んなお話をしながら、親の方の悩みであり、

教育について語り合いながらしていきたいと

思っております。子育て支援の担当の部局も

できておりますので、そこと連携しながら進

めてまいりたいと思っております。 
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○議長（笹川広美議員） 古玉議員 

○６番（古玉いづみ議員） 大変前向きな回

答ばかりで、ありがとうございます。 

 まず町長が言われた100歳まで現役という

のは、ちょっとショッキングだったんですけ

ど、ぜひ町長にも100歳まで現役を目指し頑

張っていっていただきたいなと思いますし、

高齢者が元気で、子供たちの笑顔があって、

そういった明るいまちづくりを目指してやっ

ていければなというのは私の本当に思いです

し、私も自分のキャッチコピーとして、子供

たちの笑顔あふれるまちづくりというふうに

言っておりますので、ぜひ子供たちがハッピ

ーになれる、みんながハッピーになれる中能

登町みたいな感じもいいんじゃないでしょう

かね。またぜひ議会でも、キャッチコピーに

関してはいろいろとアイデアを出していきた

いなと思っております。 

 そして、教育長が言われました３つの重点

施策。英語よろしくお願いします。私も英語

教育に従事している者として、何でいいのか

と言われたら分からないと言われましたけ

ど、自分自身の表現としてツールがすごく増

えるんですね。人と人とのつながり、今回ず

っとつながりの話をしていますけど、やっぱ

りつながるときには、今、スマホや翻訳機で

幾らでも会話というのはできるんですけれど

も、生の自分の言葉を使って、自分のコミュ

ニケーション力を使って表現してつながって

いくというのが一番の大前提だと思うんです

ね。 

 そうしたときに、正直、今の英語教育で

は、子供たちは、恥ずかしがったり、ちゅう

ちょしてあまり発話したり先に進めない、そ

ういった英語教育になっているんですよ。環

境整備をして、間違えてもいいんだ、伝わっ

たら楽しいんだというような、そういった経

験をたくさんさせてあげることによって、も

っとできるようになりたい、もっと世界に飛

び立っていきたい、そういったような子供た

ちがたくさん生まれてくるんじゃないかなと

思いますし、私も本当にぜひこれを重点施策

として進めていっていただきたいという思い

です。 

 私もできることは、今、図書館で英語の本

の読み聞かせを、ここでちょっと言わせても

らうんですけど、させていただいております

ので、そういった中で子供たちとの触れ合い

を通しても、やっぱりやっていてよかったな

と、継続は力なりというのをすごく思います

し、そういった場を私も増やしていければな

と思っております。 

 ２つ目の地域スポーツクラブは、今までそ

んなお話が出てきたことがなかったんじゃな

いかなと思うんですけれども、すごく魅力的

なお話ですね。私も前回もお話ししていまし

たけれども、プールが熱過ぎて入れないんで

すよね。そういった意味でも、プールが含ま

れるかどうかは別として、こういったクラブ

の地域移行も含めて、地域で一緒になって生

涯学習、スポーツに取り組んでいく。そうい

った場がつくれるのであれば、ぜひそれを実

行していっていただきたいなと思います。 

 ３つ目の家庭教育ですけれども、今、本当

に情報過多で、情報があふれ過ぎていて、お

母さん方はネットで書いてあることをそのま

ま信じて、もしかしたらやっちゃうかもしれ

ないです。それによって、ここにいる子供と

実際に向き合って子育てをしていくというよ

りも、情報にこう書いてあるからこれでいい

んでしょうになっちゃうような、もしかした

らあり得るかもしれないんですよ。 

 そうなったときに、そういった現場で実際

に経験してきている経験者である先生方か

ら、子供はこのぐらいのときはこういう反応

をする、こういう考え方をするんだよ。だか

ら、あなたはこういうふうにに接したほうが

いいですよというような生のアドバイスをい

ただけるというのは、すごく大きなことだと

思います。 
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 情報があふれ過ぎている分、それを整理す

るような場所というのが地元の地域になって

いくんじゃないかなと思いますので、ぜひそ

れを今後も進めていっていただきたいなと思

います。 

 今日の新聞にも掲載されておりました給食

費無償化ですが、全国３割の自治体で実施さ

れており、当町でも一部条件付きで無償化を

しているわけですが、そういった自治体と合

わせて約４割を超える自治体が物価高で家計

負担が増している。そういった子育て世代を

支援している状況だそうです。 

 そうなってくると財源となりますが、ふる

さと納税で賄っている自治体が何と74もあ

り、当町でもまだまだ伸び代のあるふるさと

納税への働きかけなど、全町で横断的に、そ

して議会も巻き込んで知恵を絞っていく必要

があるのではないでしょうか。 

 やっぱり子育ての町というからには、給食

費無償化、もちろん県や国にも働きかけてい

くべきですけれども、町として、町長はどの

ようにお考えなのか、ぜひお聞かせくださ

い。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 給食無料化につきまして

は、県内では本当に早いほうで無償化に取り

組んだわけなんですが、だんだん皆さん、各

自治体が消滅削減都市のそういうことで、10

年前から全く一緒なような施策をやっていま

す。 

 本当は給食無料化は、国が全ての自治体で

していただくということで、私らは町村会で

も話しかけているので、なかなか小さい自治

体では財源的にも厳しいところがありますの

で、それを一回またこれからいろんなことで

見直しをかけていかなければならないと思い

ますので、これからしっかりとその辺を考え

ていきたいと思います。 

○議長（笹川広美議員） 古玉議員 

○６番（古玉いづみ議員） ぜひ、みんなで

知恵を絞っていきたいなというふうに思いま

す。 

 シン・教育・子育ての町ということで、こ

の「シン」はなぜ片仮名にしたかといいます

と、一つの思いでは語れないという、そうい

った理由から片仮名にさせていただいたんで

すが、新しいの「新」、そして真の「真」、

そして進んでいく「進」、そして心を通わす

「心」、そういった教育の町、子育ての町を

目指していっていただきたいという思いで

す。 

 以上で私の一般質問を終わります。 

○議長（笹川広美議員） ここで昼食のため

午後１時30分まで休憩をいたします。 

           午後０時01分 休憩 

 

           午後１時30分 再開 

○議長（笹川広美議員） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 続いて、３番 角 久子議員 

  〔３番（角 久子議員）登壇〕 

○３番（角 久子議員） 一般質問に入る前

に、私からも一言、今回の思いもよらない、

またこれまでにない大地震により、家屋はも

ちろんのこと、町の至るところに被害がもた

らされました。改めて被災された皆様にお見

舞いを申し上げます。 

 正月でくつろいでいた中での災害で、町長

をはじめ職員の方々の中には、我が家も被災

に遭われたにもかかわらず、困惑の中、参集

された職員もおいでたことでしょう。そんな

皆さんが一丸となって対応などをされていた

ことにより、改めて感謝申し上げます。 

 そしてまた、姉妹町、紀宝町や岐阜県をは

じめ他県の職員の皆様方、県内外からの災害

ボランティアなど多くのご支援もいただきま

したことに心からお礼を申し上げます。 

 それでは、通告に従い、一般質問を始めた

いと思います。 

 今回の災害により、改めて町の総合計画を
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読み返してみました。そこには、基本構想の

第５章、主要施策の第２節に安全・安心で快

適な住環境づくりの中に、道路の整備や防災

の強化、また上下水道の整備についての努力

項目が掲載されておりました。 

 今回、誰もが想定もしなかった災害で、町

の生活インフラの被害は甚大なものでありま

した。道路、上下水道の復旧、また農地、河

川についても心配しているところでありま

す。 

 そこで今回、３点についてお伺いしたいと

思います。 

 １つは道路整備の進捗状況について、２つ

目は災害に強い防災体制の充実強化につい

て、３つ目は上下水道の整備についてであり

ます。 

 まず１つ目は、町内あちこちで数えると切

りがないくらいの道路の陥没、ひび割れな

ど、かなり目立っていることでございます。

修復も少しは進んでいるように見えますが、

これまでにどれくらいの被害があり、現在ど

の程度修復を終えているのか。また今後、完

全修復にどれぐらいの時が必要なのか。 

 ２つ目は、災害に強い防災体制の充実強化

とはについてであります。 

 主要施策、安全・安心で快適な住環境づく

りでは、防災の強化として、町民の生命、身

体及び財産の保護をするため、大規模災害時

の対応として災害に強い防災体制の充実、強

化に努めることとされます。聞くところによ

りますと、今回の能登半島地震における罹災

証明の判定では、住家の全壊から半壊までの

棟数が900棟以上になっているとお聞きして

おります。 

 また、これによる公費解体も進んでいくと

は思いますが、住家を修繕するご家庭もかな

りいらっしゃるのではと想像するわけであり

ます。 

 新聞紙上では、現在、県議会の６月補正に

て、石川県創造的復興プランが示されてお

り、その中において被災宅地の復旧支援が創

設されているとのことであります。被災され

た方々には非常に助かる制度ではないかと思

います。 

 こうした制度をぜひご活用いただき、自ら

の財産を守っていただくことも大きな自助に

つながり、災害に強い防災体制の充実になる

のではないかと考えます。 

 そこで、お聞きいたします。現在、石川県

が計画している被災宅地の復旧支援制度につ

いて、現在分かる範囲で結構ですのでご説明

願います。 

 次、３点目でありますが、上下水道の整備

についてであります。 

 当初、越路地区では、いち早く水の供給が

行われ、水を求めての長蛇の列。そこにはた

くさんの職員の皆様が寒い中頑張ってくださ

っているのを見て、本当に感謝の気持ちでい

っぱいでした。 

 しかしながら、場所により断水状態が長き

に続いたところも少なくはなかったかと記憶

しているのですが、現在、町の水道施設は大

丈夫なのか。 

 それと、水道管についてお聞きします。水

道管については、耐用年数を見て徐々に交換

作業をしているかと思いますが、今回の地震

により水道管はどんな状況にあるのか。 

 先般、新聞で水道管耐震適合率が掲載され

ておりました。そこには全国平均率42.3％

で、当町は33％となっておりました。全国平

均より数値が低いと、素人考えで、破裂する

のではとよからぬ心配をするわけです。 

 それともう１件、最も心配なのは下水道で

す。道路のあちこちにマンホールが隆起して

いるのを見て、町全体で下水道の状況、ある

いは復旧の見通しはどのようなものか。 

 以上３点についてお尋ねいたします。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

  〔宮下為幸町長登壇〕 

○宮下為幸町長 快適な住環境づくりについ
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てのご質問にお答えします。 

 １点目の道路整備の進捗状況はについてで

ありますが、６月６日時点での町道における

被害状況は483か所あり、また、14路線の町

道においては安全な通行確保が困難と判断

し、通行止めの措置を行っている状況であり

ます。 

 町道における被害の比較的小さな箇所につ

きましては、砕石投入作業などを行うなどの

応急仮復旧工事や、２月には134か所におい

て舗装本復旧工事を発注し、５月には完了し

ています。また、６月にも202か所の舗装本

復旧工事を発注する予定であります。 

 被害の大きい町道につきましては、町の財

政負担軽減のため、国からの補助金を得るた

めの国の災害査定を順次受けており、採択を

受けた路線から工事を発注していきます。 

 しかしながら、地震による町道が被害を受

けた原因は複数存在し、町道には埋設してあ

る水道管や下水道管が原因となったものが多

くを占めており、それらの復旧には長期間必

要であることから、町道の舗装復旧において

は当面の間、砕石による仮復旧の状況が続き

ます。 

 町民の皆さんには今後もご不便をおかけし

ますが、道路パトロールを強化し、安全・安

心な通行の確保に努めてまいります。 

 次に、２点目の災害に強い防災体制の充

実、強化とはについてでありますが、現在、

石川県においては所有者が実施する被災宅地

の復旧、傾斜修復についての制度を創設中で

あり、その新設される被災宅地等復旧支援事

業では、擁壁、地盤、宅地のり面等の復旧、

住宅の地盤改良、傾斜修復などが行えること

となります。 

 詳細につきましては、制度創設後のお知ら

せになりますが、補助額は対象の工事費から

応急修理などの少額工事相当の50万円を控除

した額の３分の２を補助することとなり、補

助額の上限は766万円であります。 

 例えば、液状化等により住宅が傾斜した修

復で、宅地の地盤改良と傾斜修復で工事費が

1,200万円かかった場合、50万円を控除した

1,150万円の３分の２の766万円が補助とな

り、自己資金は434万円となります。 

 この制度により、能登半島地震で被災した

宅地等において早期の宅地復旧と被害者の負

担軽減を図り、町民の財産である宅地を保護

することができます。 

 これからは、引き続き安心して生活してい

ただけるよう、この制度を活用していただき

たいと考えております。 

 最後の３点目、上下水道の整備についてで

ありますが、令和６年能登半島地震による上

下水道施設の被害状況は、水道管ではおよそ

0.8キロメートル、下水道管ではおよそ15キ

ロメートルの管路において被害が出ておりま

す。 

 また、浄水場や井戸などの水道施設におい

ては被害がなかったものの、下水道施設の鹿

島中部クリーンセンターでは水処理施設が被

害を受けており、現在、応急仮設により稼働

しているところであります。 

 水道管の耐震適合率については、当町では

33％となっており、全国平均の42.3％より下

回っている状況となっております。現在、町

では中能登町新水道ビジョンを基に整備をし

ており、老朽管更新事業により順次耐震化を

進めており、これまで耐震化工事を実施した

箇所については地震による被害は確認されて

いないことから、今後も引き続き、耐震化に

取り組んでいきたいと考えております。 

 また、復旧については、多くの管路が被災

していることから、財政負担の軽減を図るた

め国からの補助金を得る必要があり、復旧ま

でにはかなりの時間を要するものと考えてお

ります。 

 今後は、災害査定を受けた箇所から順次工

事を実施していく考えであり、町民の皆様に

は通行による規制や、一時的でありますが断



－40－ 

水など、ご不便、ご迷惑をおかけすることと

なりますが、ご理解のほどよろしくお願いを

いたします。 

○議長（笹川広美議員） 角議員 

○３番（角 久子議員） 今ほどの概要説明

は、よく分かりました。 

 そこで再質問ですが、その被災宅地等復旧

支援制度は、当町では具体的に今後どのよう

な流れで、いつ頃から申請が可能となるの

か、答弁願います。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 詳しいことは、県議会でこ

れからやっていくので、さっき言った1,260

万のうちの金で50％が控除されて、そのうち

の766万円が出ているということは分かりま

す。それは、例えば傾斜したときとか家がず

れたとかということなんですが、液状化のこ

とも含めて、その辺詳しく分かりませんの

で、担当の土木建設課長より説明させます。 

○議長（笹川広美議員） 笹谷土木建設課長 

  〔笹谷 学土木建設課長登壇〕 

○笹谷 学土木建設課長 それでは、お答え

いたします。 

 先ほど町長が答弁しました被災宅地の復旧

につきましては、補助額の上限は1,200万円

でありまして、そのうちの50万を引きました

３分の２、766万円が補助、残りが自分の自

己資金というふうになります。 

 そのような中、液状化によるものにつきま

しては、地盤改良などの復旧を行うことがで

きます。地盤改良のほかにも、例えば今回の

地震により擁壁がずれたりとかした場合も、

この事業で直すことができます。 

 今後の予定なんですが、町としましては、

石川県の議会が６月20日に終わりますので、

それが終わりましたら、７月の常任委員会に

おいて、また議員の皆様方に少し協議をさせ

ていただきまして、その後、７月の随時会議

にお願いしまして予算計上を行い、８月ぐら

いから申請の受付を開始したいと考えており

ます。 

 以上であります。 

○議長（笹川広美議員） 角議員 

○３番（角 久子議員） 今ほどの説明で、

今後のスケジュールも理解できました。一日

も早くこのような制度を活用していただき、

安全で安心な笑顔あふれる平穏な日常を取り

戻せる日を心待ちにしまして、次の質問に移

ります。 

 学校教育の現状について３点お伺いいたし

ます。 

 まず１点目、コロナに引き続き、震災によ

り児童生徒に問題というより支障を来してい

ないか。２点目、コミュニティスクールにつ

いて。３点目、防災教育の在り方といいます

か取組についてお伺いいたします。 

 依然、コロナの影響ばかりではないかもし

れませんが、何らかの影響で全国的に不登校

が増えているというお話の中で、中能登町に

もその影響はなきにしもあらずということで

した。 

 そのコロナも５類移行になり、ほっとした

かと思いきや、年が明けるなり、新たに頑張

ろうという気持ちを持った矢先に迎えたあの

大地震。災害のショックといいますか、あま

りの大きな地震で大なり小なりおびえて足が

すくみ、学校へ行けないという児童生徒はい

たのかいなかったのか。いたのなら、先生方

はそれなりにケアをされていたかと思います

が、その点はいかがなものでしょうか。 

 次に、昨年、１年生の生徒たちがコミュニ

ティスクールとしてごみ問題に取り組み、そ

れぞれ調査などをして個々に気づいたことを

発表するということで、参加させてもらい、

感銘を受けました。 

 このコミュニティスクールとは、子供たち

を真ん中に、学校、家庭、地域が知恵を出し

合い、一緒に手を取り合って子供たちの学び

をサポートする仕組みだそうです。こんなす

ばらしい取組の結果が、生徒一人一人それぞ
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れが自信を持って発表する。その姿勢がとて

もりりしく見えたのも納得。 

 私は中学生しか見ていないのですが、この

活動の現状、また今後どのように進めていく

のか。 

 最後に、震災後といっても日は浅いのです

が、大地震に遭遇したことにより、防災教育

の必要性、在り方を見直されたのではないか

と思ったわけです。 

 そこで、学校における防災教育の取組につ

いてどのようにお思いでしょうか、お尋ねし

ます。 

○議長（笹川広美議員） 林教育長 

  〔林 大智教育長登壇〕 

○林 大智教育長 角議員の学校教育の現状

について、１点目のコロナに引き続き、震災

により児童生徒に支障はないかのご質問にお

答えします。 

 このたびの能登半島地震による児童生徒の

影響については、一時期、カルチャーセンタ

ー飛翔に避難していた児童がいましたが、早

期に自宅での生活に戻っております。また、

みなし仮設住宅での生活を送る生徒も一部見

られております。 

 地震を原因とする不登校児童生徒はいませ

んが、心理的不安を抱える児童生徒に対して

は、スクールカウンセラーによるケアを行っ

ております。 

 なお、今月３日朝に発生した余震では、当

町では震度３を観測しましたが、不安から登

校を控えた児童生徒はおよそ10人いました

が、翌日全員登校しており、学校からも当該

児童生徒に対し声かけも実施したと報告を受

けております。 

 次に、２点目のコミュニティスクールの現

状、または今後の取組についてのご質問にお

答えします。 

 コミュニティスクールとは、地域が一定の

責任と権限を持って学校運営に参画し、地域

と家庭、そして学校が一体となり子供たちを

育てていくという取組です。 

 具体的には、保護者や教職員、地域の方々

などから構成された学校運営協議会が中心と

なって進めていく特色ある取り組みでありま

す。 

 当町においては、令和５年４月から鹿西小

学校と中能登中学校の２校をモデル校として

スタートしました。学校経営方針に対しての

地域の方々の承認や協力が得られたことで、

鹿西小学校では、高齢化が問題となっていた

通学パトロール隊の人材発掘により、学校運

営協議会委員の働きかけにより危険箇所に新

たなパトロール隊員を配属することができま

した。 

 中能登中学校では、部活動のサポート体制

強化として、土日の部活動地域移行の実施

や、様々な職業の方々を講師として迎え、生

徒に仕事とは何かを学んでもらう行事である

中能登しごと館の支援を行いました。 

 また、地域の方々による授業サポートの実

績も大きく伸び、そして事業サポートに関わ

っていただきました地域の方々からも、子供

たちから元気をもらった、楽しかった、また

やりたいといった言葉をいただいており、子

供たちと関わることにより、地域の活性化に

もつながっていくと考えております。 

 令和６年４月から、新たに鳥屋小学校と鹿

島小学校もコミュニティスクールをスタート

しました。昨年、先行して導入した２校の成

果を生かし、学校のニーズに応じた授業サポ

ートや学校運営の問題解決について積極的に

意見が交わされ、順調にスタートを切ってお

ります。今後は、各学校の地域の特色を生か

したふるさと学習や学校から地域に向けての

発信など取組を考えております。 

 また、新しく学校のサポートをしていただ

ける地域の人材の発掘を目的に、令和６年１

月には中能登町地域学校協働活動サポート人

材バンクを設置し、幅広くサポートしていた

だける人を募集しており、現在、新たに登録
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いただいた方による授業サポートも実施して

おります。 

 議員の皆様におかれましては、これはとい

う人材がおりましたら、ぜひともご紹介いた

だければと思っております。 

 また、地域の方や保護者に向けて、コミュ

ニティスクールについての理解を深めていた

だくため、校区ごとに年４回程度コミュニテ

ィスクールだよりを班回覧し、学校運営協議

会の会議録についても町ホームページに掲載

し、情報発信に努めております。 

 このコミュニティスクールは、地域と学校

にもたらす大きな可能性を秘めた取組である

と考えております。今後もコミュニティスク

ールの活動を生かし、将来を担う中能登町の

子供たちと地域の皆さんが関わり合い、地域

とともにある学校、学校を核とした地域づく

りを積極的に取り組んでいきたいと考えてお

りますので、今後ともよろしくお願いいたし

ます。 

 次に、３点目の防災教育の在り方について

お答えいたします。 

 自然災害発生時における子供たち自身の身

の安全確保や防災対策については、これまで

も訓練の実施や防災教育の授業を実施してま

いりました。 

 各学校では、このたびの能登半島地震を受

け、新たな取組が始まっております。例え

ば、鳥屋小学校の６年生は総合的な学習の時

間で、防災のための安全なまちづくりと題し

た授業が行われています。地震の被害の実態

を知り、課題意識を持ち、課題解決の活動を

通して自分たちで考えて行動できることを目

標としています。 

 この授業は４月から取り組んでおり、既に

10時間を超える授業を通して、防災のための

安全なまちづくりのために自分たちにできる

ことを考え実践する意識が芽生え、活動内容

を発表する段階まで来ております。指導では

なく、自主的な取組に発展しておりますの

で、ご紹介いたします。 

 また、コミュニティスクール事業におい

て、災害発生に備える行動計画の一つである

マイタイムラインを各家庭で作成する取組を

準備しております。これは時系列に、いつ何

をするのかをあらかじめ決めて１枚の用紙に

記しておくことで、自然災害などに対する防

災計画を家族単位で役立てるきっかけとなる

ものです。 

 こうした取組を通じて防災教育に役立てて

いくことを狙いとしておりますので、ご理解

のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（笹川広美議員） 角議員 

○３番（角 久子議員） 災害のショック

は、さほどなかったということで、とても安

心しました。 

 先月ですか、先月末の新聞に、県内児童虐

待過去最多にという大きな見出しが目に入り

ました。その記事に、保護者が精神的、身体

的に不安定になった際に、しわ寄せとして子

供が虐待に遭う危険性が高まると指摘されて

いました。 

 今回の地震により、ここ中能登町にそんな

ことが起きないよう、手を取り合って、それ

こそコミュニティスクールの推進ではありま

せんが、学校と地域が協力して、地域が子供

を見守る、いわば私の幼き頃、家庭、地域が

ともに私たち子供たちを育ててくれた、そん

な環境であったことを思い出します。 

 あるところで、コミュニティスクールを実

施したことにより、地域コミュニティの活性

化や地域の防犯、防災体制の強化につながっ

たという報告もあるそうです。みんなで助け

合い、支え合って生きていく社会であってほ

しい。 

 まさに令和という今の年号にそんな思いが

込められているということで、コミュニティ

スクールの活動がさらに充実したものになり

ますことを願って、私の一般質問を終わりま

す。 
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○議長（笹川広美議員） 続いて、10番 南 

 昭榮議員 

  〔10番（南 昭榮議員）登壇〕 

○10番（南 昭榮議員） 通告に従いまして

質問に入ります。 

 初めに、被災家屋の対応についてでありま

す。 

 能登半島地震から５か月が過ぎ、ほっとし

ておりましたら、６月３日の早朝には輪島市

や珠洲市に震度５強の地震があり、当町でも

震度３で、まだまだ警戒する必要があると思

います。 

 そこで、１月１日の地震で被災し、危険で

住むことができない家屋で避難されている方

などを含めた現在の状況を聞きます。 

 次に、居住されている特にブルーシートが

かけられた屋根瓦については、降雪時期を迎

えるまでに応急修理を済ませたいものです

が、事業者との兼ね合いもあるかと思います

が、応急修理の申込みされた数と進捗状況は

どのようになっているのか、お聞きします。 

 また、当町の住宅の耐震化改修工事の補助

費の増額を行い、幅広く町民に補助制度の活

用、周知を図り、末永く安心して暮らせる居

住環境を提供する考えがないかをお聞きしま

す。 

 最後に、当町の耐震化率の目標はどれぐら

いを考えておられるのか。 

 以上の４点についてご答弁をお願いしま

す。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

  〔宮下為幸町長登壇〕 

○宮下為幸町長 被災家屋の対応を示せにつ

いて、ご質問にお答えします。 

 初めに、１点目の被災家屋の現状はについ

てでありますが、５月末現在の住家の罹災証

明書の発行件数では4,104件であります。そ

の内訳といたしましては、全壊が50件、大規

模半壊が111件、中規模半壊が204件、半壊が

502件、準半壊が734件、一部損壊が2,503件

となっております。 

 あくまで住家の罹災証明書の発送件数で、

被災家屋の総数ではありませんので、ご理解

をお願いいたします。 

 被災された方につきましては、住家の離れ

や、納屋を修理して住んでいる方、子供の

家、親戚の家等に住まいをされている方、賃

貸型や建設型の応急仮設住宅に入居されてい

る方がおいでます。 

 しかしながら、今なお住まいの確保に苦心

されている方もおいでになると聞いておりま

すので、引き続き被災者に寄り添った対応を

進めていきたいと考えております。 

 次に、２点目の屋根等の応急修理の進捗状

況はについてでありますが、住宅の応急修理

制度は、災害救助法に基づき、令和６年能登

半島地震で被害を受けた住宅のうち、大規模

半壊、中規模半壊、半壊、準半壊の世帯を対

象に、中能登町が業者に依頼をして、日常生

活に必要不可欠な部分の応急的な修理を行う

制度であります。 

 応急修理の対象工事は、屋根や壁、床、ド

ア等の開口部の補修、上下水道配管などと限

定となり、費用の限度額は半壊以上の場合は

70万6,000円、準半壊の場合は34万3,000円と

なります。実施の期限は令和６年12月31日ま

でであります。 

 ５月現在の応急修理の申請は540件の申請

があり、162件の支払いが完了しておりま

す。 

 この制度を利用できる家屋は、住家の罹災

証明発送件数でおよそ1,500件であり、申請

の割合で36％、完了が10％程度となっており

ます。 

 また、主に屋根瓦については現在も至ると

ころにブルーシートがかかっており、業者が

見つからない、見積りもしていただけない状

況で、さらに業者から令和６年12月31日まで

には工事は不可能とも聞いておりますので、

町といたしましては、石川県を通じて国への
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実施期限の延長を要望している状況でありま

す。 

 引き続き、一件でも多くの方がこの応急修

理制度を利用し、安心して生活していただけ

るよう周知をしていきたいと考えておりま

す。 

 次に、３点目の住宅の耐震化改修工事の補

助金の増額を行い、幅広く補助制度の活用の

周知を図る考えはないかについてであります

が、町には、地震による建築物の倒壊等の被

害を未然に防止し、町民の安全を確保するた

め、木造既存建築物の耐震診断、耐震設計、

耐震改修工事に要する費用に対する補助金の

制度があります。 

 これは、昭和56年５月30日以前に工事が着

手された木造建築物が対象であり、耐震診断

には費用の３分の２、上限12万円、耐震設計

には費用の３分の２、上限20万円、耐震改修

工事には１棟当たり上限200万円の補助金を

交付するものであります。 

 補助金の増額等につきましては、昨年の令

和５年10月１日より段階的耐震改修の拡充を

しております。この段階的耐震改修は、例え

ば第１段階で日頃から生活している１階部分

の耐震改修を行い、その後、資金が準備でき

た際に第２段階として２階部分の耐震改修を

行います。まずは日頃生活している部分の耐

震改修を行うことで、万が一の際に大切な命

を守るものであります。 

 また、耐震改修工事費は、去年の４月１日

より150万円から50万円をかさ上げして200万

円としております。 

 耐震化の制度については、住まいの相談会

を例年数回実施しており、町の広報紙やホー

ムページでも周知をしております。今後は、

これまで以上に創意工夫をしまして広く町民

へ発信していきたいと考えております。 

 次に、４点目の住宅耐震化率の目標はにつ

いてであります。 

 町では、地震による建築物の倒壊等の被害

を未然に防止し、町民の生命や財産を保護す

るため、住宅や建築物の耐震改修を促進する

ことを目的に、中能登町耐震改修促進計画を

平成20年３月に策定し、令和２年３月に改定

を行っております。 

 平成18年度末の住宅の耐震化率は41％、令

和元年度末には58％となっており、また、令

和11年度末までの目標を90％と掲げておりま

すが、この90％の目標はかなり高い数値であ

り、目標達成は大変厳しい状況にあります。 

 また、今回の地震により耐震改修の補助額

をさらにかさ上げを実施した、また実施を検

討している市町があるという情報もあること

から、当町においてもさらなるかさ上げも検

討しながら、この目標値に向けて、一人でも

多くの町民が耐震改修の補助制度を利用し、

いつ何どき起きるか分からない地震から大切

な命を守られるよう、耐震改修の補助制度の

推進に努めていきたいと考えておりますの

で、ご理解のほどよろしくお願いをいたしま

す。 

○議長（笹川広美議員） 南議員 

○10番（南 昭榮議員） よりよい説明をあ

りがとうございます。 

 再質問ですが、半壊以上の公費解体はどれ

ぐらいの件数か、その進捗状況と、また、自

費解体についても併せてお聞きします。 

 委員会には少し議員は聞いておりますけれ

ども、なかのとテレビを見ている人は聞いて

ないかと思いますので、もう一度お願いしま

す。 

○議長（笹川広美議員） 田中参事兼生活環

境課長 

  〔田中 智参事兼生活環境課長登壇〕 

○田中 智参事兼生活環境課長 それでは、

再質問にお答えをいたします。 

 半壊以上での公費解体はどれくらいの件数

か。また、自費解体についてもお聞きします

というご質問にお答えをさせていただきま

す。 
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 毎月開催されている総務建設常任委員会に

おいても公費解体の進捗状況を報告している

ところではありますが、６月６日時点での数

字を申し上げさせていただきます。 

 住家、非住家で半壊以上の判定を受けた方

のうち、公費解体の申請をされた方は329

人、自主解体を申請された方は11人となって

おり、棟数で申し上げますと住家が90棟、非

住家で343棟の申請を受付しております。 

 以上でございます。 

○議長（笹川広美議員） 南議員 

○10番（南 昭榮議員） 次の質問に入りま

す。 

 地震による家屋以外の被害状況は何かにつ

いてでありますが、初めに、上下水道のマン

ホールが液状化によっての浮き上がりや地盤

沈下による被害が多く出ておりますが、先

般、当町水道管の耐震適合率は全国平均を下

回る33％と新聞報道がされていましたが、今

後、耐震化についての計画をお聞きします。 

 次に、町道の通行止めになっている末坂春

木線、Ｔ－40号線の春木地内の通称三ツ池付

近、県道252号線接続点でありますが、道路

は大規模な崩壊により長期間にわたり通行が

できない状況が想定されます。この道路は通

勤通学路になっており、早急に工事を着工さ

れる計画がないのか。または仮復旧工事等で

解消されるのかをお聞きします。 

 また、地震により家屋以外でその他にも大

きな被害があるかもお聞きします。 

 最後に、具体的な地震復旧計画を策定され

る考えがないのか。 

 ３点についてご答弁を願います。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 地震によるその他の被害状

況は何かのご質問にお答えします。 

 まず１点目の上下水道の耐震化の今後の計

画はについてでありますが、水道では、中能

登町新水道ビジョンを基に整備しており、老

朽管更新事業により順次耐震化を進めており

ます。 

 下水道では、国の方針に基づき、緊急輸送

路や避難所直結の管渠など重要な幹線等にお

いて優先的に耐震診断を実施しており、マン

ホールにおいても液状化による浮上対策を順

次進めているところであります。 

 水道管、下水道管ともに耐震工事を実施し

た箇所については、地震による被害は確認さ

れていないことから、今後も引き続き耐震化

に取り組んでいきたいと考えております。 

 次に、２点目の通行止め道路の仮復旧工事

についてでありますが、能登半島地震発災

後、町道には亀裂や陥没が発生し、また家屋

の倒壊のおそれなど安全な運行が確保できな

い路線につきましては、通行止めの措置を行

いました。最大で21路線ありましたが、６月

６日時点では14路線で引き続き通行止めの措

置を行っている状況であります。 

 通行止めを行っている被害の大きい町道に

つきましては、国の災害査定を受けるために

必要な測量作業や被害状況の写真撮影を行

い、その作業が済み次第、陥没箇所における

砕石投入作業を行い、順次通行止めの解除を

行っております。 

 しかしながら、議員が言われる春木地内の

町道Ｔ－40号線においては、町道の半分以上

が崩落し、また歩道部においても亀裂が入る

など大変危険な状況で、車両や歩行者が安全

に通行できる仮復旧工事を行うことが困難な

状況であります。 

 このような大規模な被害を受けた町道につ

きましては、角議員の質問に答弁をしました

が、町の財政負担の軽減のため、国からの補

助金を得るため国の災害査定を順次受けて、

採択を受けた路線から工事を発注していきま

す。 

 次に、３点目の具体的復旧計画の策定につ

いてでありますが、まず、家屋以外での被害

状況は、町道、農道、林道、ため池などの農

業用施設、上下水道管や下水道施設など、数
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多くのインフラ施設に甚大な被害を受けてお

ります。 

 また、具体的な復旧計画につきましては、

中能登町復旧・復興プランに位置づけてまい

ります。 

 インフラ施設の復旧工事については、町道

内に埋設してある上下水道管及び道路用側溝

など一体的となって行うことや、農道や林

道、農業用ため池などの農林施設においては

工事を行う季節に制約があるなど、工事期間

の調整や工事の効率化を図り、役場組織全体

で復旧を推し進めたいと考えております。 

 重ねてになりますが、国からの補助金を得

るための国の災害査定を順次受けて、採択を

受けた箇所から工事を発注していきます。 

 このような状況であり、復旧完了までに長

期間を要しますが、財政負担を軽減するため

でありますので、ご理解のほどよろしくお願

いを申し上げます。 

○議長（笹川広美議員） 南議員 

○10番（南 昭榮議員） 今ほど三ツ池の工

事はなかなか難しいということでした。 

 そこで迂回路があるんですけれども、迂回

路の道路が狭くて木が生い茂っているのと

で、大きい４トン車なんかが通るので、事故

になるおそれが多いので、ひとつその解消を

考えてほしいと思います。 

 その答弁をお願いします。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 三ツ池のところは、私も何

回か見てきましたが、だんだん下がっていき

まして、本当にもう何メーターかの差が出て

いますので。 

 南議員が言われました迂回路についても、

狭いところですので、私はあんなところへ４

トン車が入っていくということ自体がおかし

いんじゃないかなということで、２トン車は

行ける思うんですが、４トン車は必ずどっち

が、２トン車でも一緒ですけれども、浄水場

のあそこまで下がっていかないとすれ違いで

きんというような状況なので、末坂地内の入

り口にこれから通行止めをしたいなと考えて

います。末坂地内も結構道が傷んでいますの

で、どの辺に通行止めということで看板を出

すか、また検討していきたいと思います。 

 補足については、担当課長より説明をさせ

ます。 

○議長（笹川広美議員） 笹谷土木建設課長 

  〔笹谷 学土木建設課長登壇〕 

○笹谷 学土木建設課長 それでは、再質問

にお答えいたします。 

 議員が言われる街路というものは、春木市

内の春木浄水場の前の町道Ｔ－18号線になる

かと思います。この道路は、先ほど町長も答

弁したとおり、普通車がすれ違いができない

ような狭い道路であり、また大きなカーブ

や、また急な坂道があり、また木等も生い茂

っております。そのような道路であります。 

 また一方、町道Ｔ－40号線の工事につきま

しては、先週災害の査定を受けました。受検

を終わり、採択されましたが、今後は詳細設

計を行いまして、また発注をしていきます。

しかしながら、まだまだ時間がかかりますの

で、当面の間は通行止めが続くと思います。 

 そのような中、迂回路につきましては、や

はり利用されている方もおいでになりますの

で、また早めに徐行の看板を増やしたりと

か、あとは普通車以外はご遠慮願いますとか

いうような看板を増やしまして、安全対策の

強化に努めていきたいと考えております。 

 以上であります。 

○議長（笹川広美議員） 南議員 

○10番（南 昭榮議員） 次の再質問になり

ます。 

 給水車の購入について提案をされておりま

したが、地震災害などで水道管、上水道の通

水不能を想定した井戸水活用と併せて、その

井戸水の水質検査を実施し、指定する考えが

あるのか、再質問をお聞きいたします。 

○議長（笹川広美議員） 南議員、給水車に
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関しては、質問ありましたかね。関連がない

ようになるかと思いますが。関連しての再質

問、再々質問ということでお願いいたしま

す。 

○10番（南 昭榮議員） どうも失礼いたし

ました。 

 では最後に、災害復旧が一日も早く完了す

ることを願って、質問を終わります。 

○議長（笹川広美議員） 続いて、１番 三

浦克欣議員 

  〔１番（三浦克欣議員）登壇〕 

○１番（三浦克欣議員） まず私も、今回の

地震で被災された全ての皆様に心からお悔や

みとお見舞いを申し上げます。 

 それでは、通告に従い質問をいたします。 

 １番目ですが、令和６年度より介護保険第

１号被保険者、つまり65歳以上の方の保険料

が改定され、これまでの月6,400円から400円

上がり6,800円となりました。 

 令和６年度当初予算でも取り上げられ、そ

の当時、保険料が増えるのか、高齢者介護の

現状を考えれば仕方がないかなというふうに

思っていました。しかしながら、５月中旬の

新聞紙上で中能登町介護保険料県内最高額と

いう記事を見て、大変驚きました。率直に何

でということでした。こう思われた町民の皆

さんも少なくなかったのではないかというふ

うに思います。 

 算出の仕方はよく分かりませんが、能登地

域で過疎化、高齢化は進んでいるにせよ、奥

能登地域に比べれば我が町は高齢化率もそん

なに高くないという認識でいましたので、な

ぜ県下でトップなのかということで、質問を

まずしたいと思います。 

 まず、①保険料設定の経緯と高額となる原

因はどこにあるのか。 

 ②保険料がこれ以上高くならないような努

力が必要だと思われるが、町として具体的な

取組はあるのかについて、お尋ねいたしま

す。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

  〔宮下為幸町長登壇〕 

○宮下為幸町長 令和６年度より改定された

介護保険料についてのご質問にお答えしま

す。 

 まず１点目の保険料設定の経緯と高額にな

った要因は何かについてであります。 

 初めに、介護保険料は、介護保険法に基づ

き３年ごとに見直すことになっており、今

回、令和６年度から８年度までの介護保険料

につきましては、第９期介護保険事業計画策

定委員会の答申を受け、決定したものであり

ます。 

 介護保険料の額は、全国統一の算定方法

で、各市町これまでの介護給付の実績や人口

予想などから今後３年間の介護サービス量を

推計し、算出された額となっています。 

 介護保険料の基準額は、平成27年度から令

和５年度の９年間は月額6,400円で据え置い

てきましたが、令和６年度から８年度の基準

額については、高齢者の増加と介護給付費の

増加により6,800円となり、当町が石川県の

市町では最も高い額となりました。 

 今後、町では、人口減少や高齢化率の増加

などがさらに進むことが予想される中、介護

保険制度を持続的に継続していくために適正

に算定された保険料の額と考えております。 

 次に、介護保険料の額が上昇した要因につ

いてでありますが、介護保険制度について

は、保険制度であります。保険制度は、給付

が増加すると、その分、保険料の額に反映さ

れるものです。 

 町では、65歳以上の被保険者に占める要支

援１から要介護５までの要支援、要介護認定

率が全国、石川県、近隣市町と比較して最も

高くなっており、特に要介護３以上の重度認

定者の割合が高くなっております。 

 また、それに伴い、介護給付費のうち施設

サービスの受給率が近隣市町の中で一番高

く、国や石川県の平均値よりも上回ってお
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り、これらが介護保険料の額の上昇に影響を

及ぼしているものと考えます。 

 今後、介護保険料の額が継続的に上昇して

いく要因が多い中で、介護保険料の上昇をで

きるだけ抑制する施策を断続的に実施してい

く必要があると考えております。 

 次に、２点目の保険料がこれ以上高くなら

ないような努力が必要だが、町として具体的

な方策はあるのかについてでありますが、こ

の点については、介護保険サービスをなるべ

く利用しないで済むような施策を実施してい

く必要があると考えます。 

 特に、生活習慣病の発症予防から、重症化

予防、また要支援、要介護状態にならず、心

身ともに健康な生活を続けることができるよ

う、健康づくりや介護予防の取組を推進し、

健康寿命の延伸を目指す必要があります。 

 町といたしましては、健康づくりと国民健

康保険特定健診や後期高齢者研修を実施して

おります。 

 また、介護予防として、地域集会所などで

地域つながりサロンや、いきいき百歳体操、

シルバーリハビリ体操教室などの集いの場の

設置及び活動支援を行っています。 

 そして、生きがいづくりの社会参加とし

て、生涯学習講座や生涯スポーツ活動など

様々な施策に取り組んでおり、今後も効果的

な事業を実施していく必要があると考えてお

ります。 

 介護保険法では、国民は、自らが要介護状

態となることを予防するため、常に健康の保

持増進に努めるとありますが、町民のお一人

お一人が自身の健康づくりや介護予防、生き

がいづくり、社会参加に取り組んでいただき

ますよう、ご理解とご協力をお願いいたしま

す。 

○議長（笹川広美議員） 三浦議員 

○１番（三浦克欣議員） 介護給付費がほか

の市町に比べて高額になっているということ

で、しかも施設入所の割合が高いという理由

があるということでお聞きしました。 

 保険料が高額になったということには理由

があるということで、その理由が分かってい

る、つまり課題がはっきりしているというこ

とですので、３年で改定されるということで

３年後にこれ以上上げないという明確な目標

を持って、町民の皆さんと一緒に何か取り組

んでいこうではないですかという話もこれか

らしたいと思うのですが、結局のところ介護

給付費の額を抑える、サービスを落とさず質

を上げるということだと思うんですが、いろ

いろな考えがあって、保険料は高いけれども

サービスが充実していて安心という方向性も

あり、そのことで健康寿命100歳という話も

ありましたが、延びていくのであれば、それ

もありかとは思います。 

 また、高齢者介護を家族の問題ではなく社

会、地域全体で支えていくという機運を高め

ていく仕組みづくりも必要かというふうに思

います。 

 しかし、ここでは町民レベルで何ができる

かということを考えてみたいと思います。よ

く言われているところの介護予防、そして健

康寿命の引き上げ、よく言われているピンピ

ンコロリな町を皆でつくっていこうというこ

とではないかというふうに思います。 

 その方法として、手厚い医療、リハビリ等

医学的な課題はありますが、先ほど町長がお

っしゃったように、いわゆる社会参加がこれ

からは大事だというふうに言われていて、以

前、合田議員が男性のデイサービスへの参加

率を上げるにはどうしたらいいか。ｅスポー

ツはどうかという提案もありました。 

 僕は、何らかの生産活動みたいなものがあ

れば面白いなというふうに思っています。後

でまた提案しますが。私がここで提案したい

のは、先ほど言いました中能登町高齢者福祉

計画・第９期介護保険事業計画、ここにヒン

トがありまして、65歳以上の方のアンケート

で、介護予防として取り組んでいることにつ
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いてで一番多いのはウオーキングなんです

ね。町長もよく歩いておられるのも拝見いた

しますけれども、冬でも毎朝欠かさずウオー

キングされている方も見まして、今朝も日頃

見ない比較的年齢の高い女性の方が歩いてお

られて、毎日歩いとるがですかと聞いたら、

なんも仕事せんがになって太ってきたもんで

歩いとるげんけど意思弱て毎日歩かれんげん

わねということで、でも歩くこといいですね

と言うとったら、金もかからんし、いいわい

ねというお話をお聞きしまして、まさにそう

だなというふうに思いました。 

 何か町として、いわゆるウオーキングに特

化した、私の台本ではアドバルーンというふ

うになっているんですが、今そんなものもな

いので、さっき言ったキャッチコピーという

のをつくって、流れとして町が主導というよ

りも自分たちで何とかしようという取組が大

事だと思っていて、我々の町にはウオーキン

グの団体もありますし、90歳過ぎても本当に

元気に歩いておられるレジェンドと言われる

お方もおいでますし、そういう課題に町民皆

さんでつくっていく。そういう機運が欲しい

なというふうに思っています。 

 先ほど言ったように、行政の方はいろいろ

取り組んでおられますけど、さっきみたいに

流山の例とか、何かキャッチコピーでみんな

で盛り上げて、例えばみんなで月まで歩こう

とか、そういうものを設けてみんなで取り組

むというのがあってもいいかなというふうに

思うんですが、その辺り、何かご答弁いただ

ければと。お願いいたします。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 介護予防をするには、私も

毎日歩いておりますが、人間、前に歩くこと

しかできないんですよ。動物と一緒ですから

常に前へ進んで運動するというようなこと。

後ろへ下がるスポーツというのはあまりない

と思います。水泳に背泳ぎがあるかも分かり

ませんけれども、常に前へ進んで運動をして

いくということが基本ですので、全く動物と

一緒で前へ前へ進んで歩くということが必要

だと思います。 

 今言われたように、旧町の時代は各町でウ

オーキングの集いとか、いろいろなオリエン

テーリングを含めながら、町の史跡を巡った

り、神社仏閣を巡ったりというようなことを

オリエンテーリング形式でやっておりました

が、ぜひ、歩くｍｙ会という団体もあります

ので、歩くｍｙ会の皆さんは毎週日曜日、ど

こどこへ行って出発して能登部駅から雨宮古

墳とかへ行くというようなことで、結構高齢

になってきておいでますが、そういう団体に

話をかけて、また何かそういういろんな企画

をしておいでますので、その辺に乗っかって

やっていかなければならないんじゃないかな

ということを思いますので、またその辺のこ

とについては、おにぎりの隊もおいでますの

で、おにぎりのウオーキング会でもしていた

だいて、史跡も行くようなことに何か考えて

いただければ幸いだなと思います。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 三浦議員 

○１番（三浦克欣議員） この間、泥んこピ

ックというのをやったときに、金沢のＮＰＯ

の団体の方にお願いしたんですけれども、と

てもみんな楽しそうにできて、そういう我々

ができないところを民間の団体に委託すると

いうのもすごいいい方法だなというふうに思

っていて、そのＮＰＯは今度、山形の中山町

の町長肝入りでロゲイニングをするというこ

とで聞いていて、遊びに行ってこようかなと

いうふうに考えているんですが。 

 町長がおっしゃったように、歩いたり走っ

たりするというのは考えもすごい前向きとい

うかプラス思考になるというのもありますの

で、ぜひ町民の皆さんと一緒に保険料が高く

ない。そしてピンピンコロリ。この言葉がい

いのかどうか分かりませんけれども、先ほど

100歳、120歳という話もありましたが、そう
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いう町をつくっていけたらいいなというふう

に考えております。 

 ということで、次の質問に移りたいと思い

ます。 

 ２番目ですが、中能登町にとって令和６年

のスタートは、まさに令和維新と名づけても

よいと思います。私は12月の一般質問で、姉

妹町である紀宝町から防災意識を学ぶべきだ

と主張しました。記録を振り返ってみると、

地震の心配はありますが云々と述べておりま

す。今考えると、その時点で地震は来んだろ

うという他人事になっていたというふうに思

っています。 

 しかし維新、地震は１月１日、突然にやっ

てきました。他人事が自分事になった瞬間で

した。大きな悲しみ、苦しみ、そして計り知

れない大損害という犠牲を払って、我々は生

まれ変わらなければなりません。1000年に一

度の地震であれば、1000年に一度のチャンス

だというふうに思います。今やらずに、いつ

やるのかということです。 

 それを踏まえ、この６月に中能登町の復

旧・復興プランの素案が示されました。これ

は先ほど言った令和維新の憲法だと言っても

過言ではないと思いますし、そのくらいの覚

悟で臨むべきだというふうに私は思います。 

 テーマは「つながり復興」、そして基本理

念は「集約と強靭化」と記されています。私

は、この基本方針を、集約はコンパクトで機

能的なコミュニティー、いわゆるソフト面、

強靭化は自主防災組織の拠点となる災害に強

いハード面の強化と捉えました。 

 ここで、まずお聞きいたします。６月の素

案の段階で、この基本理念２点について、町

として具体的な方策をイメージされているの

かについてお聞きします。 

 何で素案の段階で今というふうに思われる

かもしれませんが、これは９月、12月にも同

じような質問で進捗状況を質問いたしますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 中能登町復旧・復興プラン

について、町の具体的な方策の有無に関し

て、まず１つ目の集約コミュニティ機能とネ

ットワークの現時点での具体的な方策の質問

にお答えします。 

 私を本部長とする町復旧・復興本部では、

復旧・復興プランの策定に当たり、地震対応

における振り返りを始めており、各地区の区

長さん、職員のアンケートを行いました。 

 さらに今後、全世帯の町民アンケート、多

分これは来月出ると思います。町民アンケー

トやタウンミーティングを開催し、意見交換

会等を通じ、記憶を喚起し、課題の集約と検

証整理を進めていく予定であります。 

 各区長からの意見では、自主防災組織にお

ける対応について様々な課題も寄せられてお

ります。まずは課題についての組織間の横展

開を通じて意識共有を図ることが重要と考え

ております。 

 その上で、ご質問の集約、強靭化につい

て、議員より自身の解釈によるによるお話も

ございました。ご提案の内容につきまして

は、集約、強靱化に要する重要な要素と私自

身、承知をしているところでありますが、今

回の地震によって、あらゆる要素や関連性な

どを踏まえ、さらなる検証と研究が必要と考

えております。 

 まずは被害に遭われた町民の皆様のお話を

聞き、意見を取りまとめることになります

が、議員の提案を踏まえまして、地域防災の

意識の高揚やその方向性についてタウンミー

ティング等を通じ、つながり復興の機運醸成

を図っていきたいと考えております。 

○議長（笹川広美議員） 三浦議員 

○１番（三浦克欣議員） 横展開という言葉

がありましたが、町民の皆さんはみんな、そ

のプランの前に、ぼこぼこなあの道路を何と

か早くしてくれよという声もお聞きはしてお

るんですが、先ほどアンケートとかタウンミ
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ーティングを開催していくということなの

で、アンケートのためのアンケート、アリバ

イづくりのタウンミーティングとならないよ

うに、よろしくお願いしたいと思います。 

 障害のある方の権利宣言の中に、「私たち

のことを私たちなしで決めないで」という言

葉があります。「町民のことを町民なしで決

めないで」でお願いしたいと思います。 

 そこで、私なりにこの半年間、この集約、

強靭化について見聞きし、また関心があった

らその現地に向かって肌で感じてきたことが

ある。この肌で感じるというのがとても今、

ＳＮＳ、インターネットとかがある中で大事

だというふうに思っているんですが、ちょっ

とご提案というか報告させていただきます。 

 まず集約、いわゆるソフト面の強化につい

てですが、テーマは「つながり」にもあるよ

うに、防災云々という前に、どんなコミュニ

ティーをつくっていくのかの一言に尽きると

思います。これまでの地区を中心とした自主

防災組織が地区ごとにどのように機能したの

か。私もその組織の中で、なかなか右往左往

するだけで機能できなかった者として、その

検証もとても重要だと思います。 

 私は、もう少しつながるという意味を込め

て、より災害にスムーズに対応できたケース

を参考にすべきだという考えから、２つの活

動を紹介させていただきます。 

 まずは一つ、お隣、七尾市のコミュニティ

センターの活動です。発災直後の２日か３日

に、私、ＳＮＳのフェイスブックで活動を見

て、やっぱり行かなあかんということで矢田

郷のコミュニティセンターに向かいました。

その拠点になっているのは旧のサンライフプ

ラザです。そこには600名から700名の方が避

難されておりました。 

 そこを避難所として運営しているのは、市

の職員ではなく、コミセン、つまり地域づく

り協議会のメンバーで、スタッフとビブスを

つけて走り回っているのは地域の方々であ

り、ボランティアの皆さんでした。当時、行

政はまだ来れていないというふうにおっしゃ

っていました。 

 その頃、私が先ほど申し上げたように、自

分自身何もできず右往左往していたので、具

体的に活動している姿を見て、こんなシステ

ムを日頃からつくっておかなければならない

のではないかと痛感いたしました。後でお聞

きすると、10年くらい、平成28年頃より、市

民が主体的に地域づくりに関わるコミュニテ

ィセンター化に取り組み、自助、共助の強化

のため、地域の課題に自分たちで解決してい

く地域づくり協議会を組織してきたとのこと

でした。 

 その活動が一つ。 

 もう一つ、災害支援ボランティアの活動に

ついてですが、先月、ＮＨＫのニュースで、

これからの民間団体とどう連携していくかが

鍵ということで紹介されていて、これだと思

い、すぐにコンタクトを取ったのですが、そ

れはＮＧＯの結という民間団体が七尾の旧西

岸小学校に拠点を置いて、能登半島全体の被

災地に、そこに集結する全国のボランティア

を派遣しておりました。結だけでなく、幾つ

かのＮＰＯも加わっていました。 

 その旧西岸小学校には、まず宿泊スペース

があって、お風呂もなかったので、皆で手作

りをして、まきのお風呂があって、御飯も皆

さん交代で作るという滞在型の施設でした。 

グラウンドには多くの車両、重機が置いてあ

りました。 

 代表の前原さんにもお話をお聞きしました

が、発災直後、夕方から仲間と連絡を取っ

て、夜にはもう能登町に向かっていたと。中

能登も通ったけれども、ここはすぐに回復す

るとの判断で、何で分かりましたかと言った

ら、回復してないんですけれども、ここは大

丈夫ということで、もう少し奥のほうに行っ

たということでした。 

 まず七尾市の廃校を紹介してもらって、２
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日から活動しているとのことでした。まずは

何も始まらないということは分かっていたの

で、道路の確保からスタートさせたというこ

とでした。私も１日参加し、能登町の倒壊し

た家の中から思い出のアルバムを探し出すと

いう活動を行ってきました。 

 そのとき話したスタッフの話が印象的で、

いきなり行政のスタッフが災害支援を行うこ

と自身に無理があると。皆さん本当に頑張っ

ていただけているんだけれども、できないに

決まっていて、そこを任せるシステムに問題

があると。行政には行政のできることがあ

る。我々全国の被災地を飛び回っている専門

家に任せるところは任せてほしい。そういう

経験、技術、ネットワークには自信がある

と。我々は、いずれ次の被災地に行く。だか

ら地域の人たち、特に若い人たちに我々の活

動を伝えていきたいというふうに話されてい

て、それこそ、つながり復興ではないかとい

うふうに思いました。 

 その方のスタイルが、ぼろぼろのペンキの

ついたトレーナーで、しかもその方は地域の

方と本当に家族のようにお付き合いされてい

て、その方は沖縄の方なんだけど、熊本地震

のときに熊本に行って、今御船町に住んでお

いでるというお話で、すごい人がおるもんや

というふうに思いました。 

 長くなるのでこれ以上話しませんが、ぜひ

立案に関わるスタッフの皆さん、七尾のコミ

セン、ＮＧＯ結とつながっていただいて、例

えば、結とつながりを持っていくことで、

我々が何年か後に元気を取り戻したときに、

どこかで災害があったら結とともに給水車

と、おにぎりのキッチンカーを持って災害支

援に向かう。 

そんなことも私イメージしましたし、保健所

にもこんなのはどうかと提案してきました。

そうなりたいというふうに思っています。私

は喜んで行きますので。 

 もう１点、強靭化についてでありますが、

先ほどコミセンの話もありましたが、今はも

う箱物ではなく、人づくりであるという段階

に進んでいるということですが、矢田郷地区

の施設を見て、災害時には箱物も絶対必要だ

と思いました。 

 たくさんの人の受入れ、ある一定の期間、

生活の基盤となる、そういう箱物が必要であ

る。その箱物の配置の間隔については議論が

必要だと思いますが、幾つかの地区が集まる

区域に一つ、災害に強い拠点を何年かかけて

整備していく必要があるというふうに思いま

す。 

 経験として絶対必要なのは、電気とトイレ

環境を含む水の絶対的確保ではないでしょう

か。何日間は電気、自家発電、水、井戸等の

資源の確保に取り組んでいただきたいという

ふうに思います。 

 この２つが全てとは言いませんが、私がこ

の期間体験した中での今後のプラン策定に向

けての意見であります。 

 矢田郷地区のコミセンの課題もたくさんあ

るということだったので、一緒に解決しなが

らコミュニティーを築いていってほしいとい

うふうに思っております。 

 これは本当に最大のチャンスだと思ってい

ますので、これは本当に先ほど言いましたけ

れども肌で感じる必要があります。ぜひプラ

ン策定のスタッフの皆さんに出向いていただ

きたいなというふうに思います。 

 では、一言何かいただきたいと思います。 

○議長（笹川広美議員） 三浦議員の質問の

途中でありますが、ここで午後３時まで休憩

といたします。 

           午後２時49分 休憩 

 

           午後３時00分 再開 

○議長（笹川広美議員） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 宮下町長 

○宮下為幸町長 ただいま三浦議員より、Ｎ



－53－ 

ＧＯ結、そして矢田郷コミセン、早速、震災

対応室に話をしまして、活動の詳細について

調査を指示いたしたいと思います。 

 いろいろご提案の中で、三浦議員もボラン

ティア活動にいろいろ出ておいでて、たくさ

んいろんな状態が分かっていると思います。

私もボランティアに参加しましたが、そうい

う中でいろんなことで分かった面もありま

す。 

 これからそういう方たちといろんな意見交

換会なりをしまして、ぜひまた三浦議員も混

じられて、ご協力をお願いしたいと思いま

す。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 三浦議員 

○１番（三浦克欣議員） 喜んで参りますの

で、ぜひよろしくお願いします。 

 最後に、自助という言葉、自立という言葉

があるんですが、それを何だというふうに問

われると、ある方が、きちんと他人に依存で

きる力を持つことであると聞いたことがあり

まして、本当にそうだなというふうに思って

います。 

 では、この件についての質問は終わらせて

いただきます。 

 もっとコンパクトに、本旨をしっかりして

質問できるようにしたいと思います。 

 では最後の質問ですが、これはコンパクト

に、端的に答弁を求めたいというふうに思い

ます。 

 私は、中能登で一番好きな場所、それは碁

石ケ峰からの眺望です。これまで私のところ

に訪れたお客さん、中国とか台湾とかからの

中学生とロシアからおいでた若者、それから

大学時代の友達、娘の旦那、必ず碁石ケ峰に

連れていきました。 

 そういえば、元旦の朝も宮下町長に山頂で

お会いしました。その数時間後に、まさか本

当にでして、あの空を見ていた。思い出して

いたんですけれども、そういう予兆は全くな

かったなというふうに思うところなんです

が。 

 碁石ケ峰の眺望というのは今が一番きれい

なんですね。もうちょっと前なんですけれど

も、邑知地溝帯の鏡のような田園風景、富山

湾の向こうにそびえ立つ雪をかぶった立山連

峰。ちょうど石川県の復興プランの能登らし

さにも、壮大な自然が織りなす類稀な絶景、

のどかな田園、海越しの立山連峰、トキの最

後の生息地。まさに碁石からの光景だと思い

ます。 

 私いつも山頂から眺めていて思うのは、お

びただしい数の鉄塔と電線、その鉄塔、電線

がなかったら本当にもっときれい、もっとも

っと自慢できるのになといつも思っていま

す。昔は鉄塔ではなく、秋になると稲を刈っ

た後のはざが立っていたなというふうに思っ

ています。志賀町の向こうに見えるあの白い

建物がなければ、その鉄塔もなかったのかな

というふうにも思っています。 

 余談になるかもしれませんが、もし約20年

前に珠洲の原発が建っていたら能登はどうな

っていたんだろうと思います。 

 私も地震が起きて、ＮＨＫがとにかく逃げ

なさいということだったので、高台に逃げな

きゃということで逃げたんですが、やはり碁

石ケ峰に向かっていました。車を走らせなが

ら、もし志賀原発に何かあったら、我々家族

はこのままどこかへ行って二度と戻ってこれ

なくなるかもしれんのかなというふうに頭を

よぎりながら走っていたことを思い出しま

す。 

 それで我々は、この何物にも代え難い財

産、類いまれなこの光景を守っていかなけれ

ばならない使命があると思います。町とし

て、この景観をどのように守っていくのか、

具体的な方針はあるのか、まずお聞きしたい

です。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 町の景観を損なう人工的建
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造物を建てるべきではないと考えるが町長に

見解を問う。これ以上景観を損なう巨大風車

等の人工的建造物は町内に一つも増やしたく

ないと考えるが、町長の見解を問うのご質問

にお答えをします。 

 町では、景観法やいしかわ景観総合条例、

いしかわ景観総合計画に基づき、県と協力し

ながら、町の良好な景観形成に関する施策を

実施するように努めております。 

 景観法は、平成16年に制定された都市、農

山漁村などにおける良好な景観の形成を図る

ための総合的な法律であります。また、いし

かわ景観総合条例は、景観と屋外広告物の条

例を一本化したものであり、いしかわ景観総

合計画は、景観エリア、景観形成重要エリ

ア、特別エリアといったゾーニングを指定す

ることにより、地域特性に応じた景観形成を

行うための基本的な計画であります。 

 町における届出対象行為となる工作物の建

設等は、高さ13メートルを超えるものが対象

となります。なお、高さが60メートルを超え

る建築物や風車などの工作物については、景

観影響評価を実施することにより、必要に応

じて石川県景観審議会が開催をされます。 

 事務の流れといたしましては、事業者から

工作物を建設する市町や、必要に応じて建設

場所周辺の市町へ景観影響評価書が提出され

ます。その後、県において審査会を行い、必

要に応じて石川県景観審議会や町に意見を求

めることとしております。 

 その際、指導や助言が必要とされる場合

は、事業者への計画変更等の指導や勧告等が

なされ、勧告に従わない場合、公表となりま

す。 

 議員の言われる能登の里山を守っていくこ

とは重要な課題と認識をしております。碁石

ケ峰、眉丈山から見える邑知地溝帯ののどか

な田園風景は、残していかなければならない

と感じておりますが、町では、いしかわ景観

総合条例やいしかわ景観総合計画に基づき、

県と連携して進めていく以上、特定の事業に

ついて人工的な建築物の制限をかけることは

できないと考えておりますので、ご理解のほ

どよろしくお願いをいたします。 

○議長（笹川広美議員） 三浦議員 

○１番（三浦克欣議員） 景観のルールとい

うか、よく分かりますが。 

 では別の質問の仕方なんですが、中能登に

移住される方がおいでます。本当にありがた

いのですが、最近も羽咋の自然栽培塾の卒業

生が中能登のあずま建ちの家に魅せられて、

関西方面から羽咋ではなく中能登に移住され

たという方もおいでました。 

 移住される方々は、なぜ能登、中能登に移

住されるか御存じでしょうか。皆さん異口同

音に、能登の里山なのです。しかも、能登、

中能登を選んで移住していただいた方が中心

となり、近隣に風力発電用の風車が建つとい

う計画があることを知り、この里山に景観を

損ない、また環境に決して優しくない大きな

風車は必要なのかという活動をされておりま

す。本当に頭の下がる思いで、本来我々が取

り組む問題ではないかというふうに思いま

す。 

 また、将来、能登らしさ、トキのすむ能登

を目指すのであれば、その風車はあってはな

らない建造物だというふうに思います。 

 これは景観とか環境とか、そういう問題で

はなくて、問題なんですが、これからのまち

づくりをしていく上での大切な指針であり、

その根拠を成す選択であるというふうに私は

考えております。 

 町長のそれに対する考えというか、その覚

悟をぜひお聞かせ願いたいです。まちづく

り、どういうまちをつくっていくか。クリー

ンなエネルギーをどんどん取り入れて、そう

いうクリーンなエネルギーをつくる町にして

いくんだというのも全然あれだと思うんです

が、その辺り、方向性をどういうふうに考え

ておられるか、お聞きしてもよろしいでしょ
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うか。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 国においても、カーボンニ

ュートラルの2050年までには中能登町も55％

削減ということになっておりますので、再生

エネルギーが必要ということは感じます。 

 ただ、眉丈山系にしても石動山系にして

も、私としては風車ができるということは一

抹の不安を感じますが、しかしながら、これ

からの再生エネルギー、そして原発が止まっ

ている状況を見ますと、いつ原発が稼働する

かも分かりません。地震によってかなりの時

間を要すると思いますので、やはり再生エネ

ルギーの必要ということで、景観は乱れると

思いますが、私は必要不可欠だと思います。 

 地域住民の方の私は同意を受けているとい

うことを聞いておりますので、今後どういう

ふうな形でなっていくのか分かりませんが、

能登は里山里海であり、この中能登町には眉

丈山系と石動山系があります。そういう中で

邑知地溝帯があるということで、移住者から

は、こういうところは日本にないところや

と。すぐ20分ぐらい走れば富山湾、日本海、

そして志賀のほうへ行けば15分で日本海とい

うまれな地域で、日本にこういうまれな地域

はありませんよと言われます。 

 私たちが生活していることに関しては、何

ら普通の風景しか見えませんが、移住者にと

ってはなかなかこういうところは変わったと

ころで、日本にまれということを言われます

ので、今後、景観を守りながら、風車は少し

ずつ準備しているらしいですが、その辺をし

っかり見ながら、これからのいろんな意味で

の対応というか、そういうのをしていきたい

なということを思います。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 三浦議員 

○１番（三浦克欣議員） 多分すごい苦渋さ

れるんだろうなというふうに思いました。 

 今、計画として、中能登町ではないんです

が、七尾市に２基の風車が建設されるという

ことなんですけれども、そのことをこの間、

七尾の人に聞いても誰一人知らない。中能登

ではないんですが、住民の方の理解とおっし

ゃいましたけれども、本当に狭い地域の住民

の方しか知らない。中能登町の多数の方に聞

いても、そんな話あるのかみたいなことなの

です。 

 なので、最後に私はここで言いたいのは、

そうであれば、もっともっと町民、復興プラ

ンでタウンミーティングが開かれるというこ

となので、地域づくりの一環として、こうい

う計画があるんだけれども皆さんどう思うと

いうようなことを、町民の皆さん、中能登町

民の皆さんに聞いていただいて判断していた

だきたいというふうに思っております。 

 観光というのは、光を見るということなん

ですね。その光をなくしていかないように、

よろしくお願いしたいというふうに思ってい

ます。 

 最後に、言おうか言おまいか迷ったんです

が、時間があるのでアディショナルタイムと

いうことで。 

 最近、私、ツエーゲン金沢にはまっており

まして、よくスタジアムに通っているんです

けれども、今年度、選手が入場するときのサ

ポーターが歌う歌があるんですけれども、そ

れの歌詞を紹介して終わりたいと思います。

ここはサポーター席でないので歌えません

が。「麗しき 能登の街 我が誇り 愛し止

まぬ街 前を向き 立ち上がろう 俺たちは

いつも共にいる」と歌うんですけれども、す

ごいしびれて、いつも力をもらうので、また

町長、職員の皆さん、熱くなってまちをつく

っていってほしいなというふうに思います。 

 以上で私の一般質問を終わります。 

○議長（笹川広美議員） 続いて、４番 池

島和喜夫議員 

  〔４番（池島和喜夫議員）登壇〕 

○４番（池島和喜夫議員） 質問の前に、先
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般、能登震災において犠牲になられた方、ま

た被災された方、お悔やみを申し上げ、また

お見舞いを申し上げたいと思います。 

 これを思うと、１月１日に地震があったと

いうことは、世の中に神仏なんていうものは

ないんじゃないかというふうなことを強く思

うようになりました。じゃ、おらんがは分か

ったけれども、放っておけばいいがかという

ふうなことを考えると、そういうわけにもい

かんやろうというふうなことで、従来どおり

対応したいと思います。 

 通告に従いまして、質問に入ります。 

 町営墓地の利用について伺いたい。 

 中能登町には３つの墓地公園があるが、現

在空きがあるのは墓地公園にのみやだけで、

20から30基の余裕があるとのことであるが、

墓地公苑とりや及び文崎墓地公園は空きがな

い状態である。とりや及び文崎墓地公園の区

画を増やし、利便性を向上させる気はない

か。 

 このときに３か所とも、皆さん確認はされ

ておられると思いますが、もし不備があった

らそれは指摘をしていただきたいと思いま

す。 

 私としては、川田地区の古墳公園横の空き

地が墓地公園としてよいかと思います。家族

で墓参りに行った場合でも、公園には子供向

けの遊具などがあり、池にはボートなどがあ

り、墓参りを終えた後ゆったりと自然探索を

しながら家に帰り、しばし思い出にふけりな

がら時を過ごす。このような一日があるべき

かと思いますが。 

 ちなみに、町営バスのコースの途中でもあ

ることから、バス停を新設すれば運転免許証

のない人でも利用しやすいと思われるが、町

長の返答を伺いたい。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

  〔宮下為幸町長登壇〕 

○宮下為幸町長 墓地公園の利用についてご

質問にお答えをします。 

 現在、中能登町には、文崎墓地公園、墓地

公苑とりや、墓地公苑にのみやの３つの町営

墓地がございます。各墓地公苑の区画数と使

用許可状況については、文崎墓地公園は513

区画、墓地公苑とりやは169区画であり、ど

ちらも全区画が使用許可済みで、議員の言わ

れるように空き区画はない状況となっており

ます。 

 墓地公苑にのみやにつきましては、213区

画で、現在100区画ほどの空きがあります。

近年の新規使用許可数は、令和４年度が８

件、令和５年度は３件、令和６年度は４月、

５月で２件となっております。 

 墓地公苑とりや及び文崎墓地公園の区画を

増やすことにつきましては、まずは墓地公苑

にのみやのほうを活用していただきたいと考

えております。その使用状況を見ながら、町

全体として区画の不足が生じるようであれ

ば、議員のご指摘のとおり墓地公苑とりや及

び文崎墓地公園の増設などについて検討して

まいりたいと考えておりますので、ご理解の

ほどよろしくお願いをいたします。 

○議長（笹川広美議員） 池島議員 

○４番（池島和喜夫議員） 理解はしたくな

いですけれども理解します。 

 次の質問に入ります。 

 デマンドタクシーのコースの見直しについ

て伺いたい。 

 能登半島地震の罹災証明の申請のために、

瀬戸地区、花見月地区の方々が行政サービス

庁舎へ乗り継ぎなしで100円で行けるように

ならないか。 

 このコースの見直しについては、以前より

三、四回質問しており、その都度、タクシー

及びバス会社との協議が必要であったり、令

和６年度まで見直しができないなど、公共交

通に関する協議会で決めることとなっている

とのことであった。 

 能登半島地震により行政サービス庁舎へ出

向く回数が増えたことで、より必要性が増し
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たことであり、以前の言い方と同じである。

改めて町長の返答を伺いたい。 

 地震のために入浴所は憩だけとなっている

が、憩に行く足の確保は何かなるものでしょ

うか。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 デマンドタクシーのコース

の見直しについてのご質問にお答えします。 

 現在、瀬戸、花見月地区の方がデマンドタ

クシーを利用して行政サービス庁舎へ行く場

合には、利用者宅前からデマンドタクシー

で、つくしの里または良川駅へ行き、とりや

コースのコミュニティバスに乗り換えて「道

の駅」織姫の里なかのとへ行き、ろくせいコ

ースのコミュニティバスに乗り継いで行政サ

ービス庁舎まで行くこととなります。 

 また、こしじ方面やとりや方面の利用者の

方も、行政サービス庁舎へ行く場合には同様

の乗り継ぎが必要となります。 

 議員の乗り継ぎなしの直接行政サービス庁

舎へ行くことを可能とするためには、まず、

中能登町地域公共交通協議会で協議し、その

後、国への協議や申請などを進めていくこと

になりますので、罹災証明書の受付期限であ

る６月28日までには間に合わないと考えてお

ります。 

 ルート変更などの検討、協議については、

現在、町地域交通協議会で地域公共交通計画

の策定をしております。デマンドタクシーの

件につきましては、その中の議題として協議

してまいりたいと思いますので、ご理解のほ

どよろしくお願いをいたします。 

○議長（笹川広美議員） 池島議員 

○４番（池島和喜夫議員） 今の答えも、そ

れなりに想定された答えでありました。これ

以上ここにおって質問をするという機会はあ

るんでしょうけれども、今日はこれでやめて

おきます。 

 短時間でありましたが、ありがとうござい

ました。 

○議長（笹川広美議員） 続いて、５番 澤 

 良一議員 

  〔５番（澤 良一議員）登壇〕 

○５番（澤 良一議員） 初めに、このたび

の能登半島地震により被災を受けられました

皆様並びにそのご家族の皆様に心よりお見舞

いを申し上げます。また、ボランティア活動

等に携わり、様々なご支援をいただきました

たくさんの皆様にも心からお礼を申し上げま

す。 

 ここで、資料の配付を議長、お願いいたし

ます。 

○議長（笹川広美議員） 資料配付を許可い

たします。 

  〔資料配付〕 

○５番（澤 良一議員） さて、質問に入る

前に、本日の私の質問の趣旨を申し上げま

す。 

 あの日、私たちは一瞬にして、あまりにも

多くのものをなくしました。たとえ家屋の崩

壊は免れ助かったとしても、その後直面して

いる数々の問題に悩み、苦しみ、途方に暮れ

る町民の現実が今もあります。 

 一方で、町には震災復興対策室ができ、復

旧・復興に向けたプランの概要が示され、一

筋の光が見えてまいりました。 

 しかし一方で、その部署には、無償とはい

えベンツやボルボ、プジョーなどの高級外車

が配車され、パトロールや被災者支援に回っ

ているとのことでございます。また、さらに

は２台のレンタカーが必要で、町の職員には

中能登町の町名の入った立派な防災服が必要

とのことで、370万円が６月の補正予算案に

計上される旨、災害復興対策室長から６月の

予算決算常任委員会で説明を受けました。 

 本当にそれらが今必要でしょうか。先ほど

来、財政負担の軽減を図るという言葉が町長

から度々出ております。まさにそのことは大

切なことだと思います。もしそのことが庁舎

内に共有化されて認識があれば、無駄遣いは
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するでしょうか。そんな補正予算を立てます

か。 

 今、家が潰れて、住むところもない人もい

っぱいいるんですよ。私は幸いに自分の家で

います。ありがたいことです。先ほど神も仏

もいないかという話もありましたけれども、

本当に苦しんでいる人はたくさんいるんで

す。 

 そのときに、こういうたくさんの困窮する

住民や、この町の現状を考えたとき、この町

のお金の使い方や計画の立て方に大いに疑問

を抱いております。 

 今後、長年にわたる復旧・復興プランを実

現するには、その全ての基はやはり予算で

す。予算立てであります。トップの思い、覚

悟を伴った予算が重要です。 

 緊急時といえども予算の立て方や執行の在

り方に問題があるのではないかとの素朴な疑

問から、また今後の町政の適切な運営と公平

な意思決定の運用を図るべく、本日は宮下町

長にるるお尋ねをいたします。時間が限られ

ていますので、町長ご自身の言葉で簡潔にご

答弁いただきますようお願いをいたします。 

 それでは、通告に従って質問いたします。 

 まず１番、令和６年度当初予算について。 

 １月１日の大震災を受け、未曽有の被災の

中、骨格予算とはいえ、令和６年度の当初予

算に災害復旧費を計上しなかった町長の判断

基準を伺う。正確な積算でなくても、概算で

も結構ですから、当初予算に追加し予算化す

べきではなかったのか。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

  〔宮下為幸町長登壇〕 

○宮下為幸町長 令和６年度当初予算のご質

問にお答えします。 

 当初予算に災害復興費を予算計上しなかっ

た町長の判断基準を伺うについてであります

が、当時は各職員が限界に近い状態でありま

した。新年度予算に計上する災害対策費につ

いて協議する時間も取れない状況であったこ

とから、被災者対応を最優先とし、当初予算

から計上しなかったところであります。 

 また、概算でもよいから当初予算に追加

し、予算化すべきではなかったかにつきまし

ては、災害対策関係予算については、多額の

補正予算が必要と見込まれることから、慎重

を期して精査を行うべきだと判断し、年度末

に十分な協議をした上で計上したものであり

ます。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 澤議員 

○５番（澤 良一議員） 今ほど町長のご説

明がございましたけれども、私は失礼なが

ら、事務方とすれば、あの混乱の中で正確に

積算をする、そういう余裕はなかったと思い

ます。それは私は理解できます。 

 問題は、行政トップとしての決断力、覚悟

ではないでしょうか。次年度予算編成に向け

た町長のそこに覚悟があったかなかったかだ

と思います。 

 七尾市長は、３月時点で、復旧・復興に向

けた支援策を令和６年度当初予算に追加する

と明言をされ、実行、予算化をされていま

す。一度当初予算を上げたんですけれども、

再度、市長の決断で追加で災害復旧にかけて

予算化をされたんです。 

 七尾市以外でも、志賀町でもしっかり当初

予算に計上されています。災害復興。資料Ｂ

のとおり、災害対応優先の当初予算となって

おります。当初予算の規模は、志賀町は昨年

度の３倍、珠洲市は1.5倍、能登町は1.3倍、

穴水町は1.2倍です。 

 我が町は1.0で102億円で、３年連続同額で

ございます。 

 再度お尋ねをいたします。あの時点で宮下

町長は、震災の復旧・復興に向け、予算化を

し、町民をリードし、守り、何としても災害

復旧費を次年度当初予算に計上し、議会の承

認を得て実行する覚悟や決意はおありではな

かったのでしょうか。 
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○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 当時は１月、２月につきま

しても、本当に災害対応に関わる議論と情報

が飛び交う中で、各職員は限界にも近い状態

に必死に頑張っておりました。それを本当は

予算計上すればベストだったと思うんです

が、なかなか２月26日の内示会までには出せ

ないということが分かりましたので、骨格予

算で行こうということでやったわけです。 

 ほかの市町ももちろん骨格予算で、輪島市

は三百何十億、４月１日付で345億ぐらい専

決しました。ほかの市町もあるように聞いて

おりますので、その辺を含めて、本当は骨格

的な予算で出せばよかったんですが、ただ、

いろんな状況下の中で、道路にしても川にし

ても田んぼにしても、その辺が積算の仕方が

大変難しい。多分ほかの町に聞きましたら、

どういうふうにやったんですかと言っても、

半分、言ってみたら、ほかの市町には失礼か

も分かりませんが、ある程度適当という感じ

で私はされたと思います。多分そういうよう

な声もありますので、無意味にそこで予算を

計上して、私は例えば中能登町は120億のも

のを170億にするとか150億にするとか、その

辺はなかなか積算方法が難しくて概算的には

出せなかったということで、年度末に概算は

なかなかできなくて、専決で行こうというこ

とで、補正的な予算で行こうということで話

合いをしました。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 澤議員 

○５番（澤 良一議員） 町長のお話も理解

はできます。 

 例えば、今お話ししました中で、志賀町は

非常に多額の３倍もの当初予算を計上したわ

けですね。その計上をするには、町長のお話

のように、ある意味ではアバウトな、町長は

アバウトとはおっしゃいませんけれども、そ

ういうあまり根拠のないやり方でやったので

はないかというお話でした。 

 私もそう思います。できないです。ただ、

年度をまたいでやるというその方法も一つで

すけれども、ほかの町でやられたということ

は、その人たち、事務方の人たちは、遊んで

おったわけじゃないと思うんですよ。もっと

言うと、志賀町はうちよりもっと被災は大き

いと思うんです。 

そういう中でも当初予算に入れて、なおかつ

３月の議会も開いた。一般質問も。 

 そういうことを思うと、これは戻りません

けれども、そのときに向かったトップの姿

勢、そのことが職員の皆さん、それから町民

の皆さんにも勇気を与える。102億が200億と

か300億とかになると、それは分かりません

けれども、仮ですけれども、５億や10億や20

億が仮に増えても、そこに町長の確固たる信

念で物を語れば、私は議会も賛同すると思い

ます。町民の方も、よしそれでいこうと。 

 ただ、その中には決して無駄なことは絶対

ないと思うんですよ。そこが先ほど話をしま

した財政負担を減らすということだと思うん

です。何でも小さくすればいいんじゃない。

無駄なことは当然省いて、だけど、このこと

は要るぞというものが私は復興予算だと思う

んですが、そのことを時間の制約もあったと

いうことでございますが、町長には、そうい

う決断をもって当初予算に入れていただきた

かったなということでございます。 

 次に、２番に移ります。 

 ２番、通年議会と専決処分について。 

 通年議会を標榜する中能登町議会ですが、

町長は年度初日、４月１日に19億の専決処分

を実行されました。その時期及び議会運営、

今後の信頼関係等も考慮して、それを妥当と

した町長の判断基準を伺います。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 通年議会と専決処分の質問

にお答えします。 

 通年議会を標榜する中能登町議会だが、町

長は年度初日に19億円もの専決処分を実行さ
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れた。時期及び議会運営等の面を考慮して

も、それを妥当とした町長の判断基準を伺う

についてでありますが、まず、専決処分の時

期につきましては、新年度の執行から応急的

な震災対応事業を年度当初から順次実施する

ために、４月１日専決が必要であると判断を

しました。 

 また、このことが執行部側と議会との信頼

関係に与える影響についてでありますが、予

算の内容については、災害対応に必要なもの

でありますので、議員の皆様並びに町民の皆

様にご理解をいただけるものと考えておりま

す。 

○議長（笹川広美議員） 澤議員 

○５番（澤 良一議員） 今の町長の言葉

に、質問する前に、資料をお配りしました。

その中で一番最初のＡというもので、地方議

会人というもので、議員研修誌、これは議員

が毎月配られております。その中の今月号、

６月号なんですが、ここに災害前と災害後に

議会はどう動くべきかというタイトルで、い

ろんな記事が出ています。 

 その中の一つのページなんですが、これを

見ていただくと、この真ん中にあるのは写真

なんですけれども、これは埼玉の双葉町が東

日本大震災を受けたときに、庁舎も全部壊滅

的で議会が開けなかったんですね。そういう

中においても議会を開いて決議をしたという

写真なんです。 

 今ほど町長からお話がありましたけれど

も、専決処分ということでやる方法もあるん

ですけれども、一つの方法として、そういう

状況下にあっても双葉町はこういうふうに議

会を開いて議決をした。 

 そして、ここで傍線を引っ張ってあるんで

すけれども、ちょっと読み上げますね。「本

来であれば、専決処分で処理してもよさそう

な議案もあったが、臨時会を開催し、議決す

るという選択を取ったことは、災害時であっ

ても、議会が果たすべき役割を踏まえたもの

とみるべきであろう」。こんなふうな論評

で、大変双葉町は高い評価を受けておりま

す。 

 また、同じく資料Ｃでございますが、ここ

には中能登町議会が平成29年度の町村議会表

彰を受けたときの推薦文、これがＣにありま

す。そこには以下の文言があるので、読み上

げます。「中能登町議会は、平成28年より通

年の会期制を導入している。メリットは、会

議の予見性、いつでも開議、議会の判断によ

る開議、そして、監視機能の強化として、専

決処分の抑制がある。専決処分での議案件数

を抑えて、議会の議決権を行使し、専決処分

の範囲を「町長の専決処分事項の指定に関す

る条例」と定めた」云々とあります。 

 まさに専決処分を抑えて、議会の監視機能

の強化として、議会の議決権の行使を高く評

価したものでございます。この町の議会の誇

りだと思います。 

 町長は、これらのことを考慮して、今顧み

ても一点の曇りもなく、年度初め、４月１日

に19億の専決処分をした方法、それしか方法

がなかったと断言されますか。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 ４月１日に専決処分しまし

たけれども、先ほど言ったように、いろんな

意味で当初予算が組めなかったということ

で、その後、なぜ通年議会で専決処分を必要

としたかは、当時、私も議員でありましたの

で、活性化委員長をやっておりまして、その

ときに九州の鹿児島の阿久根市というところ

で市長が何でもかんでも専決で通したわけで

す。そういう流れがありまして、中能登町で

はそういうことをしたら駄目やなと、町長に

勝手に何でもかんでも専決させることはまず

いだろうということで、その阿久根市の市長

は不信任決議を出されました。不信任決議を

出されて議会を解散したわけです。議会を解

散して審判を仰ぐということで、それをやり

まして、結局駄目だったんですけれども、市
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長選挙もやりましたけれども市長が選挙をし

て負けたということで辞められたわけなの

で。それは日本全国的にそういう話ができま

して、専決処分をなくそうということで、通

年の議会制にすれば必要に応じていつでも議

会、随時会議をその月に１回でも２回でも３

回でも開かれるようなシステムにしようとい

うことで、通年議会の中で専決は駄目やぞと

いうことでやったんです。 

 ただ、今回こういう災害のときに、多分、

議会基本条例の中にも入っておりますが、災

害、豪雪の雪が降っていた時分にも、北陸自

動車、福井のほうででかい災害が出ました。

そういうときに、あの辺の市町は専決でやっ

たわけです。通年議会もやってなくてやった

んです。 

 多分、うちの３月31日の年度末の要するに

専決処分には、そういう豪雪のやつも書いて

あります。そういう中で、絶対議会は普通の

専決は認めませんよということで、常に議会

を利用して、いつでも随時会議を月に何回で

もできるというようなシステムにしようとい

うことでやった。 

 今回は災害が完全にこういう規模的に全

然、今までの未曽有な災害でしたので、これ

は確実にこれを利用してからやるべきじゃな

いかなということで、したわけであります。 

○議長（笹川広美議員） 澤議員 

○５番（澤 良一議員） 本当はもう一つや

りたいんですけれども、時間がないので、こ

の後の質問の中で今の町長の答弁に対する質

問を重ねていきます。 

 ３番に移ります。専決処分の法的根拠につ

いて。 

 ４月１日の専決処分の一部、職員時間外手

当等8,000万円が地方自治法第180条に根拠立

てられているが、その判断基準を伺う。 

 資料はＨで、総務費の災害対策費の中にあ

ります。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 専決処分の法的根拠のご質

問にお答えします。 

 ４月１日の専決処分の一部、職員時間外手

当等に8,000万円が地方自治法第180条に根拠

として立てられているが、その判断基準を伺

うにつきましては、４月１日専決処分とした

職員の時間外手当は、地方自治法第180条第

１項の規定に基づく町長の専決処分事項の指

定に関する条例において、町長が専決処分す

ることができる事項の災害における応急的な

対応に関する予算の補正に含まれているもの

と判断をしたものであります。 

○議長（笹川広美議員） 澤議員 

○５番（澤 良一議員） 今町長がお話しさ

れました180条２項によるものというのは、

私も十分承知をしております。 

 ただ、町長、議会は議決をする場所でござ

います。町長の専決処分を追認する機関では

ございません。災害時だから何でも専決処分

にする。ちょっと言葉は荒いですけどね。今

のおっしゃった部分はそうなんです。そのと

おりなんですよ。災害時については専決処分

をするということは認められている。 

 今回も災害時なので専決処分18億5,900万

をやられたということで、町長は何の問題も

ないと、こういうことです。 

 しかしながら、それを全て何かあったとき

に、災害時だから専決、年度替わりの４月１

日ですよ。普通でいうと12月31日の除夜の鐘

が鳴った。年が明けた１月１日に18億5,900

万の専決処分。どう見ても、私は専決処分を

否定するんじゃない。それは認めるんです。

でも、そこに判断する余裕というか幅という

か深さといいますかね、そういうものはなか

ったかなと思います。 

 町長の専決処分事項のさっき言った条例第

２条の５項、災害や突発的な事故等を無条件

に機械的に町長の専決処分事項に入れてしま

うのはいかがなものかと、私は疑問を呈しま

す。 
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 幾らこのような有事とはいえ、金額の条件

も何の制約もなくして今のことは認められて

いるわけですが、これは町長への質問ではな

いんですけれども、これは今後、議長、議会

としても、この町長と議会と認めた専決処分

の事項、１から５つまでありますけれども、

５番目の話を町長はされています。これはル

ールどおりなんです。 

 だけど今後、この５番については、何らか

の条件をつけないとまずいと思います。専決

という名の下で、悪いことをするというので

はないんですよ。何の議会のコントロールも

効かない。監視機能も効かない。これが180

条なんですよ。通ってしまうんですよ。報告

で済むから。 

 だから結果として承認をされるかもしれな

いですけれども、議会で議論をして、いろん

な状況を理解しながら、その処分は妥当であ

るというふうに認めることが私は大切だと思

うんです。 

 そこで、再質問いたします。 

 資料のＨにもありますけれども、総務費の

災害対策費の職員時間外手当と管理職特別勤

務手当8,000万円の算定根拠となる内容につ

いて教えていただきたいと思います。例え

ば、この対象となる職員、正規職員が延べ何

人だとか、会計年度任用職員が何名とか、中

長期派遣職員が何名とか、おおよそ延べ何人

ぐらいの人をこの8,000万、これは管理職手

当もあるんですけれども、管理職手当が幾ら

か。概算でいいんですけれども教えていただ

きたい。 

 これはなぜ聞くかといいますと、最初の質

問で、なぜ当初予算に入れなかったかという

質問の中に、職員が余裕がない、積算する時

間がない、こういうことで当初予算から外し

たと。これは私も理解できました。 

 今度、４月１日に町長が専決処分をするに

ついて、このことの根拠は当然分かっている

はず。当初予算でないですから。ですから今

お尋ねをしています。 

 町長、分かるの？ 町長でもいいですけれ

ども。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 途中で替わりますので。 

 8,000万円を打ったということで、管理職

の手当と職員の手当を打ったということなん

ですが、それは調べたら当時、３月までには

時間外手当4,000万ぐらいあります。３月ま

で。それ以降は４月からですので、少しずつ

間違いなく時間外手当は減ってきますので、

その辺、職員もただ単に今日ここにおって何

もせんでもいいような仕事をしているのでは

駄目だということで、自分で今日は１時間残

業します、時間外しますというような申請を

するように指示をしました。 

 ただ、4,000万は３月までには時間外の金

で支払いはしましたが、ただ、今年の１年度

にわたっての8,000万ということで予算を計

上しましたので、その辺ちょっと詳しいこと

は担当課から話をさせます。 

○議長（笹川広美議員） 田中参事兼生活環

境課長 

  〔田中 智参事兼生活環境課長登壇〕 

○田中 智参事兼生活環境課長 それでは、

澤議員の質問にお答えをいたします。 

 町長が申し上げたとおり、４月１日の専決

の時間外勤務手当8,000万円の内訳でござい

ます。 

 この内訳につきましては、避難所、支援窓

口、罹災証明書等の運営、それと公費解体、

住宅関連事務、それと県の支援制度事務など

の事業料を考慮いたしまして、積算につきま

しては100人分掛ける50時間分、50時間の単

価といたしましては2,500円の６か月分。町

長は１年分と申し上げましたが、６か月分の

積算で合計7,500万円の一般職の費用プラス

管理職で、管理職は一応今までの１月、２

月、３月の実績も考慮いたしまして500万と

いう予算を計上させていただいたものでござ



－63－ 

います。 

 以上になります。 

○議長（笹川広美議員） 澤議員 

○５番（澤 良一議員） 今ほど100人掛け

る50時間の１年分ということで単価2,500円

と、こういうことですね。──６か月。 

 質問するとまたなくなるんですけれども、

４月１日の当初予算は６か月ですか、期間

は。これはカウントするんだったらやめます

けど。私は１年だと思ったんですけど。分か

りました。町長は１年と言ったんだけど。 

○議長（笹川広美議員） これは再々質問。 

○５番（澤 良一議員） いや、やめます。 

 ただ、ここで新たに、町長は１年と言う

し、計算した人は半年と。これは大変な問題

です。だから皮肉で言いますけれども、根拠

を持ってやられたはずです。当初予算に載せ

られなかった。時間がなかったから。だから

年度をまたいだ４月１日に、１月１日にぼん

と出した、8,000万。ですからそのときには

根拠があると話で聞いたら、半年と言う人と

町長は１年ということで、これはあまりよく

ないね。 

 これは質問に入れません。 

 それで、今お話があった半年なら半年とし

ましょう。100人掛ける、延べ人数100人です

よね。掛ける50時間、掛ける単価、掛ける６

か月、こういうことやね。 

 そうしたら、私は決して積算をするのにそ

んな時間がかかると思えない。２月の予算内

示会がその後あって３月に承認されるわけで

すけれども、今おっしゃった。分かりません

よ。精密に計算して100になるか分かりませ

ん。100人掛ける50時間、掛ける６か月。こ

れが根拠ということであるとすれば、こんな

計算なんてすぐできるじゃないですか。 

 私は先ほどの話の当初予算に入れるという

ことをなぜこだわったかというと、予算化す

ることというのは、そこにきちっと計算する

ことと、もう一つ一番大事なのは議会の承認

を得るということなんですよ。180条に基づ

いて専決処分をしたら議会の承認は要らない

んです。 

 それと、なおかつ先ほどの災害時の云々全

部できるんですよ。 

 ですから、今そこへ行くと時間がなくなる

ので具体的に聞いたんです。この8,000万の

根拠の中の500万が管理職の手当で、7,500万

の話を聞きました。その計算は非常にラフじ

ゃないですか。100人掛ける50時間掛ける６

か月、こんなのはすぐできるんじゃないです

か。 

 ですから私は、これは当初予算に入れるべ

きものだったと思います。 

 ある近隣市町にも聞きました。それは、ち

ょっとニュアンスは違うんですけど当初予算

に入っています。 

 ただし、入らない、先ほど言った会計年度

任用職員とか中長期派遣職員云々のこれは計

算がなかなかできないので、その分について

は４月に専決で入れたと。だけど通常の職員

の──通常というのはおかしいね、正規の職

員のものについては見積もって当初予算に入

れましたと。こういうことも聞いています。 

 私は先ほどちょっと町長に失礼かもしれな

いんですけれども、一点の曇りもなく、今い

ろんな状況を鑑みたときに、やはり当初予算

に入れるべきものは入れるべきでなかったか

ということをお聞きしたんです。今、私、話

しましたけど、どうですか。100掛ける50掛

ける2,500掛ける６か月。これってそんなに

４月の当初予算まで待たなきゃできないんで

すか。できないとすれば、その根拠を教えて

ください。 

○議長（笹川広美議員） 田中参事兼生活環

境課長 

○田中 智参事兼生活環境課長 質問にお答

えをいたします。 

 あくまでもこの時間外勤務手当につきまし

ては、４月１日から応急に必要なものの人件
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費として計上しておりまして、あくまでも先

ほども申しましたが、１月、２月、３月、こ

の辺の実績を考慮した上で積算をさせていた

だきました。 

 当然単価は2,500円というものは出ますけ

れども、この時間をどう判断するかというこ

とが非常に重要で、今回この３か月分を考慮

した上で積算をさせていただいたということ

でございます。 

 よろしいでしょうか。以上です。 

○議長（笹川広美議員） 澤議員 

○５番（澤 良一議員） 田中参事の顔を見

ていると質問できなくなります。大変一身に

背負っています。 

 町長、これは、担当とすればこれ以上言え

ない。私は最初に言いましたけれども、財政

負担を削減するという、そういうことが大変

な命題になっているわけです。全てにおい

て。 

 たまたまこういう質問を私していますけれ

ども、今この8,000万のことについて、例え

ば参事がおっしゃった１月、２月、３月の平

均をもってとおっしゃるんです。だから３月

まで出ないと分かりませんということだと思

うんですよ。だけどそういう石橋をたたくだ

けじゃなくて、おおよそ予算を組むときに

は、ある程度の傾向が見えてきたら分かるじ

ゃないですか。 

 それから１月、２月、３月を見たときに、

私は知りませんよ、時間。普通で考えれば１

月、２月より３月は下がります。だからマッ

クスこれだけだと見てやれば、すぐ３月、４

月以降、普通でいけば下がります。 

 ただ、私は聞いてないのは、職員と会計年

度任用職員の内訳とか、中長期派遣職員の内

訳、ここまで聞いてないんですよ。大ざっぱ

な話をしているんですよ。そこまで多分計算

してないと思うんです。今、私はそこまで求

めません。 

 ただ言えるのは、そういう予算化をしてい

くときに、全部出なきゃ分からんというそう

いう予算立てだとすれば、予算と執行、それ

から成果、そこには大変な時間的なずれがで

きて、後追い後追いになると思うんですよ。 

 ですから今聞いていることは、ほんの小さ

いことですよ。ほんの小さいことですけれど

も、そこに至っても、今私が質問しましたけ

れども、ほかの方はどんなふうに判断される

かもしれんけれども、それだったら事前に計

算できるんじゃないのということだと思うん

です。 

 今後、これ以上責めるつもりはないんです

けれども、町長、今後のこれから補正もあり

ます。専決はないと思いますけれども、いろ

いろあります、事情によっては。そのとき

に、そこまで吟味して一つ一つの項目を見

て、金額の大小じゃない。私はけちれと言っ

てないんです。不要なものは、こっちに乗せ

るものは乗せて、議会の承認を得て堂々と執

行すればいいんです。専決という年度初めに

18億5,900万、ぽんとやっておいて、議会で

は承認が要らない。合法的。そういうやり方

を選ぶよりも、最低限のことは要りますけれ

ども、やっぱりこのことを機に、本当にこの

町が復旧・復興に向けて立ち直っていくとき

に、先ほども言いましたけれども大事なのは

予算ですよ。プランばかり立てるのは駄目で

すよ。予算がなければ、基づいたプランでな

いとできないと私は思います。 

 そのときに、もちろん精査するには時間が

かかるかもしれないけれども、精査する部分

と、アバウトでこれだけということを両建て

でやっていって、そのアバウトなことを町長

のところへぱっと側近の人が行って、町長、

実はこれぐらいだと。それは議会に言わなく

てもいいですよ。その腹を持って、町長はじ

ゃこう行こうというのが、町長の先ほどから

言う決断とか覚悟とか、そういうことだと思

うんです。大変失礼ながら申し上げると。 

 ですから、今後やる中では、当然６月の補
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正予算も絡んできますけれども、十分その

点、町長はヒアリングをされていますけれど

も、十分吟味して、こんなような質問が出な

いようにお願いしたいと思います。 

 次に、４番に移ります。組織の活性化と公

正公平な人事評価について。 

 町長就任以来３年が経過しましたが、公正

公平な人事評価の下、人材育成と適材適所の

配置が進み、職場のモチベーションの高揚と

住民サービスは向上しましたか。町長の具体

的な実績を伺います。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 組織の活性化と公正公平な

人事評価について、職場のモチベーションの

高揚と住民サービスは向上したか、町長の具

体的実績を伺うについてお答えします。 

 職場環境につきましては、常日頃から各課

長に現状や課題などについて話を聞いたり、

直接職員とコミュニケーションを取るなどし

て、人事異動を含めた職場環境の改善を行っ

てまいりました。具体的には、昨年度から主

査と課長補佐の間に新たに主幹を設置し、今

年度より参事を増やすことで組織の活性化を

図っております。 

 職員が意欲を持って働ける職場をつくるこ

とが住民サービスの向上につながるものと考

えておりますので、今後も職員とのコミュニ

ケーションを大切にし、よりよい職場づくり

に取り組んでまいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 澤議員 

○５番（澤 良一議員） 今ほど町長のお話

を聞きました。これは今まで何度も聞いたよ

うな気がします。一つ一つには、私は触れま

せんけれども、ちょっと飛びますけれども、

私は人事に関して、昨年二度にわたり町長

に、３月、６月の一般質問で副町長の県から

の招聘と、２人の参事を配置し、総務庁舎だ

けでなく各庁舎ごとの２人体制を提案いたし

ました。 

 結果、昨年度それは何も実現しませんでし

た。再任用の参事をそのまま同じポジション

に就かせたままで何の異動もありませんでし

た。 

 もし１年前の人事で県からの副町長が誕生

していたら、また参事が行政サービス庁舎と

総務庁舎に配置をされていたら、この町は今

どのような変化が起きているでしょうか。恐

らく今回の震災対応で、県の支援が違ってい

たのではないかと思います。少なくとも３市

３町に１人５万円の優遇措置にとどまらず、

幾多の優遇措置が取られたことでしょう。こ

れからも取られると思います。 

 副町長が県から出向しているわけですか

ら、知事は放っておけるわけがございませ

ん。また、１年前に各庁舎に参事が配置され

ていれば、それぞれの庁舎内のガバナンスが

強化をされ、有効なマネジメントの体制が確

立をされ、今回の有事対応に対しても、もっ

と機動的な動きが取れていたことでしょう。 

 町長に伺います。なぜこれらの人事が１年

前には取れなかったのでしょうか。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 １年前に取られなかったと

言われても、なかなかちょっといろんな面で

難しい問題がありますが、今回、参事になら

れた方が５人ほどおいでます。５人ほどおい

でますので、当然、57歳ぐらいになっていま

すのであと３年間ぐらいしかないということ

で、その中から参事を選んでしようというこ

とで、前の総務課長とも話をしましてしまし

た。 

 それによって、あらゆる面で、いろんな面

でコミュニケーションもできるようになりま

したし、課長・課長補佐会議というのをやっ

ておりました。それを課長補佐を入れなくて

課長会議だけ毎月やっているんですが、今や

っている中でも毎月１回やることによって、

皆さんいろんな意見、課長も言いますので、

コミュニケーションが結構取れて、いいよう
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な雰囲気になっておりますので、これから後

ろは戻りませんけれども、後ろは答えられま

せんけれども、前に向かってやっていくとい

うような方向性でやっていかなければならな

いということは思いますので、その辺、ご理

解をよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（笹川広美議員） 澤議員 

○５番（澤 良一議員） 町長、私がお聞き

したのは、なぜ取れなかったかという話なん

です。今の状況と、これからこんなふうにし

ていこうと。これはいいんです。なぜ取れな

かったか。 

 私は、人事はタイミングが大事だと思いま

す。それを逃すと、その逸失利益は挽回でき

ません。時間は戻りませんから。ですから、

今後とも大局的な観点から人事は行っていた

だきたいと思います。 

 今の町長のお話は、１年前も同じような話

を聞きました。要はそれを実行するかしない

かです、町長。職員の皆さんは、いろんな思

いがあるでしょうけれども、私は全員と話を

したわけではございませんけれども、いろん

なことが耳に入ってきます。 

 ぜひとも町長、今おっしゃったことは、今

日、前向きな答弁が幾つかありました。これ

も前向きで、これは町長しかできませんか

ら、町長の決断次第です。そのためには、や

っぱり情報収集も必要でしょうね。 

 先ほど言いました公平な人事です。公平な

評価。それをもって職員は本気になってきま

す。そういう秘めたる力を持っている人はた

くさんいます。ただ、それが日の目になかな

か出れない状況にあるのも事実なんですね。

それをあげるのは公平な人事ですよ。評価を

きちっとしてあげなきゃ駄目です。どこかで

よどんだ、誰かが、適当とは言えないですけ

れども、誰かの恣意的なもので評価していた

ら駄目です。町長自らが確認をして、ヒアリ

ングをして、年に２回ぐらいボーナスのとき

にはやるという。それは時間を割いてやって

くださいよ。あといないんですから。副町長

も。 

 そんなことをお願いして、５番に移りま

す。経費削減と住民満足度の向上。 

 ４月１日の専決処分の対象ともなった時間

外労働だが、町長が指示をされた具体的な削

減策を伺う。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 経費削減と住民満足度の向

上として、４月１日の専決処分の対象となっ

た時間外労働に対し、町長が指示した具体的

な削減策を伺うについてお答えします。 

 震災発災から３月までは、通常の業務に加

え、避難所運営、災害ごみの処理、被災申請

の受付、現地調査、罹災証明書の受付、現地

調査、罹災証明書の発行、住宅の応急修理な

ど、多岐にわたる業務が職員の大きな負担と

なりました。結果として時間外勤務が激増し

たわけであります。 

 これにより、４月以降の復旧・復興に関わ

る業務量を踏まえ、４月１日、専決処分によ

り災害対応に関する時間外手当を計上させて

いただきましたが、職員の時間外労働の削減

を図るため、県などの中長期派遣を要望し、

現在は復旧・復興部に11名の中長期派遣職員

を迎え入れたところで職員の負担軽減を図っ

ております。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 澤議員 

○５番（澤 良一議員） 町長は、職員の仕

事が増えたので、それに対して外部からの応

援、中長期派遣ですか、そういう人たちをあ

てがうことによって時間外労働を減らした

と、こういうお話でした。 

 私がお聞きしたかったのは、そうじゃなく

て、現在の人の100人なら100人、200人の中

で、この人たちがやる仕事をいかにして時間

の中に抑えるか。そこへ震災がやってきたん

です。当然オーバーワークになる。当たり前

なんです。それをどうするかということをお
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聞きしたかった。 

 私は、これも町長も嫌になるほど聞くと思

うんですが、私は３年前の６月に議員になっ

て初めての質問は働き方改革を聞きました。

その中で聞いたのは、町長、すぐ分かると思

うんです。 

 今この議場で、執行と議会と対峙して議論

している。それ以外に、この後ろとかその横

とかに十数名の、今日は数えていませんけれ

ども課長の下の支える課長補佐とか、それか

ら担当の方もいるかもしれません。 

そういう方が毎回、この定例会に限らず、常

任委員会であるとか特別委員会とか、そうい

う会議体に出ている。それに出ているという

ことは、今もそうですよ。その間、今日なん

かはもう４時を回っていますよね。その間、

その部署へ行くと、課長からはじめ管理職の

人たちは誰もいないんです、多分。そうする

と、住民が窓口へ行ったときにちょっと難し

い質問をしたときに、課長は留守、どこへ行

ったんや。会議です、議会です。こういうこ

とでしょう。住民自身もそこで消化不良で

す。 

 そしてそれがどうなるかというと、皆さん

が帰られた後か、それから担当の方がずっと

待っていて、その質問に対して指示が出たこ

とを仕事しなければいけない。ということ

は、削減するどころか増える要因になるじゃ

ないですか。 

 今ここにいて、多分後ろで全部聞いている

と思うんです。その人たちがここへ出て答え

るという場面はありますか。ほとんどないと

思う。 

 町長のおっしゃるのは、それは将来課長に

なる人たちなので、議場の雰囲気を味わう、

勉強するんだと、こういうお話でした。で

も、そのために各部署の残業を減らそうと

か、働き方改革、生産性を上げようと、仕事

の仕方に生産性を上げて、効率よい仕事をし

て残業を減らそうというのが普通ですよ。 

 そのことを考えると、待機して勉強のため

にと待っているというのは、これは町長、コ

ストパフォーマンスが悪いですよ。その犠牲

がどれだけ無駄か。さっきの１時間幾らと計

算すると、今待機している人たちの時間給は

高いと思うんですよ。 

 ですから、まず町長、今待機している人を

全部戻せばどうですか。これもできるのは町

長ですよ。そのことによってどんな弊害があ

りますか。職員はみんな喜びますよ。 

 課長補佐が来た。実はこんなクレームがつ

いている。何とかしてください。電話番号

は。すっと行くじゃないですか。朝からやっ

ていれば。 

 そういう問題があるかどうかは知りませ

ん。ルーチンでやっていることが早く行きま

すし、さっき言った突飛なことも対応できる

んですよ。この課長の下にいる人たちは。 

 それをここに縛り付けておいて、外部から

派遣をしていただいて、やってもらっていま

すと。それは答えじゃないです、町長。安易

な考え方です。 

 やっぱり財源負担を軽減するということで

あれば、そんなところにコストをかけない

で、みんな帰って仕事しろと。いいじゃない

ですか。 

 雰囲気、ユーチューブでもありますし録画

もありますし、今日恐らく夕方、午前中のや

つはユーチューブに流れますよ。明日には今

日の午後も全部流れます。全部見れます。 

 ですから、私は町長にそういうことをやっ

てほしいなと思って聞いたんです。３年間た

っても変わらない。参事がそのまま１年いた

けど何にもできなかった。 

 町長、もうこれは、今このときにその決断

を。今変えろと言ってもできないけれども、

この後の、今度いつ何の会議があるか分かり

ませんけれども、それは課長が全部受ける

と。どうしても分からんことは後日でいいじ

ゃないですか。 
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 そんなふうにして、その人たちを帰すこと

が職場の働き方改革になり、また環境改善に

なり、みんながやる気が出てきますよ。そし

て本来の仕事に対する評価をきちっとしてあ

げて、そうすればコミュニケーションが進ん

で、職員のモラルも上がって、すばらしいと

思うんです。 

 町長、いかがですか。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 いつも澤さんが言われる１

年に４回の定例議会ということで、それは職

員も自ら、いろんな皆さんの話を聞きなが

ら、多分帰ってユーチューブを見ろといって

も、なかなか見る人はいないでしょうから、

ここ来て実際の声を聞いて、みんなが議会の

一番大事な時ですから。４回と言われるよう

に。大事なときに来て、皆さんのお話を聞い

て、いろんな思いとか提案とか、これからし

ていくようなことが出てきますので、その辺

また課長会議がありましたら、また話、こう

いういい提案が出ましたので、そういう話は

課長補佐もおるというような話については、

課長会議では、課長補佐会議をやっておった

んですが、補佐会議もう来なくていいという

ことで補佐は来ないんですよ。課長だけ来る

ようになりましたので、その辺また課長会議

だけで話をして、よりよい方向にしたいと思

います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（笹川広美議員） 澤議員 

○５番（澤 良一議員） すみません、最後

はちょっと時間がなくてできないんですけれ

ども、質問の中で、このことは最優先で進め

てほしいと。検討ではなくて進めてほしい。 

 それと、ユーチューブを見ていますよ、町

長。見ています。いろんなものを見ています

よ。安芸高田市以外でもこの町長を見ていま

すよ。職員は見ていますよ。 

 極端に言うと、あの議員はどんなことを言

っているか、みんな知っていますよ。みんな

とは言わんけれども。 

 だから勉強する機会はどれだけでもありま

す。ご心配ご無用です。 

 町長の決断一つ。ぜひそのことを前向きに

でなくて、やるということでやってくださ

い。定例会だけじゃないですよ。今後の大会

議室でやっていることも含めて、帰してくだ

さい。絶対変わりますよ。その成果が出ま

す。来年またその質問をします。 

 ちょうど時間がなくなって、町長の三方よ

しを聞きたかったんですが、所長の語る場だ

ったのに、すみません、時間がなくなりまし

た。 

 そんなお願いをして、以上で私の一般質問

を終わります。 

○議長（笹川広美議員） ここで16時35分ま

で休憩といたします。 

           午後４時25分 休憩 

 

           午後４時35分 再開 

○議長（笹川広美議員） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 この際、あらかじめ本日の会議時間を延長

しておきます。 

 続いて、２番 合田 宏議員 

  〔２番（合田 宏議員）登壇〕 

○２番（合田 宏議員） それでは、６月定

例会議、一般質問の大トリを務めさせていた

だきます。 

 質問に入る前に、一言申し上げます。 

 令和６年能登半島地震において亡くなられ

た方々のご冥福をお祈りするとともに、被災

された皆様に心よりお見舞い申し上げます。 

 １月１日の発災以来、全国の自治体、ボラ

ンティアをはじめ多くの方々のご尽力によ

り、被災地の状況は徐々に改善されてきてい

ます。また、内外から寄せられた義援金や温

かいメッセージなども被災者の大きな力にな

っていると思います。ご支援いただいた全て

の皆様に心より感謝申し上げます。 
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 また、現在も被災地でボランティア活動を

されている皆様には、暑さ対策などを考慮

し、行動をお願いいたします。今後も引き続

き息の長いご支援をいただければ幸いです。 

 それでは、一般質問に移ります。 

 通告に従いまして２点お伺いします。 

 まず１点目、熱中症対策についてです。 

 近年、地球温暖化の影響により猛暑日や熱

帯夜が頻発し、熱中症のリスクが年々高まっ

ています。特に高齢者や子供は熱中症にかか

りやすく、重症化しやすいので注意が必要で

す。 

 今回の質問では、学校における熱中症対策

と、高齢者の熱中症対策について、それぞれ

伺います。 

 まず、学校における熱中症対策です。 

 １点目、飲料水の確保はどのようになって

いるかです。学校では児童生徒が小まめに水

分補給できるような十分な飲料水を確保して

いるのでしょうか。また、具体的にはどのよ

うな飲料水が用意されていますか。さらに、

児童生徒が熱中症にかかりやすい時間帯に

は、特に意識的に水分補給を促すような対策

はありますか。 

 ２番目、体育、プール授業の対応について

です。猛暑日が予想される場合は、体育やプ

ールの授業の内容や時間帯などをどのように

調整していますか。また、授業中に児童生徒

の体調を確認する体制はどのようになってい

ますか。熱中症の兆候が見られた場合の対応

も具体的に教えてください。あと、夏休み期

間中のプール利用の中止、延期基準はありま

すか。 

 続いて３番目、学校設備の対策はです。校

舎内や体育館などの施設において、暑さ対策

はどのようなものが行われていますか。ま

た、エアコンの設置状況や扇風機等の利用

や、日陰となる場所の確保、緑化などの取組

はありますか。 

 ここからは高齢者への熱中症対策です。２

点あります。 

 １点目、外出時のクーリングシェルターに

ついてです。高齢者が暑い日でも安心して外

出できるよう、町内にはどれぐらいクーリン

グシェルターが設置されていますか。クーリ

ングシェルターの設置場所や利用方法につい

て詳しく教えてください。 

 ２番目、電気代高騰対策です。電気代高騰

により、エアコンの使用を控えざるを得ない

高齢者もいると思いますが、そのような方々

への対策はありますか。例えば、高齢者向け

の割引制度や省エネ家電の貸出しなど、具体

的な取組があれば教えてください。そのほ

か、高齢者が熱中症を予防するために役立つ

情報があれば教えてください。 

 以上５点、お伺いします。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

  〔宮下為幸町長登壇〕 

○宮下為幸町長 熱中症対策についてのご質

問につきまして、夏季授業やプール、部活動

など学校における猛暑対策につきましては、

後ほど教育長より答弁させますので、よろし

くお願いをいたします。 

 それでは、高齢者への対策についてのご質

問にお答えします。 

 まず、１点目の外出時に立ち寄れるクーリ

ングシェルターが町内にはどれくらい設置さ

れているのかにつきましては、結論から申し

上げますと、現在検討を行っているところ

で、指定したところはありません。 

 ここで、クーリングシェルターの指定要件

について申し上げます。熱中症による死亡者

数が増加していること、また熱中症予防の必

要性が国民に浸透していないといった背景か

ら、令和６年４月より環境省が熱中症対策の

強化を目的に、これまでの熱中症警戒アラー

トの１段階上位に熱中症特別警戒アラートを

創設しました。 

 この熱中症特別警戒アラートの発表時に、

高齢者や諸事情でエアコンを使用できない住
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民などが避難することができる指定暑熱避難

施設、いわゆるクーリングシェルターを町が

指定できるようになったものであります。 

 指定に当たっては、環境省令で定めている

施設基準に適合しなければならないなど条件

はありますが、町においても町民の健康に関

わる被害を防止するため、積極的に進めてま

いりたいと考えております。 

 次に、クーリングシェルターとして公民館

を利用することはできないかにつきまして

は、クーリングシェルターを指定する場合

は、事前に開放可能日と開放時間を公表し、

警報が発表された場合は必ず開放しなければ

ならないとされていることから、現時点では

人が常駐していない地区の公民館を町が指定

することは想定しておりませんが、今後の研

究課題として考えております。 

 次に、利用に当たって何か必要なものはあ

るかのご質問ですが、今後、町が指定した施

設を利用される場合は、飲料水などはご自身

で準備をしていただくことを想定しておりま

す。 

 次に、２点目の電気料高騰によるエアコン

の使用量を控える方もいると思うが、対策は

あるかについてお答えします。 

 高齢者の方は、経済的理由や身体的理由な

どにより、エアコンをつけずに過ごされる方

も少なくないように思われます。一方、暑さ

や水分不足による感覚機能が低下し、暑さに

対する体の調整機能も低下してくるため、熱

中症に対し、より一層注意が必要となりま

す。 

 そこで、高齢者の方が熱中症にならないた

めには、水分補給と暑さを避ける対策が必要

となってきます。厳しい猛暑が予想される夏

に向けて、高齢者の方々に対し、今と昔の暑

さの違いや、熱中症の発症リスク、節電に配

慮したエアコンの利用方法などを理解してい

ただき、適切にエアコンをつけるよう、ご家

族や友人など身近な人による日頃からの声か

けが効果的であると考えていますので、町民

の皆様のご協力をお願いをいたします。 

 町といたしましては、現時点で高齢者向け

のエアコン購入の割引制度などの導入につい

ては考えておりませんが、熱中症警戒アラー

トの発令時には、注意喚起と同時に対策につ

いての情報を発信し、広く住民の予防行動に

つなげていきたいと考えております。 

 また、高齢者が熱中症を予防するために役

立つ情報としましては、エアコンの上手な使

い方や、１日当たりの水分、塩分の補給量な

どについて書かれてあるリーフレットを用い

て、民生委員による独り暮らしの高齢者など

の見守り訪問や、ケアマネージャーや相談支

援員による要支援者への訪問活動、または地

域のサロンなどで繰り返し注意喚起を行って

まいります。 

 以上であります。 

○議長（笹川広美議員） 林教育長 

  〔林 大智教育長登壇〕 

○林 大智教育長 合田議員の夏季授業やプ

ール、部活動などの学校における猛暑対策に

ついてのご質問にお答えいたします。 

 この時期、学校で一番怖いのは熱中症で

す。それで、全ての教員は生徒の様子を本当

に細かく観察しています。 

 まず１点目の飲料水の確保については、学

校としてはスポーツ飲料水を保健室に備えて

おります。１本２本というレベルではありま

せん。１ケース、２ケースのレベルでありま

して、補給対応が取れるよう十分に配慮して

おりまして、私の経験の中では足りなかった

ことはありません。 

 また、児童生徒は各自、自宅から水やお茶

などを入れた水筒を持参して登校しておりま

す。教室ではもちろんのこと、体育の授業や

屋外授業でもいつでもすぐに水分補給できる

ように携行しております。体育の授業でも持

っていっております。 

 また、教員からの指示、また自分の判断
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で、授業中であっても必要なときは水分補給

をしており、熱中症警戒アラートが発令され

ている場合には、体調に変化が現れる前に小

まめな休憩、水分補給をしております。 

 次に、２点目の体育、プール授業の対応に

ついては、熱中症警戒アラートが発令された

場合、原則、運動は中止です。 

 部活動については、暑さ指数を基に、学校

長、顧問の判断により、あらかじめ練習メニ

ューや涼しい時間帯に変更するなど工夫して

おります。早速、今年の夏の部活動なんです

が、中能登中学校では８時及び８時半から始

めて早期に終わるということで、バスが今ま

で13時半だったんですが、迎えに来る時間を

早めてほしいということで、臨時バスを11時

もしくは12時に出すことにしております。こ

ういった形で工夫しております。 

 暑さ指数によっては、部活動自体を中止す

ることがあります。 

 教員は、熱中症に限らず、児童生徒が体調

不良を訴えたり、その兆候が見られる場合に

は、速やかに保健室に連れていきます。授業

中であっても、横のクラスの先生から声がか

かった場合にはすぐに担架、それから車椅子

等を保健室から持っていって、全先生方、生

徒で初期対応をしております。万が一に備え

て、ＡＥＤのほうも３か所ありますので取り

にいくという状況で実施しております。 

 最後に、３点目の学校設備の対策は完備さ

れているかについては、全ての学校の教室に

空調設備が完備されているため、涼しい環境

で過ごすことができております。 

 このうち体育館については空調設備が整備

されていないのが現在の課題です。この整備

については、多額の費用を要することから、

教育委員会としては計画的な整備ができるよ

うに財政当局と相談してまいりたいと思って

おりますので、ご理解のほどよろしくお願い

いたします。 

○議長（笹川広美議員） 合田議員 

○２番（合田 宏議員） 学校の熱中症対策

については、十分に分かりやすく、丁寧な答

弁をいただいたと思います。 

 子供たちの健康については、やっぱりこれ

からの中能登町を担っていく子供たちなの

で、みんなで大切に見守っていけたらなと思

っております。 

 ２番目の高齢者の熱中症対策なんですが、

再質問ではないんですが、公民館の利用とい

うのは、もう少し地区の区長さんなりとお話

ししていただいて、常にということはないで

すが、暑いというのが分かれば、公民館を開

放して、クーラーを使って、そこでみんなで

健康体操なんかができるようなものを取れれ

ばいいんじゃないかなと思いました。 

 あと要望となるんですが、つい二、三日前

に、私、かほく市の七塚にある図書館へ行っ

てきたんですけれども、そこにはウオーター

ボトルというんですか、置いてありまして、

来場される方が誰でも飲めるような施設があ

りました。 

 こういうのも、暑さ対策じゃないですけれ

ども、水分補給には必要じゃないかなと思い

ますので、図書館なり、これから学校施設に

あったら、ちょっと大変かなと思うんですけ

れども、何かそういうものもあればいいんじ

ゃないかなと思いますので、その辺は要望と

してお伝えしておきたいと思います。 

 次の質問に移ります。 

 なかのと健康プラン21についてです。 

 中能登町が策定した第３次なかのと健康プ

ラン21において、生活習慣病や認知症対策な

ど、町民の健康課題に向けた重点課題が挙げ

られています。しかし、具体的な対策につい

ては詳細が十分に示されていないと感じてい

ます。 

 そこで、以下４点お伺いします。 

 １、第３次なかのと健康プラン21におい

て、重点課題の具体的な対応は。 

 ２、学齢期における運動機会の現状と確保
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について具体策はあるか。 

 ３、健康と運動を結びつけた企画はある

か。 

 ４、第３次なかのと健康プラン21の周知に

ついて具体的にどのように行うかについて。 

 以上４点についてお伺いします。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 なかのと健康プラン21につ

いてのご質問にお答えします。 

 まず、１点目の第３次なかのと健康プラン

21における重点課題の具体的な対応について

お答えします。 

 ２点目以降は、担当課長に説明させます。 

 第３次なかのと健康プラン21は、第５次国

民健康づくりにおいて見直しがされた基本方

針を踏まえ、健康寿命の延伸と健康格差の縮

小を目指し、令和６年度から12年間の計画と

して今年４月に策定をいたしました。 

 第２次計画からの課題としましては、がん

検診の受診率の伸び悩み、高血圧、糖尿病、

メタボリックシンドローム該当者の割合が増

加傾向にあること、肥満傾向にある小中学生

の割合も県や国より高いことが挙げられま

す。 

 これらに対する取組として、町民一人一人

が健康づくりの意識を高め、生涯にわたり

個々の健康状態を踏まえ、生活習慣病の発症

や重症化を予防するために、令和６年度より

若年層から健康診査を受けられる体制を整え

ました。 

 具体的には、国民健康保険加入者の健康診

査の対象を30歳から19歳に引き下げておりま

す。その他、歯科健康検診の対象を40歳、50

歳、60歳、70歳、76歳から、20歳、30歳へも

拡大し、実施をしてまいります。 

 次に、２点目の学齢期における運動機会の

現状と確保についての具体策はあるかにつき

ましては、学齢期における運動の取組は、自

分が続けられる運動を見つける、体育の授業

でしっかり体を動かす、クラブ活動や地域活

動に積極的に参加することとしております。 

 これ以降は担当課長より報告をさせますの

で、よろしくお願いします。 

○議長（笹川広美議員） 山辺健康保険課長 

  〔山辺浩久健康保険課長登壇〕 

○山辺浩久健康保険課長 それでは、３点目

の健康と運動を結びつけた企画はあるかにつ

いてですが、町では、特定健診後の生活習慣

の改善の一環として、運動の習慣化を目指し

た健康運動教室というものを行っておりま

す。教室終了後は、地域の運動教室の紹介を

行うなど、継続的な運動の機会の確保につな

げております。 

 最後に、４点目の第３次なかのと健康プラ

ン21の具体的な周知方法につきましては、町

広報やホームページにおいて既に公表してい

るところであります。 

 また、９月の健康増進普及月間に合わせ

て、運動、食生活、休養、健診の受診など、

さらなる健康寿命の延伸を目指した啓発とと

もに取り組んでまいります。 

 本計画につきましては、毎年度、地域の関

係機関、関係団体の代表の方からのご意見を

聞きながら進捗管理を行い、課題の改善につ

なげていきたいと考えておりますので、ご理

解のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（笹川広美議員） 合田議員 

○２番（合田 宏議員） なかのと健康プラ

ン21について、私の疑問というか、感じてい

たことについて丁寧に説明していただけたの

かなと思いますが、４番目の健康プランの周

知について具体的にどのようなことというこ

とで、ホームページとかというのはあったん

ですけれども、９月からの月間があるという

ことなんですけれども、町の放送を使って、

今週はこれをしましょうよ、こういうスポー

ツをしましょうよとか、何かそういうことで

意識づけするような放送もあってもいいのか

なと思いましたので、何かそういうこともご

検討願えればなと思っております。 
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 これは質問ではないので、検討ということ

でお願いいたします。 

 再質問を一つお願いいたします。 

 子供や高齢者など、それぞれの世代に合わ

せた企画について、どのように考えているか

お伺いいたします。 

○議長（笹川広美議員） 山辺健康保険課長 

○山辺浩久健康保険課長 それでは、再質問

にお答えいたします。 

 子供や高齢者など世代に合わせた健康と運

動を結びつけた企画について、どのように考

えているかということですが、プランの中で

は、健康の取組につきましては、子供のほう

では、日常生活の中で発達段階に応じた親子

での触れ合い遊び、体を使う遊びなどを通し

て、自分の好きな運動、続けられる運動を見

つけ、身体活動を高めることとしておりま

す。 

 また高齢者におきましては、介護予防とし

て行っている地域のサークルやサロンの参加

を促し、健康講座や運動の実践を取り入れな

がら積極的に体を動かす機会の確保に努めて

まいります。 

 日常生活の中で身体活動を増やしながら生

活リズムを整え、健康な生活が送られるよう

取組を進めてまいりますので、よろしくお願

いいたします。 

○議長（笹川広美議員） 合田議員 

○２番（合田 宏議員） 再質問に対しての

答弁、ありがとうございます。 

 今のお話の中にあった高齢者のほうなんで

すけど、高齢者の運動機会ということでサロ

ンや講座ということなんですが、私、９月だ

ったかな、質問のときにもお話ししたと思う

んですけど、男性の参加者が少ないというこ

とで、ｅスポーツを取り入れてみてください

みたいなことを言ったつもりなんですけど、

それに対してはどうなっているのかなという

ことも質問したいなと思うんですが、それは

再々になってしまうので、こちらのほうの要

望という形で、またｅスポーツの検討もして

いただいて、高齢者、特に男性の方のスポー

ツ、サロンの参加を促していただければなと

思っております。 

 また、子供さんの親子との触れ合いに関し

てなんですが、もう私も子育てが終わってし

まって、触れ合いとかとなってくると久しく

ないので、またそういう機会があったら見学

させていただければなと思っております。 

 それでは、もう１点お聞きいたします。 

 第３次なかのと健康プランにおいて、子供

から高齢者まで共通する取組の中で、新しい

取組は何かありますか。 

○議長（笹川広美議員） 山辺健康保険課長 

○山辺浩久健康保険課長 第３次なかのと健

康プラン21において、子供から高齢者まで共

通する取組の中での新しい取組についてのご

質問にお答えいたします。 

 町では、歯と口腔の健康づくりの推進の中

で、フッ化物洗口による虫歯予防の推進に取

り組み始めたところであります。 

 当町の３歳児歯科検診の結果は、県内の他

市町と比較して、虫歯がある３歳児の割合が

高い状況が続いております。また、小中学生

の虫歯の罹患状況も県平均より高い状況が続

いております。 

 そこで、町では、令和３年度より歯の質を

強くする対策として、１歳から３歳児のフッ

化物の歯面塗布による虫歯予防に取り組んで

おります。また、今年２月からは、保育施設

におけるフッ化物洗口を４歳児、５歳児で行

っております。 

 乳幼児期からの虫歯予防につきましては、

切れ目ない取組を進めてきておりますが、町

長からのゴーサインも出ておりますので、今

後も虫歯になりやすい歯の生え変わり時期が

終わる中学生まで、さらにフッ化物洗口の取

組を拡大しながら効果的に取組を進めてまい

りたいと考えております。 

 歯と口の健康は、健康な体をつくる上で大
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変重要なことであり、生活の質にも大きく影

響してきます。乳幼児期からの虫歯予防と、

20歳から全年齢の節目で歯科検診が受けられ

る体制を整える中で、生涯にわたり歯と口腔

の健康づくりを推進してまいりたいと考えて

おりますので、どうぞご理解のほどよろしく

お願いいたします。 

○議長（笹川広美議員） 合田議員 

○２番（合田 宏議員） 大変すばらしい取

組だと思います。フッ化物洗口ということ

で、乳幼児から中学卒業までという形だと思

うんですが、健康は食からとよく言われます

ので、虫歯のない環境づくりというものが健

康と運動等につながってくるんじゃないかな

と思います。今後もこういう取組をぜひ取り

入れて、推進していただければいいなと思っ

ております。 

 ちょっと話というか、私の思いなんです

が、子供たちの運動不足が指摘されている

中、当町においても同様の傾向が見られると

いうことが書いてありました。運動不足は生

活習慣病や肥満などの健康を引き起こす可能

性があるため、本当に早急な対策が必要じゃ

ないかなと思っております。 

 また、健康増進のために運動習慣の定着が

重要だと思います。町民の皆さんが楽しみな

がら運動できるような企画を積極的に実施し

ていただき、運動習慣の定着を促進していた

だければいいなと思っております。 

 第３次なかのと健康プラン21は、町民の健

康増進を支える重要な計画です。町民一人一

人が健康意識を高め、主体的に健康づくりに

取り組めるよう、町全体で取り組んでいくこ

とが重要だと思います。 

 今回の質問を通して、計画の内容をより詳

細に理解し、町民の皆様の健康増進に役立て

ていくことを期待しております。 

 これで私の一般質問終わります。 

 

 ◎散   会 

○議長（笹川広美議員） 以上で本日の日程

は終了いたしました。 

 本日はこれをもって散会します。 

 ご苦労さまでした。 

           午後５時07分 散会 
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令和６年６月18日（火曜日） 

 

 

  ○出席議員（11名） 

    １番  三 浦 克 欣  議員     ８番  林   真 弥  議員 

    ２番  合 田   宏  議員     ９番  笹 川 広 美  議員 

    ３番  角   久 子  議員     10番  南   昭 榮  議員 

    ４番  池 島 和喜夫  議員     11番  甲 部 昭 夫  議員 

    ５番  澤   良 一  議員     12番  坂 井 幸 雄  議員 

    ６番  古 玉 いづみ  議員 

 

  ○説明のため出席した者 

    町     長 宮 下 為 幸     健康保険課長 山 辺 浩 久 

    教  育  長 林   大 智     土木建設課長 笹 谷   学 

    参事兼生活環境課長 田 中   智     農 林 課 長 藤 岡 桂 一 

    企画情報課長 岩 田   正     学校教育課長 清 酒 秀 樹 

    会計管理者兼住民窓口課長 宮 川 清 美     生涯学習課長 木 幡 嘉 広 

    税 務 課 長 土 屋 金 蔵     総務課担当課長 竹 林 明 美 

    長寿福祉課長 田 畠 洋 子 
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  ○職務のため出席した事務局職員 

    議会事務局長  山 本   貴     書    記  北 野 勝 之 

    議会事務局長補佐  神 保 悦 子 

 

  ○議事日程（第３号） 

    令和６年６月18日  午後３時00分開議 

 

   日程第１ 議案第７号 中能登町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める 

              条例の一部を改正する条例について 

 

        議案第８号 中能登町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利 

              用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を 

              改正する条例について 

 

        議案第９号 令和６年度中能登町一般会計補正予算 

 

        議案第10号 令和６年度中能登町後期高齢者医療特別会計補正予算 

 

        議案第11号 令和６年度中能登町介護保険特別会計補正予算 

 

        議案第12号 令和６年度中能登町水道事業会計補正予算 

 

        議案第13号 石川県後期高齢者医療広域連合規約の変更について 

 

                           （委員長報告・質疑・討論・採決） 
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   （追加日程第１） 

 

        同意第１号 教育委員会委員の任命について 

 

                          （提案理由説明・質疑・討論・採決） 
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           午後３時00分 開議 

 

 ◎開   議 

○議長（笹川広美議員） ご苦労さまです。 

 ただいまの出席議員数は11名です。 

 よって、会議の定足数に達しておりますの

で、これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

であります。 

 

 ◎各常任委員会委員長報告 

○議長（笹川広美議員） 日程第１ 

 これより、本定例会議から付託をしており

ました議案第７号から議案第13号までを一括

して議題とします。 

 以上の案件に関し、各常任委員会における

審査の過程及び結果について各常任委員会委

員長の報告を求めます。 

 最初に、総務建設常任委員会 甲部昭夫委

員長 

  〔総務建設常任委員会委員長（甲部昭夫 

   議員）登壇〕 

○総務建設常任委員会委員長（甲部昭夫議

員） 総務建設常任委員会における審査の過

程並びに結果についてご報告いたします。 

 今定例会議で付託されました案件は、議案

１件であり、執行部からの説明を求め、慎重

に審査をいたしました。 

 付託されました議案１件についての質疑、

意見などは、ございませんでした。 

 討論、採決の結果、当委員会に付託されま

した議案１件については、全会一致で可決を

いたしました。 

 なお、今回報告いたしました結果につきま

しては、お手元に配付済みの委員会審査報告

書のとおりであります。 

 以上で総務建設常任委員会からの審査結果

の報告を終わります。 

○議長（笹川広美議員） 次に、教育民生常

任委員会 古玉いづみ委員長 

  〔教育民生常任委員会委員長（古玉いづ 
   み議員）登壇〕 

○教育民生常任委員会委員長（古玉いづみ議

員） 教育民生常任委員会における審査の過

程並びに結果についてご報告いたします。 

 今定例会議で付託されました案件は、議案

２件であり、説明を求め、慎重に審査をいた

しました。 

 付託されました議案２件についての質疑、

意見などは、特にございませんでした。 

 討論、採決の結果、当委員会に付託されま

した議案２件については、全会一致で可決い

たしました。 

 なお、今回報告いたしました結果につきま

しては、お手元に配付済みの委員会審査報告

書のとおりであります。 

 以上で教育民生常任委員会からの審査結果

の報告を終わります。 

○議長（笹川広美議員） 次に、予算決算常

任委員会 林 真弥委員長 

  〔予算決算常任委員会委員長（林 真弥 
   議員）登壇〕 

○予算決算常任委員会委員長（林 真弥議

員） 予算決算常任委員会における審査の過

程並びに結果についてご報告いたします。 

 今定例会議で付託されました補正予算に係

る案件は、議案４件であり、執行部からの説

明を求め、慎重に審査をいたしました。 

 審査の過程における質疑、意見など、主な

ものについて申し上げます。 

 議案第９号 令和６年度中能登町一般会計

補正予算について、歳出、第２款総務費の一

般管理費、定額減税補足給付金事業３億

2,228万2,000円について説明を求めたとこ

ろ、令和６年度税制改正で行われる所得税、

個人住民税の定額減税の実施に伴い、減税し

切れないと見込まれる方に対し、その差額を

給付金として支払うものとの説明がありまし

た。 

 次に、同じく企画費、結婚推進事業の委託



－79－ 

料50万円について説明を求めたところ、令和

５年度の事業は２月から３月にかけて出会い

の場イベントを開催する予定であったが、震

災により中止となった。今回、県の地域少子

化対策重点推進交付金の内定を受けたことに

伴い、出会いの場を提供する事業を中能登町

結婚推進員の会に業務委託し、若者等縁結び

出会いの場創出推進事業を実施するものとの

説明を受けました。 

 次に、第３款民生費、老人福祉施設費７万

6,000円の減額について説明を求めたとこ

ろ、老人福祉センターゆうゆうは地震により

施設が被災したこと、また、小規模多機能施

設ラポールみおやは運営状況などから、それ

ぞれの施設の指定管理の取消しにより令和６

年度から町管理となったことに伴い、予算の

組替えを行ったものとの説明を受けました。 

 次に、第９款消防費、防災対策費の消耗品

376万2,000円について説明を求めたところ、

現在、職員は作業服を着用しているが、災害

時においては、自治体の名称が分かりやすく

活動的な防災服を着用することに効果がある

とのご意見を応援に来ていただいた自治体の

皆様からいただき、役場職員が着用する防災

服を購入したいものと説明を受けました。 

 同じく、備品購入費3,219万円について説

明を求めたところ、災害時の断水における応

急給水能力を向上させるとともに、迅速な給

水活動に備えるため、応急用の給水車１台及

び給水タンク５基を購入するものとの説明を

受けました。 

 次に、第10款教育費、学校教育事務局費の

使用料及び賃借料74万9,000円について説明

を求めたところ、タブレットを活用し英語力

のレベルを上げるため、ＡＩ英語教材Terra 

TalkというソフトのＩＤアカウント利用料で

ある。この教材は、授業や自宅においても発

話や会話の基本練習が行えるなど主体的に学

ぶことができ、英語の教育をしっかり身につ

けていく。また、教員においても学習状況の

管理やきめ細やかな指導ができることから、

業務改善につながるものと説明を受けまし

た。 

 次に、同じく保健体育総務費の体育施設維

持管理事業の工事請負費1,230万9,000円につ

いて説明を求めたところ、古墳公園とりやの

遊具を更新するもので、老朽化が進んだ滑り

台とブランコを撤去し、新たにユニバーサル

デザインのブランコと飛び跳ねて遊ぶベッド

ジャンパーという遊具を設置するものとの説

明を受けました。 

 質疑終了後、討論、採決の結果、付託され

た補正予算に係る議案４件では、議案第９号

の一般会計補正予算は賛成多数で可決、議案

第10号及び議案第11号の各特別会計並びに水

道事業会計の補正予算は全会一致で、それぞ

れ可決をしました。 

 なお、今回報告いたしました結果は、お手

元に配付済みの委員会審査報告書のとおりで

あります。 

 以上で予算決算常任委員会からの報告を終

わります。 

○議長（笹川広美議員） 以上で各常任委員

会の委員長報告が終わりました。 

 

 ◎質   疑 

○議長（笹川広美議員） これより、委員長

報告に対する質疑を一括して行います。 

 質疑のある方はご発言願います。ありませ

んか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） ないようでありま

す。 

 これで質疑を終結します。 

 

 ◎討論、採決 

○議長（笹川広美議員） これより、議案第

７号から議案第13号までについて一括して討

論を行います。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 
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 ５番 澤 良一議員 

  〔５番（澤 良一議員）登壇〕 

○５番（澤 良一議員） 私は、議案第９号

 令和６年度中能登町一般会計補正予算に、

反対の立場で討論いたします。 

 この震災有事の補正予算として、町民にと

って本当に必要な事業かそうでないかを再度

精査し、至急予算の見直しを要求するもので

す。 

 町長は６月５日、定例会初日の提案理由説

明で、令和６年能登半島地震の発生から５か

月が経過しましたが、町内には依然として震

災の爪痕が残っている状況であり、町民の皆

様の日常生活に多大なご不便をおかけしてお

りますことに心よりおわび申し上げますとあ

ります。また、町の財政負担を軽減できるよ

う取り組んでおりますとも話をされました。 

 私たちは、ついこの前のコロナ禍において

は、不要不急の外出を控えました。一方、こ

のたびの震災有事においては、どうあるべき

でしょうか。それは、不要不急の出費を控え

ることであります。 

 限られた財源の中で、疲労こんぱいした町

民にしっかり寄り添い、今、町民に本当に必

要で、町民が望む事業、施策を優先させるべ

きではないでしょうか。 

 しかるに、６月７日の予算決算常任委員会

で、震災復興対策室長から、防災対策として

防災服370万円、またレンタカー２台が必要

であるとの説明がありました。防災服を新調

したいその理由を尋ねると、背中に大きく中

能登町の町名を入れたものにしたいと。それ

を見ることで町民が安心するという、そうい

うことでした。これは、言わば外見から町民

の信頼を得られるかのごとき、誠に都合のい

い独善的解釈にすぎません。 

 防災対策費として、新たな防災服やレンタ

カー２台は、この震災有事下にあって本当に

必要ですか。名前が必要なら、中能登町の名

前の入ったゼッケンをつければいいんです

よ。またレンタカー２台、今、町の公用車は

何台あるんですか。レンタカー２台分の余分

の車はありませんか。いっぱいあるじゃない

ですか。 

 私は、１週間くらいずっと台数を数えまし

た。特に行政サービス庁舎、たくさんありま

す。これが１月、２月のあの混乱の中であれ

ば、それは車が要ったでしょう。今６月です

よ。どれだけ車が要るんですか。レンタカー

２台ですよ、今この時点で。無駄遣いじゃな

いですか、そんなことは。本当に財政負担の

軽減をしなきゃいかんとおっしゃっているん

ですけど、本当に真剣に取り組んでいます

か。 

 それは町から来るお金がどうのこうの、そ

んなんじゃないですよ。まず自分たちの出費

を抑えることですよ。そのことに本当に考え

たこの一般会計補正予算ですか。 

 防災服とかレンタカーというのは一つの例

です。こんなことだけではないんです。いろ

いろあるんです。もちろん大事な施策はあり

ますよ、99％。であっても１％そこに無駄で

あって、それが町民に理解を得られない、町

民に喜んでもらえないようなことをやってい

ては駄目ですよ。車があるのに何でレンタカ

ーを借りるのですか。 

 １月１日、あの日、多くの被災者は実にた

くさんの大切なものを失いました。今もつら

く苦しい生活を余儀なくされています。被災

された多くの皆さんは、今あるものの中で必

死にやりくりをされています。仮設住宅に避

難をされた方は、携帯電話やテレビを新しい

ものに変えますか。 

 中能登町復興・復旧プランの基本理念は、

つながり復興です。つながりとは信頼関係の

構築です。つながり復興を目指すこのプラン

の中心にあるのは、この町に住む住民であり

ます。行政と住民との信頼関係が大前提のプ

ランです。 

 町長、この現実を見ても、今新たに防災服
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を新調されますか。レンタカーを借り続けま

すか。町民の理解は得られますか。 

 先般、４月１日の専決処分は、明らかにそ

れに適さない事業であっても議会は議決する

ことができません。しかし、今回のこの補正

予算は堂々と議決ができます。答えは明白に

ノーです。震災有事にあっても駄目なものは

駄目なんです。ならぬものはならない。 

 以上により、私は、議案第９号 令和６年

度中能登町一般会計補正予算に反対をしま

す。 

 良識ある議会人として議員各位のご賛同を

お願い申し上げ、私の反対討論といたしま

す。 

○議長（笹川広美議員） 次に、原案に賛成

者の発言を許します。 

 ６番 古玉いづみ議員 

  〔６番（古玉いづみ議員）登壇〕 

○６番（古玉いづみ議員） 私は今回、議案

第９号 令和６年度中能登町一般会計補正予

算に賛成の立場から討論いたします。 

 もちろん被災された町民の皆様に寄り添う

ということが大前提の上で、予算委員長の報

告に沿って、私の考えを述べさせていただき

ます。 

 まず、報告にありました歳出の総務費、定

額減税補足給付金、こちらは皆さんも御存じ

のように、定額減税が国の指導の下、行われ

ますが、そちらの定額減税の実施に伴い、減

税し切れないと見込まれる方に対し、速やか

にその差額を給付金として振り込むものとな

っております。こちらは、国民全員が同じよ

うに同じベネフィットを受け取るべきである

という、そういった前提に基づいているもの

と私は理解しております。 

 次に、企画費、結婚推進事業です。こちら

は昨年度の２月から３月にかけて行われるべ

きだった出会いの場イベント、こちらは震災

により中止となりました。今、少子化が本当

に過去最低となっている。この出生率を見て

も分かりますとおり大きな問題となっている

中で、出会いの場を創出する、そういった結

婚推進員の会に業務委託をし、出会いの場を

創出していただく、そのような予算となって

おります。 

 そして、第９款消防費の防災対策費です。

こちらも、今し方言われました作業服をふだ

ん着ているんですが、活動的な防災服を購入

したいと。そして自治体の名称が分かりやす

くする。今ほども、ゼッケンでいいんじゃな

いか、ビブスでいいんじゃないかというよう

なことを委員会でもありました。ですが皆さ

ん、考えてみてください。ゼッケンやビブス

をつけているような職員が本当の職員である

という確証はありません。防犯の観点から

も、大きく中能登町と書いてある、みんなで

そろえた防災服を着用していることが、町民

の方にとっても、そして職員にとっても安

全、安心につながりますし、それが防災だけ

ではなく防犯の観点からも重要であるという

ふうに私は考えます。 

 今の私たちの着ている防災服は、ここに小

さく中能登町議会と書いてあるだけで、はっ

きり言って町民の方は分かりません。ただの

作業服を着ている人にしか見えないんです。

それではやっぱり安心して私たちの話を聞い

てもらうこともできない。そういった観点か

らも、私は大きく中能登町と入った防災服が

必要であるというふうに考えます。 

 そして、同じく備品購入費。こちらは応急

用の給水車、そして給水タンク５基を購入す

るものです。説明にありましたように、給水

車は最低15か月、注文してから届くまでかか

ります。最低ですよ。今本当に喫緊の課題と

して給水車が必要となっている。これから何

かあったときに絶対に持っておきたいものな

のに、15か月もかかるんです。今のこの予算

で通さなくて、注文しなくてどうするのでし

ょうか。 

 そして、第10款教育費、こちらも教育長の
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言われた、これから町が推進していく３つの

教育の中の一つ、英語力のレベル上げ、こち

らに大きく寄与するアプリの導入となってお

ります。 

 こういったようなことを鑑みましても、今

回のこの補正予算、町民の皆様に寄り添いな

がらも、前を向いてしっかりと希望あふれる

中能登町をつくっていく。そうした意味でも

賛成を私はして、この予算を大事に、そして

町民の皆様のために有効に使っていただきた

いと考えます。 

 議員の皆様のご賛同、どうぞよろしくお願

いいたします。 

○議長（笹川広美議員） 次に、原案に反対

者の発言を許します。 

 １番 三浦克欣議員 

  〔１番（三浦克欣議員）登壇〕 

○１番（三浦克欣議員） 私は、議案第９号

 令和６年度一般会計補正予算について、反

対の立場からお話しさせていただきます。 

 理由は以下２点であります。 

 まず１点目は、町の予算はどういう基準と

いうかどういう判断で決められているのかと

いう単純明快な疑問からであります。 

 地震以降、春辺りから複数の任意団体が復

興のためにこんなイベントをしたい、町民の

皆さんを元気にしたいと町に支援を申し入れ

ても、回答は復旧・復興優先でということ

で、お金も極力人もお出しすることはできま

せんが、応援はいたしますというお話がされ

たとよく聞きました。 

 「はて」というやつなんですけれども、で

は何を応援してくれるのでしょうかという話

なんですけれども、僅か数万円のお金も支援

できないのかと。 

 公のお金ですので、そんな簡単ではない。

仕方がないと諦め、皆さん、熱い思いで自分

たちの持ち出しでいろいろ活動されておりま

すが、その一方で、簡単にとは言いません

が、スタッフ活動ユニフォーム、防災服作成

のために約370万円が計上されている。ユニ

フォームは僕も必要だとは思っています。 

 ユニフォームは象徴的な話で、そもそもど

のように予算案というか、その枠組みが作成

されるのか。ユニフォーム370万円計上でき

るのであれば、うまくやりくりして数万円程

度の町民の皆さんへの応援ができるような融

通の利く仕組みはつくれないかという単純な

私の思いが、まず反対理由の一つです。 

 もう一つなんですけれども、もう１点は直

接この議案には関係ないということなんです

が、専決処分への警鐘を鳴らすものでありま

す。私は、こちらの理由のほうが比重が大き

いです。 

 地震以降、１月、２月と災害復旧のため、

緊急的に迅速な対応が迫られての専決処分に

よる予算執行が行われました。これは本当に

やむを得ないと思いますが、しかしながら、

この６年度４月の専決処分はどうなのか。こ

の場でしか私の考えを反映する場所がないの

で、ここで述べさせていただきたいと思いま

す。 

 地方自治法179条によって、緊急な必要が

あればということですが、地震という緊急時

だからやむを得ないというふうには思いま

す。しかしながら、ここでこれ以上、専決処

分という手法に対する我々のアレルギー感と

いうか、そういうものを失いたくない。安易

に専決処分を行わない。専決処分はあくまで

最後の手段であるという認識で私は考えてい

ます。 

 一連の６年度当初予算、そして４月の専決

処分、この６月の補正予算の流れの中で、こ

の４月の専決は本当に必要だったのかという

疑問を込めてということで、以上２点の理由

で反対したいと思います。 

○議長（笹川広美議員） 次に、原案に賛成

者の発言を許します。ございませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） 次に、原案に反対
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者の発言を許します。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） ほかに討論はあり

ませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） ないようでありま

す。 

 以上で討論を終結します。 

 これより、採決を行います。 

 議案第７号 中能登町家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例についてについて採決しま

す。 

 お諮りします。 

 本件に対する委員長の報告は、原案のとお

り可決であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（笹川広美議員） 起立多数でありま

す。 

 よって、議案第７号は、原案のとおり可決

されました。 

 

○議長（笹川広美議員） 次に、議案第８号

 中能登町行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律に基

づく個人番号の利用に関する条例の一部を改

正する条例についてについて採決します。 

 お諮りします。 

 本件に対する委員長の報告は、原案のとお

り可決であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（笹川広美議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、議案第８号は、原案のとおり可決

されました。 

 

○議長（笹川広美議員） 次に、議案第９号

 令和６年度中能登町一般会計補正予算につ

いて採決します。 

 お諮りします。 

 本件に対する委員長の報告は、原案のとお

り可決であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（笹川広美議員） 賛成、反対が同数

であります。したがって、地方自治法第116

条第１項の規定により、議長が本案に対して

裁決をいたします。 

 本案について、議長は、原案のとおり可決

することに裁決します。 

 よって、議案第９号は、原案のとおり可決

されました。 

 

○議長（笹川広美議員） 次に、 

 議案第10号 令和６年度中能登町後期高齢

者医療特別会計補正予算 

 議案第11号 令和６年度中能登町介護保険

特別会計補正予算 

 議案第12号 令和６年度中能登町水道事業

会計補正予算 

 以上の議案３件について一括して採決しま

す。 

 お諮りします。 

 本件に対する委員長の報告は、原案のとお

り可決であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（笹川広美議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、議案第10号から議案第12号は、原

案のとおり可決されました。 

 

○議長（笹川広美議員） 次に、議案第13号

 石川県後期高齢者医療広域連合規約の変更
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について採決します。 

 お諮りします。 

 本件に対する委員長の報告は、原案のとお

り可決であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（笹川広美議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、議案第13号は、原案のとおり可決

されました。 

 

 ◎追 加 日 程 

○議長（笹川広美議員） お諮りします。 

 ただいま宮下町長から、同意第１号 教育

委員会委員の任命についての同意１件が提出

されました。 

 これを日程に追加し、直ちに議題としたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） 異議なしと認めま

す。 

 よって、同意第１号を日程に追加し、直ち

に議題とすることに決定しました。 

 追加日程表を配付しますので、暫時休憩し

ます。 

           午後３時36分 休憩 

 

           午後３時37分 再開 

○議長（笹川広美議員） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 

 ◎議案の上程 

○議長（笹川広美議員） 追加日程第１、同

意第１号を議題とします。 

 町長より提案理由の説明を求めます。 

  〔宮下為幸町長登壇〕 

○宮下為幸町長 本日、追加提案いたしまし

た議案につきまして、その概要をご説明いた

します。 

 同意第１号 教育委員会委員の任命につい

てであります。 

 今回、教育委員会委員に成田 惟氏を最適

任者として任命したいので、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律第４条第２項の規

定により、議会の同意を求めるものでありま

す。 

 任期は、令和６年６月30日から令和10年６

月29日までの４年間であります。 

 以上、本日追加提案いたしました議案につ

き、ご説明申し上げましたが、議員各位にお

かれましては、慎重なるご審議の上、適切な

る議決を賜りますようお願いを申し上げまし

て、提案理由の説明を終わります。 

○議長（笹川広美議員） 町長の提案理由の

説明が終わりました。 

 

 ◎採   決 

○議長（笹川広美議員） 同意第１号 教育

委員会委員の任命について 

 本案は人事案件でありますので、議会運営

に関する申合せ事項第23項の規定により、質

疑、討論、委員会付託を省略し、直ちに採決

いたします。 

 これより、同意第１号 教育委員会委員の

任命について採決を行います。 

 お諮りします。 

 同意第１号 教育委員会委員の任命につい

ては、原案のとおり同意することにご異議あ

りませんか。 
  〔「異議なし」の声あり〕 
○議長（笹川広美議員） 異議なしと認めま

す。よって、同意第１号 教育委員会委員の

任命については、原案のとおり同意すること

に決定しました。 
 

 ◎散   会 

○議長（笹川広美議員） 以上で、本定例会

議に付議をされました議案の審議は終了いた

しました。 
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 これをもって、令和６年度中能登町議会６

月定例会議を散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

           午後３時40分 散会 

 



 －86－ 

 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

 

 

                          議   長  笹 川 広 美 

 

 

 

 

                          署 名 議 員       合 田   宏 

 

 

 

 

                          署 名 議 員       角   久 子 


	中能登町060605.pdf
	中能登町060613.pdf
	中能登町060618.pdf
	署名（0606）.pdf

